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４．保安活動への最新の技術的知見の反映状況の評価 

 

保安活動への最新の技術的知見の反映状況の評価とは，「実用発電用原子炉

の設置，運転等に関する規則」第77条第１項第２号で規定されている，「発

電用原子炉施設における保安活動への最新の技術的知見の反映状況を評価す

ること」に基づき実施した評価のことである。ここでいう保安活動とは，原

子力発電所の原子炉施設保安規定で規定している活動のことをいう。 

原子力発電所においては，実用化以降現在に至るまで，技術的な進歩等によ

り安全性や信頼性の維持・向上に有効な多くの新しい知見が得られている。 

島根原子力発電所１号機の建設にあたっては，その当時の最新の技術的知見

を設計に反映するとともに，営業運転開始以降に得られた新たな技術的知見

についても評価の上，設備改造等により適切に反映してきた。 

前回の定期安全レビュー報告（平成７年４月から平成15年３月まで）におい

て，島根原子力発電所１号機の建設当時の設計の考え方に加えて，営業運転

開始以降に得られた原子力施設の安全性や信頼性の向上に関連する重要な技

術的知見（以下，「最新の技術的知見」という。）の反映状況について，以

下の観点から調査し，それらを原子炉施設の安全性を確保する上で重要な設

備に適切に反映していることを確認した。 

・安全研究成果 

・国内外の原子力発電所の運転経験から得られた教訓 

・技術開発成果 

今回の評価対象期間においても，上記と同様に，その後の最新の技術的知見

を，原子炉施設の安全性を確保する上で重要な設備に適切に反映し，安全性

や信頼性の維持・向上を図っているかについて評価した。 

なお，旧原子力安全・保安院からの指示文書「実用発電用原子炉施設におけ

る定期安全レビューの実施について」（平成20･08･28 原院第８号）で評価を

求められている，「未だ具体的な安全規制，規格基準等に反映されていない

技術的知見」については，技術開発成果に含め評価を行った。 

 

Ⅰ．安全研究成果の調査および評価方法 

原子力発電所の設計においては，通常運転時における設備の信頼性確保はも

とより，想定される事象に対処するために種々の設備上の対策を講じている。 

このような安全設計を実現するため，原子力施設の開発段階においては，事

故時の炉心の挙動や燃料の冷却性等の種々の安全性に関連する研究が実施さ

れてきた。 

原子力発電の実用化以降も更に安全性の一層の向上を図るため，これらの研
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究は継続的に実施され，種々の知見が蓄積されている。 

島根原子力発電所１号機が，最新のプラントと同等の高い水準の安全性や信

頼性を維持していることを確認するためには，安全研究から得られた知見を適

切に反映していることを確認することが一つの有効な手段である。 

このため，安全研究のうち，その成果が評価対象期間において新たに安全評

価手法として整備され，安全規制に取り入れられたものについて，島根原子力

発電所１号機への反映状況を調査し，安全性や信頼性の維持・向上が図られて

いるかを評価する。 

評価対象となる安全研究成果の選別方法は以下のとおりである。 

 

（１）以下の安全研究成果を対象とする。 

・旧原子力安全委員会「安全審査に関する指針類」 

・社団法人 日本電気協会制定の規格類 

・社団法人 日本機械学会制定の規格類 

・社団法人 日本原子力学会制定の規格類 

 

（２）上記（１）のうち，以下の観点から調査対象とする安全研究成果を抽出す

る。ただし，単なる運用を定めたもの，技術的要素がないものは対象外とす

る。 

 

  ①旧原子力安全委員会決定の指針類のうち，発電用軽水型原子炉施設などに

関するもの 

  ②旧原子力安全委員会了承の専門部会報告書等のうち，発電用軽水型原子炉

施設などに関するもの 

③民間規格のうち，旧原子力安全・保安院が技術評価を行った結果，国の規

制要求を満たすものとして位置づけたもの 

④上記③以外の民間規格のうち，高い水準の安全性や信頼性の維持・向上の

観点から社内マニュアルにおいて引用されているもの 

 

   また，上記①～④以外に原子力発電所の耐震安全性に係る新たな科学的・

技術的知見として「耐震安全性に係る知見反映処理手順書」に基づき収集し

た安全研究成果の島根原子力発電所１号機への反映状況についても調査する。 

 

   上記の選別方法から抽出された安全研究成果に対して，以下の方法により

評価を行った。 
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   ａ．評価対象として抽出された安全研究成果について，現在の反映状況を

調査する。 

 

   ｂ．調査の結果，反映している安全研究成果について，知見が意図する効

果が得られているかを評価する。 

 

   ｃ．評価の結果，知見が意図する効果が得られていないことが確認された

安全研究成果がある場合には，その原因を考察した上で，必要に応じ追

加措置を抽出し，その実施計画を策定する。 

 

   ｄ．反映していない安全研究成果がある場合には，反映の必要性を検討し，

必要に応じ追加措置を抽出し，その実施計画を策定する。 

 

Ⅱ．国内外の原子力発電所の運転経験から得られた教訓の調査および評価方法 

国内外の原子力発電所の事故・故障等の情報の中には,反映すべき事項，諸

対策が含まれている。 

島根原子力発電所１号機で発生した事故・故障等の対策を行うだけではなく，

これら運転経験から得られた教訓を基に，積極的に予防処置に取り組んでいる。 

ここでは，島根原子力発電所１号機で発生した事故・故障等の発生状況およ

び再発状況を確認し，有効な是正処置（再発防止対策）が行われ，保安活動が

適切に実施されてきたかを評価する。 

また，運転経験を反映する仕組みの下，国内もしくは国外における原子力発

電所の安全性や信頼性に関連する教訓の中から，島根原子力発電所１号機に予

防処置が必要となった事象についての反映状況を調査し，安全性や信頼性の維

持・向上が図られているかを評価する。 

評価対象となる教訓の具体的な選別方法は以下のとおりである。 

 

（１）国内原子力発電所の運転経験から得られた教訓 

島根原子力発電所１号機で評価対象期間に発生した事故・故障等ならびに

島根原子力発電所２号機および他社原子力発電所で評価対象期間に発生し

た事故・故障等のうち，安全性や信頼性の観点で重要な事象を対象とする。 

具体的には以下のとおりとする。 

・「電気事業法」に基づき国に報告した事象 

・「核原料物質，核燃料物質および原子炉の規制に関する法律」に基づき

国に報告した事象 

・「原子力発電所における安全確保対策の強化について」（通商産業省指示
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文書：昭和52年３月３日 52資庁第2311号）に基づき国に報告1した事象 

・原子力施設情報公開ライブラリー（以下，「ＮＵＣＩＡ」という。）「保

全品質情報基準」に基づきＮＵＣＩＡに登録された事象のうち，水平展開

要とされている事象 

・島根原子力発電所１，２号機については，ＮＵＣＩＡに保全品質情報と

して登録されている全ての事象 

ただし，「島根原子力発電所 予防処置手順書」制定以前に発生した事象

については，予防処置検討を行っている「その他情報」も評価対象とする。 

 

また，旧原子力安全・保安院が文書で指示した調査・点検事項（以下，「保

安院指示事項」という。）に対し，旧原子力安全・保安院へ報告した調査結

果，点検結果に基づく措置も評価対象とする。 

 

（２）国外原子力発電所の運転経験から得られた教訓 

国外の原子力発電所で，評価対象期間に発生した事故・故障等のうち，当

該国規制機関または国際機関により安全性や信頼性の観点で重要な事象と

されたものとする。 

具体的には以下のとおりとする。 

・米国原子力規制委員会（ＮＲＣ）指示文書「Ｂｕｌｌｅｔｉｎ」 

・ＮＲＣ指示文書「Ｇｅｎｅｒｉｃ Ｌｅｔｔｅｒ」 

・米国原子力発電運転協会（ＩＮＰＯ）重要事象評価報告書「ＳＯＥＲ」 

（ＩＮＰＯの事象報告書「ＩＥＲ」のうち，レベル１に分類されたもの

を含む） 

・世界原子力発電事業者協会（ＷＡＮＯ）重要事象評価報告書「ＳＯＥＲ」 

 

上記の選別方法により抽出された国内外原子力発電所の運転経験から得

られた教訓に対して，以下の方法により評価を行った。 

 

  ①評価対象として抽出された島根原子力発電所１号機の是正処置ならびに

島根原子力発電所２号機および他社原子力発電所の運転経験から得られた

教訓について，予防処置の要否を調査する。あわせて，予防処置を実施して

いる場合はその内容を，予防処置を不要としている場合はその理由を調査す

る。 

 

                                                   
1 平成 15年 10月の原子炉等規制法の関係規制の改正に伴い通商産業省指示による報告は廃止

され，現在は法律に基づく報告に一本化されている。 
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  ②上記①より，是正処置および予防処置を実施した教訓については，改善し

ていることおよび再発していないことを確認する。 

 

  ③上記②より，改善していないおよび再発している教訓がある場合は，その

理由および原因を考察した上で，必要に応じ追加措置を抽出し，その実施計

画を策定する。 

 

Ⅲ．技術開発成果の調査および評価方法 

原子力施設の安全性や信頼性の維持・向上，放射線業務従事者が受ける線量

の低減，放射性廃棄物の低減等の観点からも種々の新技術の開発が行われてお

り，これら新技術を実証・検証した上で順次取り入れている。 

ここでは，評価対象期間中に成果が得られた原子炉施設などの安全性や信頼

性に係る技術開発のうち，基盤的，あるいは事業者間で共通的なものとして実

用化された成果について，島根原子力発電所１号機の設備や運用への反映状況

を調査し，安全性や信頼性の維持・向上が図られているかを評価する。 

評価対象となる技術開発成果の選別方法は以下のとおりである。 

 

（１）以下の技術開発成果を評価対象とする。 

・電力共通研究（ＢＷＲ共通研究，ＢＷＲおよびＰＷＲ共通研究） 

・自社研究 

・経済産業省による研究開発成果 

・独立行政法人 日本原子力開発研究機構の研究開発成果 

・独立行政法人 原子力安全基盤機構の事業成果 

 

（２）上記（１）のうち，以下の観点から調査対象とする技術開発成果を抽出す

る。ただし，単なる運用を定めたもの，技術的要素がないものは対象外と

する。 

・軽水炉技術に関する研究 

・目的が「安全性向上」または「信頼性向上」である研究 

・実機へ反映しており，その状況が「実機設計改良」または「運用改善」

である研究 

 

上記の選別方法から抽出された技術開発成果に対して，以下の方法により評価

を行った。 
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①評価対象として抽出された技術開発成果について，現在の反映状況を調

査する。 

 

  ②調査の結果，反映している技術開発成果について，知見が意図する効果が

得られているかを評価する。 

 

  ③評価の結果，知見が意図する効果が得られていないことが確認された技術

開発成果がある場合には，その原因を考察した上で，必要に応じ追加措置を

抽出し，その実施計画を策定する。 

 

  ④未反映または現在は反映していない技術開発成果がある場合には，その理

由を調査し，反映の必要性を検討して，必要に応じ追加措置を抽出し，その

実施計画を策定する。 
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４．１ 安全研究成果 

 

安全研究とは，原子力発電所の安全設計を実現するために原子力施設の開発

段階において行われた事故時の炉心の挙動や燃料の冷却性等の種々の安全性

に関連する研究および原子力発電の実用化以降において安全性の一層の向上

を図るための継続的な研究のことである。 

これらの研究結果は，旧原子力安全委員会が策定する安全審査に関する指針

類および三学協会2が制定する規格等に反映されている。 

この節では，まず，安全研究成果の反映の仕組みについて記載し，その後，

島根原子力発電所１号機に反映すべき安全研究成果を反映しているかについ

て評価する。 

                                                   
2 社団法人 日本電気協会，社団法人 日本機械学会および社団法人 日本原子力学会のことをいう。 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．１－２ 

４．１－１ 安全研究成果反映の仕組み 

 

旧原子力安全委員会（現 原子力規制委員会）が決定した指針類および旧原

子力安全・保安院（現 原子力規制委員会）が国の規制要求を満たすものとし

て位置付けた民間規格等の制定もしくは改訂があり，その対応が必要な場合は，

本社所管箇所が発電所側へ指示を出し，発電所側は，その指示に基づき対応を

行う。 
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４．１－２ 安全研究成果の反映状況 

 

安全研究成果について評価を行った結果，評価対象期間中に新たに安全評価

手法として整備され，安全規制に取り入れられた反映を要するものおよび高い

水準の安全性や信頼性の維持・向上の観点から社内マニュアルに反映されてい

るものは38件あり，現在反映中のものが２件あった。 

（資料４．１．２－１「安全研究成果一覧表」参照） 

また，現在反映中のもの２件については，安全研究成果の反映に向け，適切

な対応を実施中であり，追加措置は不要と判断した。 

（資料４．１．２－２「反映状況の考察および追加措置（安全研究成果） 

（安全－１，２）」参照） 

評価対象となった安全研究成果の反映状況のうち主なものを以下に示す。 

 

Ⅰ．発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の改正 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令が改正され，主に「性能規

定化と学協会規格の活用」，「体系的整備」の見直しが行われた。 

詳細については，「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令と解釈

に対する解説」が旧原子力安全・保安院および原子力安全基盤機構によりまと

められている。 

島根原子力発電所１号機においては新たに活用を求められた学協会規格に

ついて，運転管理面，検査方法などにより対応しており，第29回定期検査にお

いて適合状況の確認を行っている。 

 

Ⅱ．社団法人 日本電気協会「原子炉構造材の監視試験方法」の改訂 

（ＪＥＡＣ４２０１－２００７） 

中性子照射による関連温度移行量の予測方法を最新の研究成果に置き換え

ることにより，予測精度の向上を図る改訂が行われた。 

島根原子力発電所１号機においては，新規程に基づき原子炉圧力容器の非延

性破壊防止のための原子炉冷却材温度制限値の評価を行っている。 

 

Ⅲ．社団法人 日本電気協会「原子炉発電所用機器に対する破壊靭性の確認試験

方法」の改訂（ＪＥＡＣ４２０６－２００７） 

ＪＥＡＣ４２０１において中性子照射による関連温度移行量の予測方法が

改訂されたことに伴い，附属書に記載されている予測方法の改訂が行われた。 

島根原子力発電所１号機においては，新規程に基づき原子炉圧力容器の非延

性破壊防止のための原子炉冷却材温度制限値の評価を行っている。 
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Ⅳ．耐震設計審査指針類の見直し 

（旧原子力安全委員会 安全審査指針） 

旧原子力安全委員会の安全審査指針「発電用原子炉施設に関する耐震設計審

査指針（昭和56年決定，平成13年一部改訂）」が，指針策定以降の地震学およ

び地震工学に関する新たな知見の蓄積ならびに発電用軽水型原子炉施設の耐

震設計技術の著しい改良および進歩を反映し，全面的に見直され，平成18年９

月に新たな耐震設計指針として決定された。 

島根原子力発電所においては旧原子力安全・保安院からの指示文書「『発電

用原子炉施設に関する耐震設計審査指針』等の改訂に伴う既設発電用原子炉施

設の耐震安全性の評価等の実施について」を受け，耐震安全性評価を実施中で

ある。 

 

Ⅴ．発電用軽水型原子炉施設の火災防護に関する審査指針の見直し 

（旧原子力安全委員会 安全審査指針） 

「発電用軽水型原子炉施設の火災防護に関する審査指針」(以下，「火災防

護審査指針」という。）が，平成19年７月に発生した新潟県中越沖地震時の柏

崎刈羽原子力発電所３号機の変圧器ダクト火災を踏まえ，火災防護審査指針が

平成19年12月に改訂され，大規模な地震時の火災を想定した事項を追加し，火

災防護対策の強化が図られた。 

さらに，総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会の下に設けられた

「自衛消防体制および情報連絡・提供に関するワーキンググループ」（以下，

「ＷＧ」という。）において，自衛消防体制の抜本的強化に向けた具体的方策

が検討され，平成20年２月に答申が発行されている。 

これらの火災防護審査指針の改訂やＷＧ答申を踏まえ，設備面の対策として，

屋外消火配管および消火用水タンク等の耐震性の確認・補強の実施，ならびに

消火設備の多様化・多重化としての化学消防車および小型動力ポンプ付水槽車

等の配備を行っており，運用面の対策として，初期消火活動のための体制整備

を図るため，自衛消防体制の強化等を行っている。 

また，火災防護審査指針の改訂に伴い，平成22年３月に「原子力発電所の火災

防護規程（ＪＥＡＣ４６２６－２０１０）」が制定され，本規程に基づき設備面

および運用面の対応を行っている。 

なお，火災防護対策については，今後も知見の拡充に伴い，より一層の強化

について継続して対応を行っていく。 

 

以上のとおり，安全研究成果を適切に反映しているもしくは現在反映中であ

ることを確認しており，安全研究成果の知見が意図する効果が得られていると
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判断した。 

同様に，安全研究成果を反映する仕組みについても機能していると判断した。 

これらのことから，原子炉施設の安全性を確保する上で重要な設備に対し，

原子炉施設のより一層の安全性や信頼性の維持・向上を図っていると判断した。 

なお，平成24年９月に設置された原子力規制委員会により平成25年７月に策

定された新規制基準については，島根原子力発電所１号機における定期安全レ

ビューの評価対象期間以降に新たに得られた知見として，今後，適切に反映検

討を行う。 
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資料４．１．２－１ 安全研究成果一覧表 

(1/5) 

No 
知見の出典 

（年月） 
成果の概要 現在の反映状況 

確認

結果 
備考 

1 

旧原子力安全委員会 

発電用軽水型原子炉施設の

安全機能の重要度分類に関

する審査指針 

（平成 18年９月改訂） 

（平成 21年３月改訂） 

「発電用軽水型原子炉施設に関する

安全設計審査指針」に定める各指針の

具体的な適用に当たって，安全機能の

重要度についての判断のめやすを与

えるもの。 

耐震設計審査指針の改訂を受けて，変

更を行っている。 

また，各構造物および機器に係る保

全・運転管理の具体的な対策や要件等

を定める際に，リスク情報を活用する

ことなどを追加している。 

改訂に伴い評価を

行っている。 
〇 

 

2 

旧原子力安全委員会 

発電用原子炉施設に関する

耐震設計審査指針 

（平成 18年９月改訂） 

旧指針策定以降の地震学および地震

工学に関する新たな知見の蓄積なら

びに発電用軽水型原子炉施設の耐震

設計技術の著しい改良および進歩を

反映し，旧指針を全面的に見直したも

の。 

改訂に伴い評価を

行っている。 
△ 

資料 4.1.2-2 

反 映 状 況 の

考 察 お よ び

追加措置 

（安全-1） 

3 

旧原子力安全委員会 

発電用軽水型原子炉施設の

火災防護に関する審査指針 

（平成 14年９月改訂） 

（平成 19年 12月改訂） 

発電用軽水炉の安全機能維持の観点

から，火災防護に関して考慮すべき事

項を取りまとめたもの。 

浜岡 1号機にて発生した「配管内にお

ける水素の急速な燃焼」の防止の観点

から，水素が滞留する可能性のある箇

所における監視等について改めて注

意喚起を行うことについて解説の修

正を行っている。 

また，大規模な地震時の火災を想定し

た事項を追加し，火災防護対策の強化

を図っている。 

改訂に伴い評価を

行っている。 
○ 

 

4 

旧原子力安全委員会 

発電用軽水型原子炉施設に

おける事故時の放射線計測

に関する審査指針 

（平成 18年９月改訂） 

放射線防護の観点から，原子炉施設の

事故時に必要な放射線計測系の設計

の妥当性について審査する際の指針

を示したもの。 

耐震設計審査指針の改訂を受けて，変

更を行っている。 

具 体 的 変 更 項 目

は，用語のみであ

り，実務上の変更

はなし。 

〇 

 

5 

旧原子力安全委員会 

「配管の破断に伴う「内部

発生飛来物に対する設計上

の考慮」について」 

（平成 18年９月改訂） 

原子炉冷却材圧力バウンダリに属す

るオーステナイト系ステンレス鋼管

の破損に対し原子炉施設の安全機能

を有する施設の防護設計を行うに当

たり，想定する配管の破損の形態の決

定に破断前漏えい（LBB）の概念を導

入することは問題ないとしている。 

耐震設計審査指針の改訂を受けて，変

更を行っている。 

具 体 的 変 更 項 目

は，用語のみであ

り，実務上の変更

はなし。 

〇 

 

6 

旧原子力安全委員会 

「発電用軽水型原子炉施設

におけるシビアアクシデン

ト対策について」 

（平成 23年 10月決定） 

平成 23年３月 11日に発生した東京電

力株式会社福島第一原子力発電所事

故を踏まえたシビアアクシデント対

策の整備を進めるにあたっての対応

方針を示したもの。 

シビアアクシデン

ト対策の実施につ

いて対応を検討中

である。 

△ 

資料 4.1.2-2 

反 映 状 況 の

考 察 お よ び

追加措置 

（安全-2） 

7 

原子力発電所の出力運転状

態を対象とした確率論的安

全評価に関する実施基準：

2008（レベル１ＰＳＡ編） 

AESJ-SC-P008:2008 

原子力発電所の出力運転状態におけ

る内的起因事象により発生する事故

に関する安全性を総合的に評価する

ことを目的に実施する確率論的安全

評価（PSA）のうち，炉心損傷事故の

発生頻度までを評価するレベル 1の

PSAを実施する際の要件およびそれ

を満たす具体的方法を，実施基準とし

て規定したもの。 

「島根原子力発電

所定期安全レビュ

ー実施手順書」に

反映し，本基準に

基づき評価を実施

している。 

〇 

 

確認結果 ； 〇：反映済みであり，知見が意図する効果が得られている。 

▲：反映済みだが，知見が意図する効果が得られていない。 

△：現在反映中。 

×：未反映。 
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資料４．１．２－１ 安全研究成果一覧表 

(2/5) 

No 
知見の出典 

（年月） 
成果の概要 現在の反映状況 

確認

結果 
備考 

8 

原子力発電所の出力運転状

態を対象とした確率論的安

全評価に関する実施基準：

2008（レベル２ＰＳＡ編）  

AESJ-SC-P009:2008 

原子力発電所の出力運転状態におけ

る内的起因事象によって発生する事

故に関する安全性を総合的に評価す

ることを目的に実施する確率論的安

全評価（PSA）のうち，放射性物質の

放出に至る事故シーケンスの発生頻

度とソースタームまでを評価するレ

ベル２の PSAを実施する際の要件お

よびそれを満たす具体的方法を PSA

実施の手順を踏まえて実施基準とし

て規定したもの。 

「島根原子力発電

所定期安全レビュ

ー実施手順書」に

反映し，本基準に

基づき評価を実施

している。 

〇 

 

9 

原子力発電所の停止状態を

対象とした確率論的安全評

価に関する実施基準：2010 

(レベル１ＰＳＡ編) 

AESJ-SC-P001:2010 

原子力発電所の停止状態における内

的事象に関する安全性を総合的に評

価することを目的に実施する確率論

的安全評価(PSA)のうち，炉心損傷の

発生頻度までを評価するレベル 1の

PSAを実施する場合の要件およびそ

れを満たす具体的な方法を実施基準

として規定したもの。 

「島根原子力発電

所定期安全レビュ

ー実施手順書」に

反映し，本基準に

基づき評価を実施

している。 

〇 

 

10 
原子力発電所の定期安全レ

ビュー実施基準：2009 

AESJ-SC-P004:2009 

発電用軽水型原子炉施設において，電

気事業者が品質保証活動の一環とし

て実施する定期安全レビューにおけ

る，実施計画の策定，調査の実施，評

価の実施，有効な追加措置の抽出およ

び報告書の作成の方法を規定したも

の。 

「島根原子力発電

所定期安全レビュ

ー実施手順書」に

反映し，本基準に

基づき評価を実施

している。 

〇 

 

11 
原子力発電所の高経年化対

策実施基準：2008 

AESJ-SC-P005:2008 

運転初期から，10年ごと，運転開始

30年以降のそれぞれの段階に応じた

高経年化対策の実施内容を取りまと

め，規定化したもの。 

「島根原子力発電

所高経年化対策実

施手順書」に反映

し，本基準に基づ

き評価を実施して

いる。 

〇 

 

12 
原子力発電所における安全

のための品質保証規程 

JEAC 4111-2009 

核原料物質，核燃料物質および原子炉

の規制に関する法律に基づき規定さ

れる原子力発電所の保安活動におけ

る品質保証に関する要求事項を具体

化したもの。 

「実用発電用原子

炉の設置，運転等

に関する規則」の

改正に伴い，「原子

炉施設保安規定」

を変更した。 

〇 

 

13 
原子炉構造材の監視試験方法 

JEAC 4201-2007 

発電用軽水炉原子炉圧力容器用鋼材

の中性子照射による機械的性質の変

化を定期的に調査し，評価するための

監視試験方法について規定したもの。 

原子炉圧力容器鋼

材監視試験片の取

扱いについては，

本規程に基づき実

施している。 

〇 

 

14 
原子炉格納容器の漏えい率

試験規程 

JEAC 4203-2008 

熱出力 100MW以上の軽水型原子力発

電所に施設する原子炉格納容器バウ

ンダリの漏えい試験について定めた

もの。 

原子炉格納容器の

漏えい率試験につ

いて，本規程に基

づ き 実 施 し て い

る。 

〇 

 

15 
原子力発電所用機器に対す

る破壊靭性の確認試験方法 

JEAC 4206-2007 

原子力発電所に設置する機器を構成

する材料の破壊靱性の妥当性を確認

する範囲，試験方法および合格基準を

規定したもの。 

原子炉圧力容器鋼

材監視試験片の破

壊靱性の妥当性確

認については，本

規程に基づき実施

している。 

〇 

 

16 

軽水型原子力発電所用機器

の供用期間中検査における

超音波探傷試験規程 

JEAC 4207-2008 

維持規格 2008年版（JSME S NA1-2008）

に用いる超音波探傷試験についてそ

の要領を示したもの。 

保 守 点 検 に つ い

て，本規程に基づ

き実施している。 

〇 

 

確認結果 ； 〇：反映済みであり，知見が意図する効果が得られている。 

▲：反映済みだが，知見が意図する効果が得られていない。 

△：現在反映中。 

×：未反映。 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．１－８ 

資料４．１．２－１ 安全研究成果一覧表 

(3/5) 

No 
知見の出典 

（年月） 
成果の概要 現在の反映状況 

確認

結果 
備考 

17 
原子力発電所の保守管理規程 

JEAC 4209-2007 

原子力発電所を構成する構築物，系統

および機器の信頼性を確保するため，

供用期間中に事業者が実施すべき保

守管理の基本的要件を定めたもの。 

「実用発電用原子

炉の設置，運転等

に関する規則」の

改正に伴い，「原子

炉施設保安規定」

を変更した。 

〇 

 

18 
原子力発電所の保守管理指針 

JEAG 4210-2007 

保守管理規程をガイドすることを目

的とし，解説，例示，具体例などによ

り，保守管理規程の適用に当たっての

理解を深め，より充実した保守管理が

行われることを目標に制定されたも

の。 

保 守 点 検 に つ い

て，本指針に基づ

き実施している。 

〇 

 

19 

原子力発電所の設備診断に

関する技術指針－回転機械

振動診断技術 

JEAG 4221-2007 

設備診断技術を適用する際の基本的

要求事項や，振動診断技術を適用する

際の具体的な内容を示したもの。 

保 守 点 検 に つ い

て，本指針に基づ

き実施している。 

〇 

 

20 

原子力発電所の設備診断に

関する技術指針－潤滑油診

断技術 

JEAG 4222-2008 

設備診断技術を適用する際の基本的

要求事項や，潤滑油診断技術を適用す

る際の具体的な内容を示したもの。 

保 守 点 検 に つ い

て，本指針に基づ

き実施している。 

〇 

 

21 

原子力発電所の設備診断に

関する技術指針－赤外線サ

ーモグラフィー診断技術 

JEAG 4223-2008 

設備診断技術を適用する際の基本的

要求事項や，赤外線サーモグラフィー

診断技術を適用する際の具体的な内

容を示したもの。 

保 守 点 検 に つ い

て，本指針に基づ

き実施している。 

〇 

 

22 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リ，原子炉格納容器バウン

ダリの範囲を定める規程 

JEAC 4602-2004 

放射性物質の外部への漏えいに対す

る障壁となる原子炉冷却材圧力バウ

ンダリおよび原子炉格納容器バウン

ダリの範囲について定義したもの。 

保 守 点 検 に つ い

て，本規程に基づ

き実施している。 

〇 

 

23 

原子力発電所工学的安全施

設およびその関連施設の範

囲を定める規程 

JEAC 4605-2004 

原子炉設備の破損等に起因する燃料

の破損等による多量の放射性物質の

放散を抑制または防止するための機

能を備えるよう設計された工学的安

全施設，およびその関連施設について

の範囲および分類を定義したもの。 

保 守 点 検 に つ い

て，本規程に基づ

き実施している。 

〇 

 

24 
原子力発電所放射線遮へい

設計規程 

JEAC 4615-2008 

原子力発電所の設計段階ならびに運

転段階において，放射線遮へい壁の設

置および放射線管理区域の設定に関

する現行の遮へい設計の概要を示し

たもの。 

保 守 点 検 に つ い

て，本規程に基づ

き実施している。 

〇 

 

25 
安全保護系計器のドリフト

評価指針 

JEAG 4621-2007 

安全保護系計器の校正間隔を変更す

る時に生じるドリフトを統計的手法

によって推定する方法を示したもの。 

保 守 点 検 に つ い

て，本指針に基づ

き実施している。 

〇 

 

26 
原子力発電所の火災防護規程 

JEAC 4626-2010 

原子力発電所において，火災による原

子炉の安全性を損なうことのないよ

う，適切な防護措置を施すため，設計

上考慮すべき事項を定めたもの。 

なお，JEAG 4607-1999は，新たに JEAC 

4626-2010と JEAG 4607-2010の構成

となっている。 

保 守 点 検 に つ い

て，本規程に基づ

き実施している。 

○ 

 

27 
原子力発電所運転員の教

育・訓練指針 

JEAG 4802-2002 

軽水型原子力発電所運転員の教育訓

練等における基本的事項（方針，教

育・訓練の具体的な項目，ならびに教

育・訓練計画の策定，実施，効果の確

認および適宜見直し）について規定し

たもの。 

「運転員教育訓練

手順書」に反映し，

運転員の教育訓練

を実施している。 

〇 

 

確認結果 ； 〇：反映済みであり，知見が意図する効果が得られている。 

▲：反映済みだが，知見が意図する効果が得られていない。 

△：現在反映中。 

×：未反映。 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．１－９ 

資料４．１．２－１ 安全研究成果一覧表 

(4/5) 

No 
知見の出典 

（年月） 
成果の概要 現在の反映状況 

確認

結果 
備考 

28 
配管の高サイクル熱疲労に

関する評価指針 

S017-2003 

配管に高サイクル熱疲労を誘起する

熱流動現象（高低温水合流部の温度揺

らぎおよび閉塞分岐配管滞留部の熱

成層化現象）が作用する場合の構造健

全性の評価方法を定めたもの。 

保 守 点 検 に つ い

て，本指針に基づ

き実施している 

〇 

 

29 

発電用設備規格  

配管減肉管理に関する規格

（2005年版）（増訂版） 

JSME S CA1-2005 

平成 16年８月に相次いで発生した原

子力・火力の発電用設備の配管系の減

肉による破断事故を契機に，流れ加速

腐食やエロージョンなどによる配管

の減肉事象による配管の健全性を維

持する運用管理に関する規格を定め

たもの。 

「配管肉厚管理手

引書」に反映し，配

管減肉管理を実施

している。 

〇 

 

30 
発電用原子力設備規格  

維持規格（2008年版） 

JSME S NA1-2008 

運転開始後における軽水型原子力発

電設備の維持のための技術的諸規定

を定めたもの。 

保 守 点 検 に つ い

て，本規格に基づ

き実施している。 

〇 

 

31 
発電用原子力設備規格  

溶接規格（2007年版） 

JSME S NB1-2007 

軽水型原子力発電設備の溶接に関す

る技術的諸規定を定めたもの。 

保 守 点 検 に つ い

て，本規格に基づ

き実施している。 

〇 

 

32 

発電用原子力設備規格  

設計・建設規格（2005年版，

2007年追補版） 第Ⅰ編 

軽水炉規格 

JSME S NC1-2005,2007 

軽水型原子力発電設備の設計および

製造に適用する技術的諸規定を定め

たもの。 

保 守 点 検 に つ い

て，本規格に基づ

き実施している。 

〇 

 

33 

発電用原子力設備規格  

沸騰水型原子力発電所配管

減肉管理に関する技術規格

（2006年版） 

JSME S NH1-2006 

「発電用設備規格 配管減肉管理に

関する規格（JSME S CA1-2005）」に照

らして，沸騰水型原子力発電所の配管

減肉管理を行うにあたっての要求事

項を明確化したものであり，設備管理

者が自らの責任で配管内面減肉事象

の管理を適切に行うための管理指針

に要求される事項を具体的に示した

もの。 

「配管肉厚管理手

引書」に反映し，配

管減肉管理を実施

している。 

〇 

 

34 

発電用原子力設備規格  

維持規格 事例規格  

周方向欠陥に対する許容欠

陥角度制限の代替規定 

JSME S NA-CC-002 

「発電用原子力設備規格 維持規格 

2002年改訂版（JSME S NA1-2002）」

に関する事例規格として，クラス１配

管の周方向欠陥に対する許容欠陥角

度制限の代替規定について規定した

もの。 

保 守 点 検 に つ い

て，本規格に基づ

き実施している。 

〇 

 

35 

発電用原子力設備規格  

設計・建設規格 事例規格 

過圧防護に関する規定 

JSME S NC-CC-001 

「発電用原子力設備規格 設計・建設

規格 2001年版（JSME S NC1-2001）」

および「設計・建設規格 2005年改訂

版第Ⅰ編（JSME S NC1-2005）」に関す

る事例規格として，発電用原子力設備

の過圧防護について規定したもの。 

保 守 点 検 に つ い

て，本規格に基づ

き実施している。 

〇 

 

36 

発電用原子力設備規格  

設計・建設規格 事例規格 

発電用原子力設備における

「応力腐食割れ発生の抑制

に対する考慮」 

JSME S NC-CC-002 

「発電用原子力設備規格 設計・建設

規格 2001年版（JSME S NC1-2001)」

および「設計・建設規格 2005年版第

Ⅰ編（JSME S NC1-2005）」に関する事

例規格として，発電用原子力設備の応

力腐食割れ（SCC）発生の抑制に対す

る考慮について規定したもの。 

保 守 点 検 に つ い

て，本規格に基づ

き実施している。 

〇 

 

確認結果 ； 〇：反映済みであり，知見が意図する効果が得られている。 

▲：反映済みだが，知見が意図する効果が得られていない。 

△：現在反映中。 

×：未反映。 
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資料４．１．２－１ 安全研究成果一覧表 

(5/5) 

No 
知見の出典 

（年月） 
成果の概要 現在の反映状況 

確認

結果 
備考 

37 

発電用原子力設備規格  

設計・建設規格 事例規格 

設計・建設規格 2005年版「管

の設計」（管継手，フランジ）

の JIS規格年版の読替規定 

JSME S NC-CC-003 

「発電用原子力設備規格 設計・建設

規 格  2005 年 版 第 Ⅰ 編 （ JSME S 

NC1-2005）」に関する事例規格として，

管継手，フランジの JIS規格年版の読

替えについて規定したもの。 

保 守 点 検 に つ い

て，本規格に基づ

き実施している。 

〇 

 

38 

発電用原子力設備規格  

設計・建設規格 事例規格 

設計・建設規格 2005年版付

録材料図表の JIS規格年版

の読替規定 

JSME S NC-CC-004 

「発電用原子力設備規格 設計・建設

規 格  2005 年 版 第 Ⅰ 編 （ JSME S 

NC1-2005)」に関する事例規格として，

付録材料図表の JIS規格年版の読替

えについて規定したもの。 

保 守 点 検 に つ い

て，本規格に基づ

き実施している。 

〇 

 

確認結果 ； 〇：反映済みであり，知見が意図する効果が得られている。 

▲：反映済みだが，知見が意図する効果が得られていない。 

△：現在反映中。 

×：未反映 
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資料４．１．２－２ 反映状況の考察および追加措置（安全研究成果） 

（安全－１） 

 

１．管理番号：（安全－１） 

 

２．「安全研究成果一覧表」の通し番号： No.２ 

 

３．知見の出典： 

発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針 

 

４．成果の概要： 

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（昭和56年決定，平成13年

一部改訂）」が，指針策定以降の地震学および地震工学に関する新たな知見

の蓄積ならびに発電用軽水型原子炉施設の耐震設計技術の著しい改良および

進歩を反映し，全面的に見直され，平成18年９月に新たな耐震設計指針とし

て改訂された。 

 

５．現在の反映状況： 

旧原子力安全・保安院に耐震安全性評価実施計画書を提出するとともに，

現在，既設プラントに対する安全性評価を行っていることから「反映中」と

した。 

なお，平成19年７月における新潟県中越沖地震の発生を踏まえ，耐震安全

性評価実施計画書を見直し，これまでの地質調査を更に補完し，知見を拡充

するため，島根原子力発電所の周辺海域，周辺陸域および敷地内の調査を行

い，中間報告として平成20年３月に旧原子力安全・保安院へ提出した。 

中間報告については，平成20年12月には旧原子力安全・保安院が妥当であ

ると判断しており，平成22年３月には旧原子力安全委員会が旧原子力安全・

保安院の評価は基本的に問題ないと判断している。 

 

６．現在の反映状況に対する考察： 

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」に対する評価を継続的に

実施しており，更なる追加措置は必要ないと判断した。 

 

７．追加措置案：なし 

 

８．その他：なし 
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資料４．１．２－２ 反映状況の考察および追加措置（安全研究成果） 

（安全－２） 

 

１．管理番号：（安全－２） 

 

２．「安全研究成果一覧表」の通し番号： No.６ 

 

３．知見の出典： 

「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対策について」 

 

４．成果の概要： 

平成23年３月11日に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故

を踏まえたシビアアクシデント対策の整備を進めるにあたっての対応方針を

示したもの。 

 

５．現在の反映状況： 

平成24年９月に発足した原子力規制委員会によるシビアアクシデント規制

を含む新安全基準の策定を踏まえたシビアアクシデント対策の実施について

対応を検討中であることから「反映中」とした。 

なお，平成23年６月７日における経済産業大臣からの指示文書「平成23年

福島第一原子力発電所事故を踏まえた他の発電所におけるシビアアクシデン

トへの対応に関する措置の実施について」（平成23・06・07原第２号）に基

づき，万一シビアアクシデントが発生した場合でも迅速に対応できるように

するため，以下の措置を講じるとともに，平成23年６月14日に実施状況を国

に報告した。 

（１）中央制御室の作業環境の確保 

（全交流電源喪失時における中央制御室の換気空調系の電源として，高圧

発電機車（500kVA）１台を追加配備） 

（２）緊急時における発電所構内通信手段の確保 

（有線の簡易通話装置等の配備） 

（３）高線量対応防護服等の資機材の確保および放射線管理のための体制 

の整備 

（４）水素爆発防止対策 

（炉心損傷時において原子炉建物へ水素が蓄積する可能性がある場合，原

子炉建物天井の一部に穴を開けるよう必要な資機材・手順書を整備する

とともに，原子炉建物内天井付近に水素検知器を設置） 
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４．１－１３ 

（５）がれき撤去用の重機（ホイールローダ）の配備 

 

６．現在の反映状況に対する考察： 

「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対策について」の

対応方針等に基づくシビアアクシデント対策の実施について対応を検討中で

あることから，更なる追加措置は必要ないと判断した。 

 

７．追加措置案：なし 

 

８．その他：なし 

 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－１ 

４．２ 国内外の原子力発電所の運転経験から得られた教訓 

 

原子力発電所の安全・安定運転を確保し，より安全性や信頼性を向上させる

ためには，厳正な運転管理・保守管理等を行うことはもとより，島根原子力発

電所１号機の事故・故障等の経験ならびに島根原子力発電所２号機および他社

原子力発電所の事故・故障等の情報をもとにした設備および管理の継続的な改

善活動が不可欠である。 

これらの事故・故障等の情報の中には島根原子力発電所１号機に反映すべき

有益な教訓，諸対策が含まれていることから，積極的に予防処置を図り，事故・

故障等の発生防止に取り組んできている。 

この節では，まず，国内外の事故・故障情報等の経験を反映する仕組みにつ

いて記載し，その後，島根原子力発電所１号機に反映すべき事故・故障情報等

を反映しているかについて評価する。 
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４．２－２ 

４．２－１ 国内外の原子力発電所の運転経験を反映する仕組みについて 

Ⅰ．島根原子力発電所で発生した事故・故障等を反映する仕組み 

島根原子力発電所で発生した事故・故障等の対応は，「異常事象発生時の対

応要領」に基づき実施している。（島根原子力発電所で発生した事故・故障等

発生時の対応の仕組みについては「３．７．１ 事故・故障等発生時の対応」

参照） 

また，事故・故障等のうちプラントトラブル時はトラブル対応会議を設置し，

原因究明および再発防止対策（是正処置：再発を防止するためにとる処置）に

ついて検討している。  
設備等の不適合事象が発生した場合は，上記の対応をとった上で別に定める

「島根原子力発電所不適合管理・是正処置手順書」に基づき対応するとともに，

島根原子力発電所２号機のトラブルで島根原子力発電所１号機への水平展開

（予防処置：発生を未然に防止するためにとる処置）が必要なものは「島根原

子力発電所予防処置手順書」に基づき対応している。 

 

Ⅱ．国内外の原子力発電所で発生した事故・故障等を反映する仕組み 

国内外の原子力発電所で発生した事故・故障等については，本社を介し，一

般社団法人 日本原子力技術協会（現 一般社団法人 原子力安全推進協会（Ｊ

ＡＮＳＩ：Japan Nuclear Safety Institute）），ＢＷＲ事業者協議会（ＪＢ

ＯＧ：Japan BWR Owners Group）および世界原子力発電事業者協会（ＷＡＮＯ：

World Association of Nuclear Operators）等より情報を入手し，島根原子力

発電所１号機へ水平展開が必要なものは「島根原子力発電所予防処置手順書」

に基づき対応している。 

 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－３ 

４．２－２ 国内外の原子力発電所の運転経験から得られた教訓 

Ⅰ．国内原子力発電所の運転経験から得られた教訓 

島根原子力発電所１号機で評価対象期間中に発生した事故・故障等は28件あ

った。このうち是正処置が必要と判断された教訓は23件であり，実施済みが22

件，実施中が１件あった。 

また，島根原子力発電所２号機および他社原子力発電所で評価対象期間中に

発生した事故・故障等のうち予防処置の観点から島根原子力発電所１号機への

水平展開が必要と判断された教訓は130件あった。このうち予防処置の実施済

みが98件，計画済みまたは実施中が32件あった。 

なお，是正処置および予防処置を実施したものについて再発しているものが

３件あった。 

（資料４．２．２－１「運転経験から得られた教訓一覧表（国内）」参照） 

計画済みもしくは実施中のもの33件ついては，適切な是正処置，予防処置計

画が策定されているまたは処置内容について検討を実施中であることから，追

加処置は不要と判断した。 

再発しているもの３件については，是正処置の結果，同様の事象が再発して

いないことから，追加措置は不要と判断した。 

（資料４．２．２－２「反映状況の考察および追加措置（国内）（国内－１～

３）」参照） 

なお，平成19年７月16日に発生した新潟県中越沖地震および平成23年３月11

日に発生した東北地方太平洋沖地震への対応については，「４．２－３ 新潟

県中越沖地震を踏まえた対応について」および「４．２－４ 東北地方太平洋

沖地震を踏まえた対応について」で述べる。 

島根原子力発電所１号機において実施した是正処置および予防処置のうち，

主なものを以下に示す。 

 

（１）ドライウェル真空破壊弁閉表示不具合による手動停止について 

（平成 17年７月６日発生） 

島根原子力発電所１号機（資料４．２．２－１ （１）Ｎｏ.16） 

［事象概要］ 

第 25回定期検査中において，調整運転のため発電機を並列し出力上昇中の

格納容器の窒素ガス置換作業中に，全閉であるべき８弁のドライウェル真空破

壊弁のうち１弁（ＡＶ88－１Ｅ）について，全閉を示すランプが消灯している

ことを確認した。 

ドライウェル真空破壊弁の開閉操作を実施したところ，全開を示すランプは

異常なく点灯したが,当該弁の全閉を示すランプは，一時的には点灯するがそ
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４．２－４ 

の後消灯する状態となった。（その他のドライウェル真空破壊弁については異

常なし。） 

 

［原因］ 

ドライウェル真空破壊弁の分解点検作業を実施した際，マイクロスイッチと

弁体の一部が接触したことによりマイクロスイッチ側板が損傷し，本事象に至

るまでは構造を保持していたものの，最終的にマイクロスイッチ側板が折損し，

マイクロスイッチアームの動作支点軸がずれ，弁全閉が表示できなくなったも

のと推定される。 

 

［処置］ 

是正処置として以下の対応を行った。 

①リミットスイッチの二重化を図った。 

 

②ドライウェル真空破壊装置点検要領書にリミットスイッチの取り付け，取

り外し手順を明記した。 

 

（２）復水フィルタ出口ヘッダ配管における減肉について 

（平成 18年 11月９日発生） 

島根原子力発電所１号機（資料４．２．２－１ （１）Ｎｏ.23） 

［事象概要］ 

第 26回定期検査において，配管の肉厚測定を実施中，復水フィルタ出口ヘ

ッダ配管の一部（Ｂ塔およびＣ塔復水フィルタ出口配管接合部）で，技術基準

における必要な厚さ（6.37mm）を下回っていること（Ｂ塔出口：最小 5.9mm，

Ｃ塔出口：最小 5.8mm）を確認した。 

 

［原因］ 

①復水フィルタ出口合流部は，復水フィルタ出口配管に偏流発生要素が連続

していたこと，さらにＢ部およびＣ部については，復水フィルタ出口ヘッダ

配管の流量が上流箇所に比べて多かったことから，長期の運転に伴いエロー

ジョン・コロージョンによる減肉が進展し技術基準を下回ったものと推定さ

れる。 

 

②「配管肉厚管理手引書」に肉厚管理を規定しているが，補強板取付け部に

関する取扱いが定まっていなかったことから，補強板等を考慮した判定基準

がなかった。 
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［処置］ 

「配管肉厚管理手引書」に以下の内容を追加し，減肉管理の明確化を図った。 

①復水フィルタ出口合流部（Ａ塔～Ｆ塔）については，全数測定の対象とす

る。 

 

②復水フィルタ入口ヘッダ配管から復水脱塩装置入口ヘッダ配管までの範

囲について，サンプル検査対象から代表箇所による検査対象とする。 

 

③配管肉厚検査対象範囲のうちサンプル検査対象箇所すべてについて，余寿

命が10年未満になった場合は代表箇所による検査対象とする。 

 

④配管肉厚検査対象範囲のうち水系（連続運転）で炭素鋼を使用しているサ

ンプル検査対象箇所すべてについて，今後10年間全数検査を行う。 

 

⑤補強板のある部位にエロージョン・コロージョンによる減肉の発生する可

能性がある復水フィルタ出口合流部，復水脱塩装置出口ヘッダ配管，第３給

水加熱器出口ヘッダ配管については，補強板外側の２倍の減肉率にて余寿命

評価を行う。 

 

（３）高圧注水系の運転上の制限の逸脱について（平成 20年８月５日発生） 

島根原子力発電所１号機（資料４．２．２－１ （１）Ｎｏ.34） 

［事象概要］ 

タービン駆動の高圧注水系（以下，「ＨＰＣＩ」という。）ポンプ手動起動試

験のため，ＨＰＣＩポンプの起動操作を実施したところ，「蒸気管破断」，「自

動隔離信号」，「タービントリップ」警報が発生し，ＨＰＣＩタービン，ＨＰＣ

Ｉポンプが自動停止した。このため，当直長は，「原子炉施設保安規定」で定

める運転上の制限を満足していない状態であると判断した。 

事象発生後の調査の結果，仮設記録計において，蒸気管破断検出用エルボ差

圧計（以下，「差圧計」という。）でＡ系,Ｂ系共に設定値（68.6kPa）を超える

69.83kPaの差圧を検出していることを確認した。 

 

［原因］ 

ＨＰＣＩタービンポンプ起動時に自動停止した原因は，ＨＰＣＩタービン起

動時におけるタービン主塞止弁（ＭＳＶ）の開速度を抑制するバランス管ニー

ドル弁の流路が閉塞傾向となり，ＭＳＶ内に滞留しているドレンとあいまって
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ＭＳＶの開速度が上昇したことから蒸気流量が過大となり，差圧計の設定値を

超える差圧が発生したものと推定した。 

 

［処置］ 

①ニードル弁の開度が適切な状態であることを定期検査毎に定期事業者検

査｢高圧注水系機能検査｣で確認するよう点検計画表を見直す。 

 

②ニードル弁を定期的に分解点検するよう点検計画表を見直す。 

 

（４）制御棒誤挿入について（平成21年３月26日発生） 

島根原子力発電所１号機（資料４．２．２－１ （１）Ｎｏ.36） 

［事象概要］ 

原子炉保護系ハーフスクラム試験（１回／月）を実施したところ，制御棒１

本（Ｊ－10）が全引抜きから全挿入となり，発電機出力が 46万９千 kWから

46万４千 kWまで低下した。 

 

［原因］ 

スクラムパイロット弁（ＳＶ12－６）は仕様が異なるネジにより締め付けら

れており，端子部に0.2mmの隙間が生じていたことから，サーモラベル点検作

業時の接触等が起因となり，ＳＶ12－６端子のリード線の拘束状態が変化し，

端子台と端子の接触状態が瞬時または時間をかけて変化し接触不良の状態と

なり，ＳＶ12－６が無励磁状態となったものと推定した。ＳＶ12－６が無励磁

となっている状態で，924Ａ盤で「Ａ１－スクラムテスト」スイッチを「通常」

から「スクラム」位置に操作したため，スクラムパイロット弁（ＳＶ12－５）

およびＳＶ12－６が同時に無励磁となり，制御棒（Ｊ－10）が誤挿入したもの

と推定した。 

 

［処置］ 

①端子の締付け確認の方法（ネジの締め付けだけではなく，端子に緩みがな

いことを確認すること）を「工事施工管理手順書」および「工事管理仕様

書」に明記した。 

 

②定期試験前の温度測定の結果を定期試験実施のための条件とした。 

 

③協力会社も含め，本事象の事例教育を実施した。 
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（５）調整運転中における原子炉の手動停止について（気体廃棄物処理系の水素

濃度上昇）（平成20年12月30日発生） 

浜岡発電所５号機 （資料４．２．２－１ （２）Ｎｏ.81） 

［事象概要］ 

平成20年12月27日に原子炉を起動後，同29日に除湿冷却器出口水素濃度が約

0.3％から緩やかに上昇を始め，翌30日に「排ガス除湿冷却器出口水素濃度高」

の警報が点灯した。このため，排ガス再結合器の機能が低下していると考え，

気体廃棄物処理系を隔離し原子炉を手動停止した。 

 

［原因］ 

排ガス再結合器の触媒製造工程において脱塩素処理工程の温水洗浄時間が

延長されており，触媒の担体であるアルミナがベーマイトの結晶形態に変化し，

触媒活性が低下した。 

また，低圧タービンの液状パッキンに含まれている触媒毒のシロキサンが触

媒表面に付着し，触媒の活性が低下した。 

上記触媒活性の低下により，再結合反応が起こりにくい状態となり，水素濃

度が増加した。 

 

［処置］ 

第28回定期検査において排ガス再結合器の触媒を500℃で再加熱処理し，ベ

ーマイトの割合を少なくした触媒に取替え，低圧タービンの液状パッキンを亜

麻仁油に変更するとともに，排ガス除湿冷却器における水素濃度の計測時間の

遅れを改善するため，サンプリング配管の口径を変更した。 

 

また，評価対象期間における経済産業省および旧原子力安全・保安院からの

指示事項は105件で，このうち島根原子力発電所１号機へ反映すべき指示は91

件あり，反映すべき措置が完了していないものは８件あった。 

（資料４．２．２－３「保安院指示事項一覧表」参照） 

なお，完了していないもの８件については，指示事項に対し，適切な対応を

実施中であり，追加措置は不要と判断した。 

（資料４．２．２－４「反映状況の考察および追加措置（保安院指示事項） 

指示－１～６」参照） 

旧原子力安全・保安院からの指示事項について対応したもののうち，主なも

のを以下に示す。 
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（１）原子力発電所の配管肉厚管理に対する要求事項について 

（資料４．２．２－３ Ｎｏ.11，13） 

平成16年８月に運転中の美浜原子力発電所３号機においてタービン建屋

２階の天井付近で復水配管に破口が発生し，高温水が噴出，蒸気となって同

建屋２階が蒸気で充満した。原子炉は自動停止，続いてタービンが自動停止

した。  
発生直後，タービン建屋内に蒸気が充満したことにより定期検査の準備作

業に従事していた協力会社作業員11名が被災（熱傷）した。11名のうち，５

名が亡くなり，６名が熱傷のため入院した。  
破口は，ＰＷＲ管理指針に則った管理が行われていなかった当該部位にお

いて，エロージョン・コロージョン（流れの乱れによる減肉現象）によって

当該の配管肉厚が薄くなり，内圧によって破損したものと推定された。  
当社においては，平成16年８月および平成17年２月の旧原子力安全・保安

院からの指示を受け，配管減肉の点検計画に漏れがないこと，および点検が

計画どおり適切に実施されているか調査を行い，管理方法が適切であること，

また管理対象箇所に抽出漏れのないことを確認するとともに，配管肉厚検査

を的確に実施するため，社内規定を新規制定し，同規定に基づき点検および

検査等を実施している。  
 

（２）原子炉停止期間中の制御棒引き抜け事象について 

（資料４．２．２－３ Ｎｏ.31，32） 

平成11年６月に定期検査期間中の志賀原子力発電所１号機において臨界

に係る事故が発生したことに鑑み，平成19年３月に旧原子力安全・保安院か

ら，十分な防護対策の実施および管理手順を確実に実行する措置の実施につ

いて指示を受けた。  
当社においては，旧原子力安全・保安院からの指示を受け，制御棒ドリフ

ト等の警報発生時の対応について運転手順書に反映するとともに，制御棒駆

動機構冷却水差圧高高による制御棒駆動水ポンプ停止インターロックを採

用している。  
 

以上のとおり，島根原子力発電所１号機で発生した事故・故障の是正処置が

行われていること，国内の原子力発電所の運転経験から得られた教訓のうち反

映が必要なものについては，実施または検討されていることを確認しており，

原子炉施設の安全性を確保する上で重要な設備に対し，原子炉施設の安全性や

信頼性の維持・向上が図られていると判断した。 
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Ⅱ．国外原子力発電所の運転経験から得られた教訓 

国外原子力発電所の運転経験の評価を行った結果，評価対象期間中に国外原

子力発電所の運転経験から得られた教訓は43件あった。このうち予防処置の観

点から島根原子力発電所１号機への水平展開が必要と判断された教訓は２件

あり，予防処置の実施済みが１件，計画済みまたは実施中が１件あった。 

（資料４．２．２－５「運転経験から得られた教訓一覧表（国外）」参照） 

また，実施中の１件については，適切な予防処置計画が策定されている，ま

たは予防処置内容について検討中であることから，追加措置は不要と判断した。 

（資料４．２．２－６「反映状況の考察および追加措置（国外）国外－１」 

参照） 

反映が望ましいと判断された教訓は，中央制御室の気密性に関する情報およ

び非常用炉心冷却系ストレーナの閉塞に関する情報である。 

中央制御室の気密性については，国内において，中央制御室のリーク試験お

よび被ばく評価の実施が要求されており，島根原子力発電所１号機においては，

中央制御室のリーク試験を平成22年12月に実施するとともに，同試験結果に基

づく被ばく評価を実施中であり，将来的な定期事業者検査への適用に向け対応

中である。  
非常用炉心冷却系ストレーナの閉塞については，恒久対策としてストレーナ

を大容量化している。本件については経済産業省の報告徴収を受け，原子炉格

納容器内の保温材調査および非常用炉心冷却系のストレーナの有効性評価を

実施した。また，ストレーナ閉塞時に備えた運転訓練および運転手順書への反

映を実施した。  
 

以上のとおり，国外の原子力発電所の運転経験から得られた教訓のうち反映

が必要なものについては，実施または検討されていることを確認しており，原

子炉施設の安全性を確保する上で重要な設備に対し，原子炉施設の安全性や信

頼性の維持・向上が図られていると判断した。 
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資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

 

（１）島根原子力発電所１，２号機                      （1/12） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

1 
保全 

品質 
H15.4.29 

島根２号機 

炉心シュラウドのひびについて 

第 11回定期検査中，炉心シュラウド

の水中カメラによる目視点検を実施

していたところ，炉心シュラウド中

間 部 胴 内 側 溶 接 線(Ｈ ４ 内 側 )近 傍

(330度付近)において，1箇所に指示

模様を認めたため，当該箇所の表面

みがきを実施後,再度水中カメラで

調査した結果，縦約 10mm,横約 26mm

のひびがあることを確認した。 

なお，炉心シュラウドの目視点検は，

Ｈ４内側で認められたひびを除き，

異常のないことを確認した。 

 

島根 1号機第 22回定期検査に

て，シュラウド取替えを実施。

応力腐食割れ（ＳＣＣ）対策と

し て 表 面 研 磨 を 実 施 し て い る

た め ， 予 防 処 置 不 要と 判 断 し

た。 

― ―  

2 
保全 

品質 
H15.6.1 

島根 

補助ボイラー用重油タンク胴体上部

の腐食について 

900k 重油タンク外面塗装修理 工事

のケレン作業において，胴体上部（北

西付近）に１箇所腐食が認められた

が，肉厚測定等を行わず，そのまま

防錆塗装を行った。 

 

(1)重油貯蔵タンク外観点検周

期を１回／５年に変更し，点検

計画・点検計画表に追記した。 

(2)点検計画表に点検箇所，点

検内容を明確に記載した。 ○ ○ 

 

3 
保全 

品質 
H15.6.26 

島根１号機 

Ｂ－非常用ディーゼル発電機の待機

除外について 

「Ｂ－ディーゼル設備」（中央制御室

908盤），「空気圧力低」（現地盤）〔設

定値 2.16MPa〕が発報した。 

現場調査の結果，Ｂ－非常用ディー

ゼル発電機の停止用電磁弁（ＳＶ303

Ｂ）の排気側および本体上部から空

気漏れが発生していることを確認す

るとともに，起動用空気槽圧力は

2.43MPaで，運転上の制限（1.96MPa

以上）は逸脱していないことを確認

した。また，起動用空気圧縮機の起

動・停止間隔が通常に比べ短くなっ

ていることも確認した。 

今後，空気漏れ量が増加する懸念が

あることから，保安規定第 59条に基

づく運転上の制限外に移行し，当該

電磁弁を取替えることとした。 

 

当該電磁弁の点検（取替え）周

期を毎定検（予備品と入替え点

検）と定めた。 

○ ○  

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし  
再発の有無    ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外  
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資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

                                    （2/12） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

4 
保全 

品質 
H15.10.8 

島根１号機 

高圧注水ポンプ駆動用タービンの不

具合について 

第 24回定期検査中,高圧注水ポンプ

駆動用タービンの分解点検を実施し

たところ,ケーシングに取り付けら

れている案内羽根の一部が欠損して

いるとともに,当該案内羽根固定ボ

ルト１本およびボルト回り止め用ワ

ッシャの一部が脱落していることを

確認した。 

 

当該案内羽根を取替えるとと

もに，ボルト回り止め用ワッシ

ャの仕様を変更した。 

○ ○ 

 

5 
保全 

品質 
H15.10.14 

島根１号機 

照射済燃料集合体のスペーサ位置ず

れについて 

第 24回定期検査中,燃料集合体の外

観検査のため照射済の高燃焼度８×

８燃料集合体のチャンネルボックス

を取り外したところ,スペーサが正

規の位置からずれていることを確認

した。 

詳細点検の結果,７個あるスペーサ

のうち,上側から５個のスペーサが

全て上方にずれており,また,スペー

サの軸方向の位置を固定するための

架橋板が各スペーサから脱落してい

ることを確認した。 
 

スペーサとチャンネルボック

スの干渉防止について以下の

対策を行う。 

(1)短期的な対策 

a.当 面 の 間 ７ サ イ ク ル 目 の 燃

料は使用しない運用とした。 

b.チ ャ ン ネ ル ボ ッ ク ス 取 外

し・取付け時，荷重計を用い

た荷重管理を実施した。 

(2)中長期的な対策 

a.ス ペ ー サ と チ ャ ン ネ ル ボ ッ

ク ス の 初 期 間 隙 確 保 の た め

製造公差を小さくする等，設

計・製造面の対策を検討中。 

 

△ ― 

資料 4.2.2-2 

反 映 状 況 の

考 察 お よ び

追加措置 

（国内-1） 

6 
保全 

品質 
H16.1.27 

島根２号機 

Ｂ－原子炉給水ポンプ駆動用タービ

ン制御装置の点検補修について 

中央制御室の運転監視装置にて,Ｂ

－原子炉給水ポンプ駆動用タービン

(Ｂ－ＲＦＰ・Ｔ)の回転数制御に用

いているモータギアユニット(ＭＧ

Ｕ)の位置指示が,Ａ号機に比べて変

動していないことを確認した。 

また,現場確認の結果,Ｂ－ＭＧＵ内

のガバナモータは良好に動作してい

るが,Ｂ－ＲＦＰ・Ｔの蒸気加減弁を

動かすためのリンク機構に駆動力が

伝達されず,リンク機構が動作して

いないことを確認した。 

 

島 根 ２ 号 機 の 設 備に 固 有 の 事

項のため，予防処置不要と判断

した。（島根１号機に該当設備

無し） 

― ― 

 

7 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H16.3.17 

島根２号機 

原子炉格納容器内ドライウェル冷却

機凝縮水量および床ドレン量の増加

に伴う原子炉手動停止について 

平成 16年２月 22日から原子炉格納

容器内に設置している冷却機の凝縮

水量に僅かな増加傾向が認められた

ため,関連するパラメータの監視を

強化していたが,２月 24日には通常

値まで戻っていた。 

その後,３月９日から再び凝縮水量

が増加し,３月 17日より格納容器床

ドレン量の増加が見られたため,安

全 上 問 題 と な る も の で は な か っ た

が,念のため原子炉を停止して点検

を行うこととした。 
 

島根 1号機には，床ドレン量増

加 の 原 因 と な っ た 原 子 炉 再 循

環 系 配 管 に 除 染 口 が 設 置 さ れ

ていないため，予防処置不要と

判断した。 

― ― 

 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし  
再発の有無    ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外  



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－１２ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

                                    （3/12） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

8 
保全 

品質 
H16.8.9 

島根２号機 

廃棄物処理建物ランドリー室内での

火災について 
廃棄物処理建物３階ランドリー室の
「火災警報」が発生した。ただちに
自 衛 消 防 隊 に よ り 消 火 す る と と も
に,消防署へ通報を行った。 
なお,燃焼物は軍手で,被災者は居な
かった。 

島 根 ２ 号 機 の 設 備 に 固 有 の 事

項のため，予防処置不要と判断

した。（島根１号機に該当設備

無し） ― ―  

9 
保全 

品質 
H16.9.17 

島根２号機 

原子炉再循環系配管のひびについて 
第 12回定期検査中，原子炉再循環系
配管等の溶接継手部について点検を
実施した結果，２箇所でひびを確認
した。 

配管修理時は，水冷溶接を実施

している。また，ＳＣＣ対策と

し て 原 子 炉 再 循 環 系 配 管 他 に

ついて，計画的に高周波誘導加

熱処理を実施しており，予防処

置不要と判断した。 

― ―  

10 
保全 

品質 
H16.12.10 

島根２号機 

原子炉給水ポンプ駆動用タービン軸

封蒸気排気配管の損傷について 

運転中の復水器への空気流入量がや

や高めに推移していたことから,定

期 検 査 に お い て 調 査 を 行 っ た と こ

ろ,原子炉給水ポンプ駆動用タービ

ン軸封蒸気排気配管のＡ系統に直径

２mm程度の穴が１箇所,Ｂ系統に直

径 10mm程度の穴および長さ 10mm程

度の線状の穴が各１箇所あるのを確

認した。 

島 根 ２ 号 機 の 設 備 に 固 有 の 事

項のため，予防処置不要と判断

した。（島根１号機に該当設備

無し） 

― ―  

11 
保全 

品質 
H17.3.5 

島根１号機 

原子炉再循環系配管のひびについて 
第 25回定期検査中，原子炉再循環系
配管等の溶接継手部について点検を
実施した結果，２箇所でひびを確認
した。 

当該継手部は島根１号機第 25

回 定 期 検 査 期 間 中 に 同 一 材 料

の 配 管 に 取 替 え た こ と に よ り

是正処置を不要とした。 

― ―  

12 
保全 

品質 
H17.3.25 

島根２号機 

Ｂ－原子炉再循環ポンプメカニカル

シールの不具合に伴う原子炉手動停

止について 
Ｂ－原子炉再循環ポンプメカニカル
シールのシール水出口流量にわずか
な変化を確認した。 
直ちに原子炉再循環ポンプの運転に
支障を与えるものではないが,念の
ため原子炉を停止して当該メカニカ
ルシールを取替えることとした。 

点検計画・点検計画表に基づき

計 画 的 に 点 検 し て い る こ と か

ら，予防処置不要と判断した。

なお，第 29回定期点検におい

て，改良型メカシールに取替予

定である。 
― ― 

 

13 
保全 

品質 
H17.4.2 

島根２号機 

主蒸気逃がし安全弁の排気管温度上

昇について 
Ｂ－原子炉再循環ポンプメカニカル
シール取替え後の出力上昇中のとこ
ろ，Ｄ－主蒸気逃がし安全弁排気管
温度が約 45℃から約 120℃に上昇し
た後，排気管温度は徐々に低下し，
約 110℃で安定した。これ以外のプ
ラントパラメータに有意な変化は認
められなかった。 
原子炉格納容器内の雰囲気温度，原
子炉圧力等を変化させることにより
改善を試みたが，排気管温度の低下
は見られなかった。 
このため，発電機出力を降下し，当
該主蒸気逃がし安全弁の開閉操作を
行うこととした。 

本 事 象 は 原 子 炉 出 力 上 昇 時 に

弁 体 の 座 り が 微 妙 に 変 化 し た

こ と 等 に よ る 一 時 的 な 漏 え い

であり，弁の開閉操作により排

気 管 温 度 が 低 下し た こ と お よ

び，島根１号機ではこれまで同

様 の 事 象 が 発 生し て い な い こ

とから，予防処置不要と判断し

た。 

― ―  

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし  
再発の有無    ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外  



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－１３ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

                                    （4/12） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

14 
保全 

品質 
H17.6.18 

島根２号機 

Ｂ－原子炉再循環ポンプメカニカル

シールの不具合に伴う原子炉手動停

止について 

平成 17年３月 17日より，Ｂ－原子

炉再循環ポンプ（以下「ＰＬＲポン

プ」という。）第１段メカニカルシー

ルに関するパラメータ（第２段シー

ル圧力，コントロールブリードオフ

流量等）に変化が認められ，急変す

る兆候は無かったものの，３月 26

日，念のため原子炉を停止してメカ

ニカルシールを取替え，３月 30日に

原子炉の運転を再開した。 

その後，平成 17年５月 29日より，

同じＢ－ＰＬＲポンプ第１段メカニ

カルシールに関するパラメータに同

様な変化が認められた。その後，急

変する兆候は無く状況を監視しなが

ら運転を継続していたが，念のため

原子炉を停止しメカニカルシールを

取替えるとともに点検調査を実施す

ることとし，６月 18日より発電機出

力降下を開始，19日に原子炉を停止

した。 

 

No.12と同様。 

― ― 

 

15 
保全 

品質 
H17.7.1 

島根１号機 

Ａ－原子炉再循環ポンプメカニカル

シールの不具合に伴う原子炉手動停

止について 

第 25回定期検査中，発電再開に向け

て準備中ところＡ－原子炉再循環ポ

ンプのメカニカルシール機能に関す

るパラメータ（第２段シール圧力，

コントロールブリードオフ流量）に

ハ ン チ ン グ 状 の 変 動 が 認 め ら れ た

め，原子炉を停止し，当該メカニカ

ルシールを取替えることとした。 

 

微細な異物混入によるシール

機能低下事象については，偶発

的なものであり是正処置は不

要と判断した。 

 

― ― 

 

16 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H17.7.6 

島根１号機 

ドライウェル真空破壊弁閉表示不具

合による手動停止について 

第 25回定期検査中，調整運転のため

発電機を並列し出力上昇中の原子炉

格納容器の窒素ガス置換作業中に，

全閉であるべき８弁のドライウェル

真空破壊弁のうち１弁（ＡＶ88－１

Ｅ）について，全閉を示すランプが

消灯していることを確認した。 

 

(1)リミットスイッチの二重化

を図った。 

(2)ドライウェル真空破壊装置

点 検 要 領 書 に リ ミ ッ ト ス イ ッ

チの取り付け，取り外し手順を

明記した。 ○ ○ 

 

17 
保全 

品質 
H17.9.22 

島根１号機 

高圧注水系タービン駆動蒸気ドレン

配管の損傷について 

定期試験のため，高圧注水ポンプを

起動したところ，当該ポンプの蒸気

タービン駆動蒸気ドレン配管付近か

らわずかな漏れを確認した。当該配

管の目視点検を行ったところ，微小

な貫通穴のあることを確認した。 

 

定期試験やプラント起動停止

時等，短期的に蒸気が流れる配

管の絞り部下流についても肉

厚管理対象とした。  
 

○ ○ 

 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし  
再発の有無    ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外  



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－１４ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

                                    （5/12） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

18 
保全 

品質 
H18.2.28 

島根２号機 

非常用炉心冷却系起動用水位計に関

する警報発生について 

第 13回定期検査のため原子炉を停

止し，原子炉の冷却操作を実施中の

ところ，非常用炉心冷却系起動用原

子炉水位計に関する異常を示す「Ｓ

Ⅱトリップ設定器不作動」の警報が

発生したため，保安規定で規定する

運転上の制限を満足していない状態

と判断した。 

 

「島根１，２号機発電所起動停

止運転要領書」の原子炉冷却開

始手順の確認項目に炉水位お

よび炉水の密度上昇に関する

内容ならびに，「島根１，２号

機設備別運転要領書」の「警報

発生時の措置」の処置欄に「警

報発生時の対応フロー図とＦ

ＡＩＬ（入力信号異常）ランプ

点灯時に原子炉水位が高い場

合は，水位調整をする等」を明

記していることから予防処置

不要と判断した。 

― ― 

 

19 
保全 

品質 
H18.3.1 

島根２号機 

定期検査中の炉心増倍率測定試験時

の不具合について 

第 13回定期検査中，炉心増倍率測定

試験のため制御棒全挿入状態から順

次制御棒を引抜き，中性子束上昇率

を中性子源領域計装（ＳＲＭ）によ

り測定していたところ，中間領域計

装（ＩＲＭ）１チャンネルの指示の

みが急上昇し，「ＩＲＭ異常高」の信

号により制御棒（10本）が自動で全

挿入した。 

 

不適合管理・是正処置基本要領

別紙「不適合判定表」において，

「データ整理（一過性の異常事

象で安全性への影響がないと

認められる設備機器等の機能

異常）」に該当する事象である

ことから，スクリーニング基準

「データ整理，記録管理に関す

る軽微な不適合。」を適用し，

予防処置不要と判断した。 

― ― 

 

20 
保全 

品質 
H18.3.13 

島根２号機 

高圧炉心スプレイ系スパージャノズ

ル不具合について 

第 13回定期検査中，炉心シュラウド

予防保全工事（ウォータジェットピ

ーニング）前の原子炉内目視点検を

行っていたところ，上部格子板上に

異物があることを確認した。 

点検を行った結果，高圧炉心スプレ

イ系スパージャノズルのデフレクタ

の一部（７個）が脱落していること

を確認した。 

 

工事実施前の検討および評価・

検証の充実を図るため，「工事

管理品質保証要領」（現，「工

事業務管理手順書」），「設計

管理手順書」を改正しており所

内標準化を実施したことから予

防処置不要と判断した。 ― ― 

 

21 
保全 

品質 
H18.10.13 

島根２号機 

主蒸気圧力発信器からの漏えいにつ

いて 

主蒸気圧力検出器の点検中，原子炉

圧力と原子炉熱出力の変化がみられ

た。 

運転員が確認した結果，タービン建

物２階の主油タンク室床面に水溜り

と，Ｃ－主蒸気圧力検出器（ＭＳＰ

Ｓ）付近からの水の漏えいを確認し

たため，当該検出器の元弁を閉止し

たところ，漏えいは停止した。 

 

島 根 ２ 号 機 Ｍ Ｓ Ｐ Ｓ検 出 ブ ル

ドン管は国外製品であり，島根

１ 号 機 の ブ ル ド ン管 は 国 産 品

である。 

島 根 ２ 号 機 Ｍ Ｓ Ｐ Ｓ固 有 の 事

項として，予防処置不要と判断

した。 ― ― 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし  
再発の有無    ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外  



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－１５ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

                                    （6/12） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

22 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H18.10.13 

島根１号機 

復水貯蔵タンクにおける腐食につい

て 

第 26回定期検査中，復水貯蔵タンク

の点検のため，過去に補修塗装を実

施したタンク胴板外面の水位計配管

取付け部について肉厚測定を実施し

たところ，一部に技術基準で必要な

厚さを下回る部分があることを確認

した。 

 

(1)工事仕様書および作業要領

書について，塗装により外面腐

食防止を図っている容器の，保

温材被覆箇所，高所・狭隘箇所

および高湿度環境となる箇所

も外観点検範囲に含めるよう

変更した。 

(2)「工事施工管理手順書」お

よび「工事管理仕様書」に，塗

装に関する点検・補修基準を追

記した。 

○ ○ 

 

23 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H18.11.9 

島根１号機 

復水フィルタ出口ヘッダ配管におけ

る減肉について 

第 26回定期検査中，復水フィルタ出

口ヘッダ配管とＢ塔およびＣ塔復水

フィルタ出口配管との合流部の一部

に技術基準で必要な厚さを下回る部

分があることを確認した。 

 

「配管肉厚管理手引書」に以下

の事項を追記した。 

(1)復水フィルタ出口合流部に

ついては，今後，全数測定の対

象箇所とする。 

(2)復水フィルタ入口ヘッダ配

管 か ら 復 水 脱 塩 装 置 入 口 ヘ ッ

ダ配管までの範囲については，

サ ン プ ル 検 査 対 象か ら 代 表 箇

所による検査対象とする。 

(3)サンプル検査対象箇所のう

ち，余寿命が10年未満になった

場合 は 代 表 箇 所に よる 検 査対

象とする。 

(4)水系（連続運転）で炭素鋼

を 使 用 し て い る サ ン プ ル 検 査

対象箇所全てについて，今後10

年間全数検査を行う。 

(5) 補 強 板 の あ る 部 位 に エ ロ

ージョン・コロージョンによる

減 肉 の 発 生 す る 可 能 性 が あ る

復水フィルタ出口合流部，復水

脱塩装置出口ヘッダ配管，第３

給 水 加 熱 器 出 口 ヘ ッ ダ 配 管 に

ついては，補強板外側の２倍の

減肉率にて余寿命評価を行う。 

○ ○ 

 

24 

 

保全 

品質 
H19.4.27 

島根１号機 

Ｃ－原子炉格納容器冷却機出口逆止

ダンパの不調について 

原子炉格納容器冷却機の定期補機切

替えのため，Ｃ－原子炉格納容器冷

却機を起動したところ，電動機の電

流値が通常運転時の約半分であった

ことから，当該冷却機不調の原因究

明を行うこととし，定期補機切替え

を中止した。 

 

(1)出口側逆止ダンパのシート

パッキンを貼付き力の小さい

素材に変更した。 

(2)点検計画・点検計画表に原

子炉格納容器冷却機出口逆止

ダンパの開放点検周期を定め

た｡ 

○ ○ 

 

25 
保全 

品質 
H19.5.1 

島根１号機 

Ｃ－復水昇圧ポンプメカニカルシー

ルからの漏水について 

連 続 運 転 中 の Ｃ － 復 水 昇 圧 ポ ン プ

（以下「ＣＢＰ」という。）のカップ

リング側メカニカルシールから僅か

な漏えいを確認し監視を行っていた

が，漏えい量が徐々に増加したため，

ＣＢＰの切替え操作を行った後，当

該メカニカルシールの分解・取替え

を行った。 
 

作業要領書にポンプ組立前に異

物確認を徹底するよう明記した。 

○ ○ 

 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし  
再発の有無    ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外   



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－１６ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

                                    （7/12） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

26 
保全 

品質 
H19.5.24 

島根２号機 

ドライチューブ落下について 

第 14回定期検査中，局部出力領域モ

ニタ検出器およびドライチューブ取

付け作業において，中性子源領域モ

ニタ用ドライチューブが燃料取替機

に取り付けたインコア取扱具（ＩＨ

Ｔ）から外れて炉心内に落下し，制

御棒（Ｄ09）上部および制御棒案内

管に接触した。当時炉心内は全燃料

取出し状態であった。 
 

ＩＨＴがドライチューブを確

実に掴んだことが確認できる

よう正常に掴んだ場合のＩＨ

Ｔの爪（スライド刃および固定

刃）の位置にマーキングし，取

り外し，取り付け作業において

マーキング位置を確認するこ

とをＬＰＲＭ検出器・ドライチ

ューブ取替作業要領書および

作業管理シートへ追記すると

ともに同要領書を遵守し，ＩＨ

ＴがＬＰＲＭ検出器またはド

ライチューブを確実に掴んで

いることを確認している。 

○ ○ 

 

27 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H19.11.21 

島根１号機 

燃料取替装置 燃料把握機の変形に

ついて 

燃料取替装置に取付けられている位

置検出器が当該装置の位置情報を正

確に取込んでいるかどうかを確認す

る試験のため，燃料プール上から原

子炉上へ燃料取替装置を移動させて

いたところ，燃料取替装置の燃料把

握機部分が燃料プールゲート上部の

手摺りに接触し，燃料把握機が変形

した。 

 

(運用面の対策) 

(1)TBMで安全上の留意事項を

確実に確認するよう工事要領

書に記載した。 

(2) 工事要領書に，燃料取替装

置の運転開始または再開前に

周囲の状況を確認する手順を

記載した。 

(3)当社の要求事項が明記され

ている「工事管理仕様書」につ

いて再教育を実施した。 

(4)専任の監視人を配置し，手

摺り等の干渉物の有無につい

て確認させることを工事要領

書に記載した。 

(設備面の対策) 

燃料取替装置移動中，手摺り等

の干渉物の有無について確認

の機会を与えるよう，燃料プー

ルゲート手前で燃料取替装置

が一旦自動停止するようプロ

グラムを変更した。 

○ ○ 

 

28 
保全 

品質 
H19.12.18 

島根１号機 

作業従事者の被災について 

原子炉浄化系熱交換器室入口通路付

近で，配管の切断位置確認のために

使用する薬品（硝酸，エタノール混

合液）の入ったペットボトルが破裂

し，当該薬品が飛散した。 

本事象により，作業員５名が飛沫を

浴びる等により被災した。 
 

(1)「安全対策仕様書」に「安

全対策計画書」の記載事項の追

加・変更が生じた場合の手続き

について明記した。 

(2)「安全対策仕様書」にＭＳ

ＤＳ対象物質を取扱う場合の

処置について追記するととも

に，毒劇物を使用する場合は取

扱表示を現場へ掲示すること

を記載した。 

○ ○ 

 

29 
保全 

品質 
H20.1.8 

島根１号機 

制御棒のひびについて 
第 27回定期検査中，制御棒（使用済
みの制御棒 12本の内３本（ボロンカ
ーバイド型制御棒１本およびハフニ
ウム棒型制御棒２本））の外観点検作
業を実施していたところ，ハフニウ
ム棒型制御棒１本について，ハンド
ルガイドローラ部にひびを確認し
た。なお，他の２本の制御棒に異常
はなかった。 

ひび発生の原因は，照射誘起型

応力腐食割れと考えられるが，

以下の理由により，是正処置は

不要と判断した。 

(1)炉内に装荷されている同型

制御棒の最大照射量はひびの

確認された制御棒と同等であ

り，保守的なひびを想定しても

制御棒の構造健全性は十分に

確保されている。 

(2)炉内に装荷されている全て

の同型制御棒のハンドルガイ

ドローラ部には，照射誘起型応

力腐食割れ対策が実施されて

おり，ひび発生の可能性の低減

が図られている。 

 

― ― 

 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし  
再発の有無    ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外  



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－１７ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

                                    （8/12） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

30 
保全 

品質 
H20.4.10 

島根１号機，２号機 
配管設計の応力解析における不備へ
の対応について 
新潟県中越沖地震を踏まえて，東京
電力(株)が柏崎刈羽原子力発電所７
号 機 の 各 設 備 を 対 象 に 実 施 し た 点
検・評価において，配管の構造強度
評価結果の一部が誤っていることが
確認された。 
構造強度評価結果が誤っていた原因
は，分岐部を含む配管応力解析に係
る解析メーカの計算機プログラムの
一部に問題があったことから，当該
計算機プログラムを使用している島
根原子力発電所１，２号機について，
プログラムのデータ処理を修正した
うえで配管の構造強度を再評価した
結果，誤りの影響は小さく許容値を
満 足 し て い る こ と を 取 り 急 ぎ 確 認
し，４月 10日，旧原子力安全・保安
院（以下，保安院という。）へ報告し
た。 
当該事象を踏まえ，同日保安院から，
問題のあった計算機プログラムを使
用して応力解析を行った配管分岐部
に対して，修正した計算機プログラ
ムを使用して再評価を実施して報告
すること，および根本的な原因究明
と再発防止対策について併せて報告
することとの指示文書を受領した。 

誤 記 が あ っ た も の は 比 較 の た
め に 試 算 し た プ ロ グ ラ ム修 正
前の値であり，配管の構造強度
再 評 価 値 の 変 更 が 無 い 軽 微 な
ものであることから，是正処置
は不要とした。 
「調達管理基本要領」に原子力
施設における許認可申請等に
係る解析業務の品質向上ガイ
ドライン（電事連品質保証検討
委員会）の要求事項を追加した
ことに伴い，「設計・調達管理
手順書」にも本ガイドラインに
関する内容を反映したことか
ら，島根１号機への更なる対策
は不要と判断した。 

― ― 

 

31 
保全 

品質 
H20.4.17 

島根１号機 
原子炉格納容器線量当量率計の動作
不良について 
原子炉起動中，Ａ－原子炉格納容器
線量当量率計検出系の不具合により
「格納容器放射線高」の警報が発生
したため，保安規定で規定する運転
上の制限を満足していない状態と判
断し，当該検出系一式を予備品に取
替え，運転上の制限を満足する状態
に復帰した。 
引き続き，起動試験を行っていたと
ころ，Ｂ－原子炉格納容器線量当量
率計の「格納容器放射線高」の警報
が発生したことから関連するパラメ
ータを確認したところ，当該線量当
量率計の動作不良と判断し，保安規
定で規定する運転上の制限を満足し
ていない状態と判断した。 

「工事業務管理手順書」に，設

計 変 更 機 器 の う ち ソ フ ト ウ エ

ア を 使 用 す る 機 器 の 検 証 方 法

に つ い て は 重 要 度 に 応 じ た 検

証方法をとる旨，明記した。 

○ ○ 

 

32 
保全 

品質 
H20.7.11 

島根１号機 
高圧注水系の待機除外について 
タービン駆動の高圧注水系（以下，
「ＨＰＣＩ」という。）ポンプ手動起
動試験のため，ＨＰＣＩポンプの起
動操作を実施したところ，「蒸気管破
断」，「自動隔離信号」，「タービント
リップ」警報が発生し，ＨＰＣＩタ
ービン，ＨＰＣＩポンプが自動停止
した。 
このため，保安規定で定める運転上
の制限を満足していない状態と判断
した。 
原因調査を行った後，ＨＰＣＩポン
プを再度起動したところ，運転状況
に異常はなく，正常に機能の確認が
できたことから，運転上の制限を満
足する状態に復帰した。 

ＨＰＣＩポンプを起動し，運転

状 況 か ら 機 能 に 異 常 が な い こ

と か ら 是 正 処 置 は 不 要 と 判 断

した。 

― × 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

（国内-2） 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし  
再発の有無    ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外  



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－１８ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

                                    （9/12） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実

施 

状

況 

再発の 

有無 
備考 

33 
保全 

品質 
H20.7.12 

島根１号機 

原子炉隔離時冷却系の待機除外につ

いて 

原子炉隔離時冷却系（以下，「ＲＣＩ

Ｃ」という。）の「蒸気管破断」，「自

動隔離信号」，「タービントリップ」

警報が発生し，待機中のＲＣＩＣが

自動隔離（隔離弁閉止）したため，

保安規定で定める運転上の制限を満

足していない状態と判断した。 

点検の結果，アナログトリップモジ

ュール（ＡＴＭ）のトリップ出力が，

ＯＮ－ＯＦＦを繰り返すことが確認

されたことから当該ＡＴＭを予備品

に取替え，健全性が確認できたこと

から，運転上の制限を満足する状態

に復帰した。 
 

島根１号機第28回定検工事仕

様書のＡＴＭ調整手順につい

て，適切な調整方法で実施でき

るよう，実施事項を追加し，改

正した。 

 

○ ○ 

 

34 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H20.8.5 

島根１号機 

高圧注水系の運転上の制限の逸脱に

ついて 

タービン駆動の高圧注水系（以下，

「ＨＰＣＩ」という。）ポンプ手動起

動試験のため，ＨＰＣＩポンプの起

動操作を実施したところ，「蒸気管破

断」，「自動隔離信号」，「タービント

リップ」警報が発生し，ＨＰＣＩタ

ービン，ＨＰＣＩポンプが自動停止

した。このため，保安規定で定める

運転上の制限を満足していない状態

と判断した。 

 

(1) 定期事業者検査｢高圧注水

系機能検査｣において，ニード

ル弁の開度が適切であること

を定期検査毎に確認するよう

点検計画・点検計画表を見直し

た。 

(2)ニードル弁を定期的に分解

点検するよう点検計画・点検計

画表を見直した。 

 

○ ○ 

 

35 
保全 

品質 
H20.9.7 

島根２号機 

「Ｄ－主蒸気管モニタ」（低）警報発

報に伴う運転上の制限からの逸脱に

ついて 

原子炉停止後の原子炉冷却操作中の

ところ，｢Ｄ－主蒸気管モニタ｣（低）

の警報が頻繁に発生したため，保安

規定に定める運転上の制限を満足し

ない状態と判断した。 

 

島 根 ２ 号 機 の 設 備に 固 有 の 事

項のため，予防処置不要と判断

した。（島根１号機に該当設備

無し） 

― ―  

36 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H21.3.26 

島根１号機 

制御棒誤挿入について 

原子炉保護系ハーフスクラム試験を

実施したところ，制御棒１本が全引

抜きから全挿入となり，発電機出力

が 46万９千 kWから 46万４千 kWま

で低下した。 

 

(1) 「工事施工管理手順書」お

よび「工事管理仕様書」に端子

の締付け確認方法を明記した。 

(2)定期試験前の温度測定の結

果を定期試験実施のための条

件とした。 

(3)協力会社も含め，本事象の

事例教育を実施した。 

 

○ ○  

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし  
再発の有無    ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外  



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－１９ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

                                    （10/12） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

37 
保全 

品質 
H21.7.25 

島根１号機 

中央制御室継電器盤の盤内配線の焼

損について 

第 28回定期検査中，「主蒸気逃し弁

機能確認」において，Ｂ－主蒸気逃

し弁の開動作信号を投入したところ

当該弁が開動作しなかった。 

原因調査の結果，中央制御室内にあ

る盤内に焦げ跡を発見した。 

 

「工事施工管理手順書」および

「工事管理仕様書」にケーブル

端子箱におけるケーブル端末

の引き回し方法を明記した。 

 
○ ○ 

 

38 
保全 

品質 
H22.1.22 

島根１号機，２号機 

島根原子力発電所の保守管理の不備

等について 

「島根原子力発電所不適合管理検討

会」において，「点検計画表」では島

根１号機第 26回定期検査で点検し

たこととなっていた「高圧注水系蒸

気外側隔離弁駆動用電動機」が，実

際には点検されておらず，点検期間

を超過して使用していたことが報告

された。 

他にも同様の事象がないか，島根原

子力発電所１，２号機の機器のうち，

重要度の高いものについて至近の点

検実績を調査したところ，弁の分解

やヒューズの取替えなど，当該電動

機も含め合計 123件（１号機 74件，

２号機 49件）の機器について，自ら

定めた点検計画どおりに点検されて

いないことを確認した。 

その後，総点検を行い最終的に点検

周期を超過している機器が 511機器

あったことを確認した。 
 

「島根原子力発電所の保守管

理ならびに定期事業者検査に

係る調査報告（最終）」（平成 22

年６月３日）にて策定した，以

下の再発防止対策を実施した。 

(1)保全計画の策定プロセスの

改善 

保安運営委員会の審議が終了

していることを確認できるこ

とおよび判断基準を明確にす

るよう，「点検計画・点検計画

表策定・変更書」の様式を見直

す。 

(2)保全計画書の作成プロセス

の改善 

「点検計画表」から保全計画へ

転記をする際には，ダブルチェ

ックをし，見落としを防止する

旨「工事業務管理手順書」に追

記する。 

(3) 「工事業務管理手順書」に

保全の実施プロセスの改善 

物品検収時に行う，受入検査完

了の押印，納品書の受領および

物品検収報告書の作成に落ち

がないようチェックシートに

より確認する旨追記する。 

 

○ ○ 

 

39 
保全 

品質 
H22.5.24 

島根１号機 

放射線管理区域内での警報付ポケッ

ト線量計の未着用について 

当社社員１名がパトロールのため，

飛び地の放射線管理区域（補助サー

ジタンク室）に入域する際，個人線

量計のうち，警報付ポケット線量計

の着用を失念し，当該線量計を未着

用のまま約３分間入室するという事

象が発生した。 
 

(1)飛び地管理区域の出入口扉

に，音声にて管理区域である旨

注意喚起する装置を設置した。 

(2)放射線管理業務委託先に，

チェ ッ ク ポ イ ント 以外 の 管理

区域 出 入 口か ら の 出入 り 手順

について周知徹底した。 

(3)発電課員に，チェックポイ

ント以外の管理区域出入口から

の出入り手順について再教育を

行った。 

 

○ ○ 

 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし  
再発の有無    ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外  



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－２０ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

                                    （11/12） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

40 
保全 

品質 
H22.5.28 

島根 

放射線管理区域への不用意な再入域

について 

放射線管理区域内で作業を終えた協

力会社作業員１名が，放射線管理区

域用衣服を脱衣し，退域手続きをし

ていたところ，直前まで着用してい

た放射線管理区域用衣服のポケット

の中に，警報付ポケット線量計を忘

れたことに気付き，同線量計を回収

するため，放射線管理区域用衣服を

着用していない状態で再度放射線管

理区域に入域するという事象が発生

した。 

 

(1)協力会社を含む関係者に本

事象について周知し，注意喚起

した。 

(2)チェックポイントの「管理

区域との境界」および「脱衣場」

に注意喚起表示を実施した。 

(3)退域時での体表面モニタ通

過後，管理区域に直接入域出来

ないよう，区画および通行止め

表示を実施した。 

 

○ ○  

41 
保全 

品質 
H22.10.1 

島根１号機 

供用期間中検査（ＩＳＩ）の管理状

況に関する調査結果について 

他社の原子力発電所において，定期

検査および定期事業者検査の一環と

して実施している供用期間中検査の

計画に含まれていない溶接箇所が確

認された事象について，旧原子力安

全・保安院からの指示に基づき，同

様の事象がないか調査した。 

調査の結果，１号機でこれまで供用

期間中検査の計画に含まれていなか

った溶接箇所があることを確認し

た。 

なお，２号機では，同様の事象は確

認されなかった。 

また，内側および外側主蒸気隔離弁

の「弁短管と配管の溶接箇所」を検

査する際に，弁箱に近接し構造不連

続な溶接箇所である「弁箱と弁短管

の溶接箇所」を検査し，結果として

「弁短管と配管の溶接箇所」を検査

していなかったことを確認した。 

供用期間中検査の計画に含まれてい

なかったポンプおよび弁の溶接箇所

については，製造時の検査記録，過

去に実施した分解点検や定期検査毎

に実施している漏えい検査等により

異常がないことを確認しており，健

全性は確保されていると評価した。 

 

(1)「ＩＳＩ計画管理手引書」

を制定・施行し，ＩＳＩ計画の

策定・変更方法等についてルー

ル化を行った。 

(2)ＩＳＩ定期事業者検査要領

書を改正し，検査対象機器確認

チェックシートの様式に，配管

溶接継手の特定方法を追加し

た。 

 

○ ○  

42 
保全 

品質 
H23.1.18 

島根１号機 

原子炉冷却材再循環系配管のひびに

ついて 

原子炉再循環系配管等溶接部 69箇

所について，超音波探傷検査による

点検を実施していたところ，Ａ－原

子炉再循環ポンプ出口弁下流側配管

溶接継手部１箇所，Ａ－原子炉再循

環ポンプ入口弁上流側配管溶接継手

部１箇所のひびを確認した。 
 

当該継手部について，配管取替

を実施した。 

○ ○  

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし  
再発の有無    ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外  



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－２１ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

                                    （12/12） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

43 
保全 

品質 
H23.6.13 

島根 

固体廃棄物貯蔵所Ｂ棟腐食ドラム缶

の確認について 

固体廃棄物貯蔵所Ｂ棟で低レベル放

射性廃棄物を詰めたドラム缶の移動

作業を実施していたところ，５本の

ドラム缶底面に腐食（貫通孔）があ

ることを確認した。 

当該ドラム缶底面およびドラム缶が

接地していた床面に放射能汚染は無

いことを確認するとともに，内容物

について健全なドラム缶への詰め替

えを行った。 

腐食ドラム缶および内容物を調査し

た結果，ドラム缶内面に打痕による

塗装の劣化があることおよび内容物

に水分があることを確認した。 

 

「放射性固体廃棄物管理手順

書」に以下の事項を反映した。 

(1)ドラム缶には内装ポリ容器

を使用して廃棄物を収納する。 

(2)ドラム缶再使用時の判断基準 

(3)廃棄物の収納方法 

(4)腐食の可能性があるドラム

缶を確認した場合は，ドラム缶

の詰替えを実施する。 
○ ○  

44 
保全 

品質 
H24.1.27 

島根２号機 

中性子源領域計装の動作不能（運転

上の制限の逸脱）について 

原子炉内の中性子源領域計装４チャ

ンネルのうち３チャンネルが動作不

能となったため，保安規定に定める

運転上の制限を満足しない状態と判

断した。 

また，その後，残りの１チャンネル

も動作不能となった。 

 

(1)作業要領書より，グラステ

ー プ 巻 付け 作 業 等 の 手 順 を 削

除する。 

(2)ガスリーク対策のため，ア

ル ゴ ン ガ ス 圧 を同 一 に し た 検

出器に取替える。 △ ― 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

（国内-1） 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし  
再発の有無    ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外  



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－２２ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（２）島根原子力発電所１，２号機以外                     （1／30）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

1 
保全 

品質 
H15.5.28 

東海第二 

制御棒１本の挿入について 

定格熱出力一定運転中，定期試験で制
御棒１ノッチ作動試験を行っていた。
全引抜状態であった座標 42-15の制
御棒を 48ポジションから 46ポジショ
ンに１ノッチ挿入操作をしていたと
ころ，警報「RODDRIFT」が発報した。
その後，当該制御棒が全挿入位置まで
挿入され，電気出力が 1,103MWから
1,072MWまで 低下し，1,080MWで安定
していることを確認した。 
 

作業要領書に，マニホ－ルド部の

最終締付前にワンダ－ガン（エア

による吸引器具）による異物除去

作業に関する事項を追記した。 

○ ○ 

 

2 
保全 

品質 
H15.6.14 

福島第二－３ 

燃料装荷作業手順の誤りについて 

燃料装荷作業中，燃料を装荷したセ

ル（燃料集合体４体と制御棒１本が

収まる格子）のうち１ケ所に，制御

棒が挿入されていないことを確認し

たことから，燃料装荷作業を中断し，

当該制御棒を挿入した。 

 

「燃料取替作業実施手順書」に以

下を反映した。 

(1)制御棒動作の現場確認および

中央制御室への連絡を追記した。 

(2)注意事項として一連の操作が

完了した後に引継ぐ旨追記した。 

○ ○ 

 

3 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H15.9.10 

泊－２ 

再生熱交換器胴側出口配管からの漏

えいについて 

定格熱出力運転中，再生熱交換器室

内で漏えいが発生していることを確

認した。再生熱交換器ラインの隔離

を実施し，目視にて点検を行ったと

ころ，再生熱交換器胴側出口管台と

エルボとの溶接部に漏えいが認めら

れた。原子炉の運転を停止して詳細

調査および補修を行うことが適切で

あると判断し，原子炉を停止した。 

 

ＲＨＲ熱交換器出口配管とバイパ

ス配管の合流部が点検が必要な箇

所として抽出されたため，第 25

回定期検査においてＵＴ（超音波

探傷検査）を実施し，異常のない

ことを確認した。 

○ ○ 

 

4 
保全 

品質 
H16.2.3 

柏崎刈羽－７ 
原子炉隔離時冷却系に関する運転上
の制限からの逸脱について 

第５回定期検査で調整運転中，原子

炉隔離時冷却系機能検査のうち，運

転性能検査のデータ採取が終了し，

原子炉隔離時冷却系（以下，「ＲＣＩ

Ｃ」という。）の機器の復旧操作を実

施していた際，ＲＣＩＣタービン蒸

気加減弁が通常全開であるべきとこ

ろ，中間開度であることを確認した。

このため，ＲＣＩＣが正常な待機状

態であるとの確認ができないことか

ら，保安規定に定める運転上の制限

を満足できないと判断した。 

 

点検計画・点検計画表の改定を行

い，原子炉隔離時冷却系は１回／

６定期検査，高圧注水系は１回／

３定期検査の周期でアクチュエ

－タおよびリモ－トサ－ボ点検

を追加した。 

○ ○ 

 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中   

再発の有無    ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－２３ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（2／30）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

5 
保全 

品質 
H16.3.24 

大飯－１，２ 

Ａ廃液蒸発装置の廃液濃縮液ポンプ

入口配管からの漏えいについて 

１号機は定格熱出力一定運転中，２

号機は調整運転中のところ，共用設

備であるＡ廃液蒸発装置の「Ａ濃縮

液ポンプシール水流量低」の警報が

発信した。Ａ廃液蒸発装置室内を点

検したところ，室内の床面が濡れて

いたため，循環運転を停止し，隔離

した結果，漏えいは停止した。漏え

い水は，堰内で管理されたものであ

り，堰内のＡ廃液蒸発装置室内目皿

を通り，フロアドレンタンクに回収

された。 

 

ヒータによる異常加熱に伴う配管

の鋭敏化が原因であるため，「設備

別運転要領書（警報発生時の措置）

廃棄物処理設備」に「濃縮廃液配

管温度（高）」警報が発生した場合

ヒータを「切」とする旨追記した。

○ ○  

6 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律） 
H16.3.28 

福島第二－４ 

タービン建屋における作業員の障害

について 

定期検査中，タービン建屋において，

廃材処理作業中の作業員２名が倒

れ，救急車にて近隣の病院に搬送さ

れた。作業員は装着していたエアラ

インマスクに送られていた空気の酸

素濃度が低いことによる酸素欠乏に

より意識を失ったことが判明した。 

(1）所内用圧縮空気系と窒素を有

する系統が直接接続されている配

管はない。エアラインマスクへの

空気供給は原則専用の空気供給機

を使用することとし，専用のエア

ラインマスク空気供給機（バック

アップ装置付）２ユニットを新規

に設置した。  

(2)「設計管理手順書」に設備を設

計（変更）する場合は，人身安全

への評価を行う旨記載した。 

 

○ ○  

7 
保全 

品質 
H16.5.29 

高浜－４ 

Ｂ直流電原の一時的な喪失について 

定格熱出力一定運転中，「Ｂ直流電源

盤故障・注意」他の警報が発信した。 

直ちに確認したところ，運転員がＢ

直流電源盤内にあるしゃ断器を確認

している際に，誤って身体の一部が

当該しゃ断器の引出し用レバーに接

触したことにより，当該しゃ断器が

開放しＢ直流電源が停電したことが

判った。 

 

固定解除用引ボタンおよびシャッ

ター開放レバーを意図的に操作し

ない限り，遮断器が開放となるこ

とはないが，念のため注意喚起表

示を遮断器ユニットごとに取付け

た。 
○ ○  

8 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律） 
H16.6.8 

敦賀－１ 

原子炉自動停止について 

定格熱出力一定運転中，「タービンバ

イパス弁動作確認試験」（定期試験）

を実施中のところ，中央制御室に 

「負荷遮断」警報が発報し，原子炉

が自動停止した。 

第 27回定期検査において，蒸気加

減弁リレーの分解点検を実施し，

シリンダ各部の寸法測定，目視点

検を実施し，異常のないことを確

認した。 

また，圧縮バネの取替修理を点検

計画・点検計画表に反映した。 

 

○ ○  

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中   

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 

 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－２４ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（3／30）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

9 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H16.6.21 

柏崎刈羽－１ 

復水器真空度低下に伴う出力制限に

ついて 

定格熱出力一定運転中，平成 16年６

月 21日 15時 45分頃，運転員が給水

系への水素流量を「低流量」から「通

常流量」に切替操作を行ったところ，

同日 15時 53分に「水素・酸素注入設

備異常」および「気体廃棄物処理系故

障」警報が発生した。 

直ちにプラント運転状態を確認した

ところ，復水器真空度が低下（約 6.4 

kPa abs→ 約 13.0 kPa abs）し，発電

機出力も約 1,117MWから約 1,018MWへ

低下していることを確認した。 

 

事後保全となっているバックアッ

プ酸素注入設備の流量計につい

て，点検周期を設定し，点検計画・

点検計画表へ反映するとともに，

第 29回定期検査で点検を実施す

る。 

△ ― 

資料4.2.2-2 

反映状況の 

考察および

追加措置 

(国内-1) 

10 
保全 

品質 
H16.7.18 

福島第一－５ 
作業用仮設ケーブルの火災について 

５号機中央制御室にて火災警報が発

生したため，当直員が現場に急行し

たところ，14時 22分頃，タービン建

屋地下１階の電源設備に接続されて

いる仮設電源用ケーブルから出火を

確認した。速やかに消防署に連絡す

るとともに，消火器による初期消火

を実施し，消防署にて 14時 45分鎮

火を確認した。 

 

｢工事施工管理手順書｣に，仮設電

源供給時の運用について追記を行

い，改正した 。 

○ ○ 

 

11 
保全 

品質 
H16.9.16 

美浜－１ 
Ｂ余熱除去クーラ下部からのほう酸
析出について 
点検停止中，運転員の巡回点検にお
いて，補助建屋内地下 1階にある２
台(Ａ，Ｂ)の余熱除去クーラのうち，
Ｂ余熱除去クーラ下部保温材にほう
酸の析出があり，下部床面には５cm
四方程度の水たまり跡を確認した。 

保温材を取り外して当該クーラの点

検を行ったところ，当該クーラ下部

フランジ部の隙間に，ほう酸の析出

および水のにじみが認められた。 

 

「工事管理仕様書」および「工事

施工管理手順書」に，ガスケット

の種別によってギャップ管理（締

付管理および隙間管理）またはト

ルク管理を行うため，締付管理の

方法をフランジ毎に明確にした。

なお，ポンプ（タービン）ケーシ

ング部については明確に定まって

いないため，フランジ組立作業の

管理方法にポンプ（タービン）ケ

ーシング部の記載を追記した。 

○ ○ 

 

12 
保全 

品質 
H16.10.12 

福島第一－３ 

原子炉建屋からの放射線測定器の誤

搬出について 

搬出物品の測定に用いていた放射線

測定器を，測定終了後に誤ってトラ

ッ ク と と も に 管 理 区 域 外 に 搬 出 し

た。 

(1)「放射線作業管理手順書」に
以下を追記した。 
a.搬出測定終了後の搬出物品一
品毎の員数確認 
b.放射線測定器の員数確認 
c.搬出予定物品以外の物品が搬
出された場合の対応 

(2)車両への放射線測定器の置き忘

れ防止のため，各大物搬入口内に放

射線測定器の仮置場所を設置する

とともに注意喚起を促す表示を取

付けた。 

○ ○ 

 

13 
保全 

品質 
H16.11.15 

浜岡－４ 

低圧第３給水加熱器（Ａ）ドレンレベ

ルスイッチの部品破損について 

定期点検中，低圧第３給水加熱器 (Ａ) 

ドレンレベルスイッチ（高高用）点検に

おいて，部品(フロート)の変形を確認し

た。また，低圧第３給水加熱器 (Ａ) ド

レンレベルスイッチ（高用）点検におい

て，同様にドレンレベルスイッチ部品

(フロート)の変形を確認した。 

 

非凝縮性ガスが蓄積し圧力上昇
により損傷したことが原因であ
るため，計装配管に勾配を設け，
水素ガスが滞留しないよう対策
を実施した。 

○ ○ 

 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中   
再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－２５ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（4／30）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

14 
保全 

品質 
H16.11.19 

高浜－３ 

起動変圧器 6.6kV側地絡について 

定格熱出力一定運転中，「起変 6.6kV

側地絡」等の警報が発信し，その３

分後に「３起変内部故障過負荷」警

報が発信した。これにより，起動変

圧器用しゃ断器が自動開放し，非常

用高圧母線（Ａ，Ｂ系統）の電源が

起動変圧器から所内変圧器に自動的

に切り替わった。 

 

第 28回定期検査にて，ケーブル接

続箱継手部の雨仕舞を外して外観

点検を実施し異常がないことを確

認した。また絶縁母線外観点検の

点検計画・点検計画表の点検周期

を１回／４定期検査から１回／１

定期検査に変更した。 

○ ○ 

 

15 
保全 

品質 
H16.12.3 

福島第一－４ 

残留熱除去系弁の不具合に伴う運転

上の制限の逸脱について 

通常運転中，残留熱除去系電動弁開

閉の定例試験中に，電動弁の一つで

ある残留熱除去系熱交換器（Ｂ）出

口弁が全閉にした後の開動作の途中

で停止し，全開にならないことが確

認されたため，保安規定第 39条で定

める「運転上の制限」を満足してい

ないと判断した。 

 

点検時，異物の有無確認を確実に

実施する旨，作業要領書に記載し

た。 

○ ○ 

 

16 
保全 

品質 
H17.1.29 

福島第一－３ 

残留熱除去系弁の不具合について 

定期検査中，原子炉水の温度調整のた

め，残留熱除去系熱交換器（Ｂ）入口

弁（電動弁）を全開から全閉へ操作し

たところ，閉動作の途中で停止した。 

その後，当該電動弁を手動に切り替

え動作確認を行ったが，操作できな

いことが確認された。 

 

作業エリアの近傍および金属粉等

が飛散するエリア内にある電動

弁，空気作動弁等の駆動部（ステ

ム部）に異物混入防止用の養生シ

ート等を確実に行うことを関係会

社に再徹底した。 
○ ○ 

 

17 
保全 

品質 
H17.2.18 

浜岡－５ 

復水器水室（Ｃ）出口弁の修理につ

いて 

定格熱出力一定運転中，復水器の逆

洗後の復水器水室（Ｃ）出口弁の開

度が，通常運転中の開度よりも大き

い（通常開度設定 63％のところ，開

度が約 77％であった）ことを運転員

が確認した。通常よりも開いた状態

になっているので運転中の開度に戻

そうとしたところ，当該弁を開閉さ

せる電動機は動くものの，弁は動か

なかった。 

 

運転開始から類似弁のグリース

不足による不具合事象は発生して

いない。また，定期的にグリース

の取替を実施しているが，念のた

めに，第 26回定期検査において類

似弁のグリース劣化状況等を目視

点検により異常のないことを確認

した。 
○ ○ 

 

18 その他 H17.3.18 

東京工業大 

放射性同位元素実験室のフード内に

おける火災について 

原子炉工学研究所において，放射性

同位元素実験室の火災報知器が吹鳴

した。このため，同大学の警備員２

名が当該実験室に行ったところ，当

該実験室に設置してあるフード内の

ホットプレートの底部の温度調整部

のプラスチック部分が燃えていたた

め，消火器で消火を行い，鎮火した。 

 

｢放射性気体・液体廃棄物管理手順

書｣に以下の事項を追加した。 

(1)電気品の点検について半年に

１回以上点検を行なう。 

(2)電気品使用後は，コンセント

を抜く。 
○ ○ 

 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中   

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－２６ 

 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（5／30）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

19 
保全 

品質 
H17.7.20 

高浜－４ 

Ｂ－非常用ディーゼル発電機の過速

度トリップについて 

定格熱出力一定運転中，Ｂ－非常用

ディーゼル発電機（以下「Ｂ－Ｄ／

Ｇ」という。）の，定例の起動試験の

ため，Ｄ／Ｇを起動したところ，中

央制御室で「Ｂ－Ｄ／Ｇトリップ」

警報が発信，現地で「過速度トリッ

プ」警報が発信し，Ｂ－Ｄ／Ｇが自

動停止した。これにより，保安規定

の運転上の制限を満足しない状態と

なった。 

 

点検計画・点検計画表に以下を反

映した。 

(1)ピーク回転数の最大値に標準

偏差の３倍を加えた値が過速度ト

リップ設定値の下限値を上回らな

いことを確認する。 

(2)定期試験時にピーク回転数を

測定し，ピーク回転数管理値を上

回らないことを確認する。 

 

○ ○ 

 

20 
保全 

品質 
H17.9.10 

敦賀－１ 

制御棒水圧制御ユニットの充填プラ

グ取替えについて 

電気出力約 15万 kWで運転中，制御

棒を駆動させる制御棒水圧制御ユニ

ット（73体）の１体（制御棒 10－35

水圧制御ユニット）において，制御

棒スクラムアキュームレータに窒素

を充填する際に使用する充填プラグ

のネジ山に不具合が確認された。 

「設備別運転要領書 原子炉設備」

に以下を反映するとともに運転員

に周知した。 

(1)充填プラグへの補給用ホース

およびキャップ取り付けの際は充

填プラグに対し水平に取り付け

る。 

(2)ホース継ぎ手またはキャップ

がスムーズに操作できない場合は

一旦外し水平を再確認する。 

(3)補給用ホース，キャップと充填

プラグ側のネジ部に異物（ゴミ等）

がないことを確認する。 

 

○ ○ 

 

21 その他 H17.9.22 

大飯―１ 

循環水管点検準備に伴う運転員の負傷

について 

循環水管内の点検準備として，運転員

が循環水管の水抜弁（ブロー弁）を開

放するため，タービン建屋１階面から

恒設のモンキータラップ（垂直梯子）

を使って循環水管フロアーまで降りよ

うとしたところ，モンキータラップの

上部手すりが折れ，約３m下の床面に落

下し，臀部を強打した。 

 

(1)垂直梯子について調査を行い

腐食のあった垂直梯子については

修理を行った。 

(2)｢作業手順書｣および｢定検工事

仕様書 ｣に垂直梯子で腐食してい

る箇所がないかを事前に確認する

旨追記した。 
○ ○ 

 

22 
保全 

品質 
H17.10.13 

敦賀－２ 

非常用ディーゼル発電機Ｂ号機の待機

除外について 

定格熱出力一定運転中，非常用ディー

ゼル発電機Ｂ号機の起動試験（毎月１

回実施）を行うため，同発電機を起動

したところ，中央制御室に「Ｂ Ｄ／

Ｇ故障」警報が発報し，同発電機が自

動停止した。 

燃料噴射ポンプへ定期的に補充し

ている潤滑油に水分が混入し，調

整歯車等に錆が生じ燃料リンクの

動きを拘束したため以下の対策を

実施した。 

(1)「点検工事作業要領書」および

「日常保守点検手入工事作業要領

書」に油さし等の使用方法および

保 管 方 法に 関 す る 記 載 を 追 記 し

た。 

(2)「日常保守点検手入工事作業要

領書」に油小出槽に潤滑油を補給

した後，小出槽内に水がないこと

を確認することを追記した。 

 

○ ○ 

 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中   

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－２７ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（6／30）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

23 
保全 

品質 
H17.12.22 

浜岡－１ 

放射線管理区域入域時における個人線

量計の未着用について 

屋外に設置されている復水タンク廻り

（放射性物質による汚染の恐れのない

放射線管理区域）の配管・弁室で点検

作業を行っていた協力会社作業員２名

が，個人線量計を着用せずに同区域へ

入域した。 

 

(1)｢放射線管理要領｣に屋外タン

ク等の飛地管理区域へ入域する場

合にＡＰＤ等個人線量計の着用を

確認する旨追記し，具体的な出入

手順を｢放射線作業管理手順書｣に

定めた。 

(2)｢放射線管理要領｣等の改正内

容を関係者に周知した。 

○ × 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

（国内-3） 

24 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H18.1.26 

志賀－２ 

原子炉隔離時冷却系の蒸気供給隔離弁

点検のための原子炉停止について 

原子炉起動中，原子炉隔離時冷却系蒸

気供給隔離弁開閉試験を実施していた

ところ，外側隔離弁が全閉できなかっ

た。 運転上の制限を満足しない状態で

あると判断した。その後，当該弁は正

常に閉動作することを確認したが，当

該弁を点検するため原子炉を停止し

た。 

 

電動機用電磁接触器の接点可動用
ばねが正規の位置よりずれていた
ことが原因であるため，以下の対
策を実施した。 
(1)当該電磁接触器と同型のもの
は，第 26回定期検査において点検
を行った。 
(2)｢作 業要領書 ｣に 清掃後にスプ
リングの位置を確認する旨追記し
た。 

○ ○ 

 

25 その他 H18.2.14 

ＮＩＳＡ指示文書 

個人被ばく線量評価用ガラスバッジの

感度補正の誤りについて 

平成 17年８月から 12月における個人

被ばく線量評価用ガラスバッジによる

被ばく線量評価の一部に感度補正の誤

りがあった。 

 

「放射性同位元素取扱要領」に記
録値の単位に誤りがないことを確
認する旨追記した。 

○ ○ 

 

26 
保全 

品質 
H18.3.19 

福島第一－３ 

原子炉内における異物の回収について

点検停止中，原子炉シュラウド外周部

において，棒状の金属（直径約 13mm，

長さ約 80mm）を回収した。 

「工事管理仕様書」にテールガイ
ド型電動弁および操作用減速機付
き弁について，二分解を行う場合
は芯出しジグを使用し，テールガ
イドが確実に弁箱内所定の位置へ
挿入されることの確認を行う旨追
記した。 

○ ○ 

 

27 その他 H18.3.27 

志賀－１ 

復水器真空度測定用配管の溶接部のひ

びについて 

定期検査中，タービン建屋内にある復

水器蒸気側の内部を点検していたとこ

ろ，復水器真空度測定用配管 16本のう

ち，１本の溶接部１箇所にひびを確認

した。他の 15本については外観目視点

検を行い，異常がないことを確認した。

 

第 27回定期検査において対象と

なる継ぎ手溶接部に対して以下の

点検を行った。 

真空度測定用配管，バスケット溶

接部についてＰＴ（浸透探傷検査）

を実施し，異常のないことを確認

した。 

○ ○ 

 

28 
保全 

品質 
H18.5.15 

福島第二－４ 

相分離母線ダクト部からの油滴下に伴

う原子炉手動停止について 

相分離母線ダクト部から 10秒に１滴

程度，油が滴下していることを確認し

たため，計画的にプラントを停止し，

点検・補修を実施した。 

 

二トリルゴム製を使用していない

起動変圧器のパッキンについて，

第 26回定期検査時に取替を行っ

た。 

なお，定期的に外観点検を実施し

ており，油のにじみがないことを

確認している。 

○ ○ 

 

29 
保全 

品質 
H18.5.16 

美浜－３ 

格納容器内での水漏れについて 

定期検査中，中央制御室で格納容器サ

ンプの水位の上昇を示す「格納容器サ

ンプ水位上昇率高」の警報が発信し，

確認したところ，仮設のキャビティ浄

化装置のホースからキャビティ水の漏

えいを確認した。 

 

「工事施工管理手順書」，「工事管

理仕様書」に仮設備（浄化装置，

水中ポンプ等）を設置した場合に

は，運転状態が容易に識別できる

よう表示を取付ける旨追記した。 ○ ○ 

 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中   

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－２８ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（7／30）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

30 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H18.6.7 

福島第二－１ 

残留熱除去系(Ａ)停止時冷却注入弁の

損傷について 

原子炉停止時冷却モードの流量増加操

作のため流量調節用の停止時冷却注入

弁の開操作を開始したところ，系統流量

の指示値約 450m3／hから０m3／hに低下

した。当該弁を分解し点検した結果，弁

棒が折損していることを確認した。 

 

弁点検時の弁締付け不良が原因で

あるため，「工事施工管理手順書」

に弁棒・弁体の点検，取替えにあた

っては専用の治具・工具を使用して

確実に締付ける旨追記した。 
○ ○ 

 

31 その他 H18.6.26 

泊－２ 

２Ａ,Ｂ－ＳＧ水位偏差大警報発信の

起因となった２Ａ－主給水ポンプミニ

マムフロー制御弁の動作不調について 

２Ａ－主給水ポンプミニマムフロー制

御弁が全開となり，一時的に主給水流

量が減少したことによりＳＧ水位が低

下し，「２Ａ，Ｂ－ＳＧ水位偏差大」警

報が発信した。 

 

ガスケットの材質がゴムの場合，

時間経過により緩みが発生する場

合があることから，作業要領書に，

パイロットリレー取り付け後再度

増し締めを行い，リークチェック

を行う旨追記した。 
○ ○ 

 

32 その他 H18.7.10 

ＪＡＮＴＩ 

周辺土壌への液体放射性物質流出によ

る地下水汚染防止について 

米国発電所において，公衆の健康に影

響をおよぼさない濃度ではあるもの

の，トリチウム等の液体放射性物質が

所定の放出経路を経由せずに周辺土壌

へ流出したことに鑑み，信頼性確保の

観点から必要な対応措置を検討するよ

う電気事業者へ通知する。 

 

放射性物質が直接土壌に流出する

可能性がある設備として，主排気

筒のドレン管があるため，点検計

画・点検計画表に，ドレン管の点

検（１回／10年）を追記した。 

○ ○ 

 

33 
保全

品質 
H18.8.1 

浜岡－３ 

定期検査作業における作業員の管理線

量超過について 

圧力抑制プール内面除染作業に従事し

ていた協力会社作業員１名に社内基準

を超える被ばくがあった。 

 

「放射線管理要領」および「放射

線管理仕様書」に管理区域立入者

の遵守事項の項目を追加するとと

もに関係者に周知した。 

 

○ ○ 

 

34 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H18.8.11 

福島第一－４ 

管理区域外へのトリチウムの放出につ

いて 

定格電気出力にて運転中，平成 18年７

月 31日に，前日の純水補給水系の使用

量とその供給先の使用量に不整合が確

認されたことから，原因を調査してい

たところ，平成 18年８月５日に，復水

補給水系と純水系の境界となる除染純

水入口弁（以下，「当該弁」という。）

が全開（通常は全閉）となっているこ

とを確認し，直ちに当該弁を全閉状態

とした。 

 

「作業票取扱手順書」および「系統

構成台帳」等へ以下の事項を追加し

た。 

(1)ラック内の放射性と非放射性の

境界弁（止め弁）を運転部門の管理

とし，境界弁に識別表示を行う。 

(2)操作にあたっては作業票による

タグ管理とする。 

 

○ ○ 

 

35 
保全

品質 
H18.10.5 

浜岡 

放射線管理区域における個人線量計

の未着用について 

廃棄物減容処理装置建屋において，協

力会社作業員１名が，警報付個人線量

計を持たずに放射線管理区域に入域し

た。 

 

No.23と同様。 

○ × 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

（国内-3） 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中   

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－２９ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（8／30）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

36 
保全 

品質 
H18.11.20 

東海第二 

原子炉停止時冷却系停止に伴う運転

上の制限逸脱について 

定期検査中，「停止時冷却系入口流量

大」を示す警報が発報し，残留熱除

去系（Ａ）が停止した。原子炉停止

時冷却系について運転上の制限逸脱

を宣言した。 

 

(1)「作業票取扱手順書」に，同一

作業票内に点検許可期間が異なる

点検機器がある場合，作業担当者

に修正依頼および安全処置修正依

頼をする旨追記した。 

(2)ヒヤリハット事例集により，当

直員に周知した。 

○ ○ 

 

37 その他 H19.7.16 

柏崎刈羽－１～７ 
変圧器防油堤の沈下・傾き，コンク
リートのひび割れ・はく離，目地部
の開きについて 
変圧器防油堤の沈下・傾き，コンク
リートのひび割れ・はく離，目地部
の開き（10ヶ所，最大７cm）がある
ことを確認した。その後，１～３号
機の変圧器防油堤を詳細に調査した
結果，防油堤底面等に亀裂・割れを
確認した。 
 

主変圧器，所内変圧器は遮水シー

トを敷設していないため，平成 27

年度に敷設を行う。 

△ ― 

資料4.2.2-2 

反映状況の 

考察および

追加措置 

(国内-1) 

38 その他 H19.7.16 

柏崎刈羽－７ 

制御室建 屋２階 中央 制御室天 井の

地震による脱落・ひび割れ・非常灯

ずれ・点検口開放について 
中央制御室において，飾り照明の落
下，天井化粧板の脱落・ひび，非常
灯ズレ，点検口開放を確認した。地
震の震動により落下，脱落等が発生
したものと推定される。 

(1)中央制御室内天井の点検口扉
については，落下防止用チェーン
を取付け，落下防止を実施した。 
(2)核物質防護用の監視カメラに
ついては，取付は壁面に支持金具
とボードアンカで固定している。
施工会社で荷 重計算 を行った結
果，強度に約３倍の余裕があるこ
とが判明したため，対策不要と判
断した。 
(3)中央制御室の照明設備につい
ては，脱落防止対策を既に実施済
み であ るた め対策 不要 と判 断 し
た。 
(4)中央制御室空調換気系ダクト
については，耐震重要度分類Ａク
ラスで設計されており，容易に落
下 する こと はな く対策 不要 と 判
断した。 

 

○ ○ 

 

39 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H19.7.16 

柏崎刈羽－６ 
【新潟県中越沖地震】６号機の放射
性物質の漏えいについて 
平成 19年７月 16日 10時 13分頃発生
した新潟県中越沖地震に伴うパトロ
ールにおいて，12時 50分頃，６号機
原子炉建屋３階および原子炉建屋中
３階（３階と４階の中間階）の非管理
区域において水溜りを確認し，また原
子炉建屋中３階（非管理区域）上部空
調ダクト吹出口付近から水が滴下し
ていることを確認したため，試料を採
取の上，放射能の測定を行ったとこ
ろ，18時 20分，漏えい水中に放射性
物質が含まれていることを確認した。
漏えい量は，原子炉建屋３階（非管理
区域）においては約 0.6 ，原子炉建
屋中３階（非管理区域）においては約
0.9 ，放射能量はそれぞれ約 2.8×102

ベクレル，約 1.6×104ベクレルであっ
た。 
 

原子炉建屋オペフロ大物搬入口，

階段室，新燃料貯蔵ピット等の開

口部について溢水対策（防水堰設

置，防水化等）を実施した。 

 

○ ○ 

 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－３０ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（9／30）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

40 その他 H19.7.16 

柏崎刈羽 
Ⅱ．地震発生時の各安全機能等の確保
４．教訓と課題（１）運転員の訓練に
ついて 
（平成 19年 12月 19日関村ＷＧ報告

書）今回の地震発生対応は適切であ

ったものの，従来のシミュレータ訓

練では，地震発生後のスクラム対応

として，単発のトラブルが発生し，

それを保全グループに電話で対応依

頼をすれば終了という単純な訓練で

あった。これに対し，今回の地震時

には，様々なトラブルが発生し，短

時間の間にどれを優先するのかの判

断に迫られている。今後，こうした

訓練とのギャップを埋める工夫とし

て，今回の地震により発生した多重

故障（地震発生，原子炉スクラム，

所内ボイラトリップ）を分析し，地

震を起因とする多重故障への対応を

シミュレータ訓練だけでなく机上訓

練も踏まえ，具体化する必要がある。

さらに，今後，このような事象が発

生した場合の中央制御室における対

応について分析を行い，知見を蓄積

していくことが必要である。 

 

平成 20年５月から各班共通に作

成した多重事故発生時の訓練シナ

リオに基づき訓練を開始した。 

○ ○ 

 

41 その他 H19.7.16 

柏崎刈羽 
Ⅱ．地震発生時の各安全機能等の確
保４．教訓と課題（２）体制の整備・
強化について 
（平成 19年 12月 19日関村ＷＧ報告

書）今回のような地震を想定した場

合，中央制御室における冷温停止に

向けた操作と現場確認を併行して行

うのは，関係者からのインタビュー

から通常の当直体制の人員では対応

が厳しい面もある。今後は，火災の

対応体制等も含め，総合的な評価を

もとに緊急対策要員も含めた体制の

整備・強化を行う必要がある。 

 

「異常事象発生時の対応要領」で規

定している地震発生時における保

安確認等一覧表，地震発生後 発電

所設備保安確認チェックシートの

見直しを行うとともに，各班１名増

員した。 

○ 

 

○ 

 

 

42 その他 H19.7.16 

柏崎刈羽 
Ⅲ,４,（２）中越地震発生時の作業
員の管理区域からの退域について 
（平成 19年 12月 19日関村ＷＧ報告
書）地震発生等により，作業員を管
理区域から退避させる場合の避難場
所，避難後の作業員に対する表面汚
染密度の測定および避難訓練等の緊
急時の対応について検討し整備する
必要がある。 
 

「放射線管理手順書」について人の

流れがワンスルーになるよう待機

エリア，汚染検査エリア，汚染検査

手順等を見直すとともに，関係者に

周知した。 ○ ○ 

 

43 その他 H19.7.16 

柏崎刈羽 
Ⅲ,４,（３）燃料集合体の原子炉内
装荷時における着座について（３．
（２）④燃料取替機荷重異常発生） 
（平成 19年 12月 19日関村ＷＧ報告
書）５号機において原子炉内から使
用済燃料プールへ燃料を取り出す作
業を実施していた際，原子炉内燃料
座標 03－06の燃料下部が燃料支持金
具から外れていることが確認され
た。 
 

(1)燃料装荷時の燃料着座位置（Ｚ

軸指示値）の目標範囲を設定し管

理をすることとした。 

(2)燃料装荷時のＺ軸指示値の目

標範囲は，定期検査の都度，燃料

取出時のＺ軸指示値実績を検討し

適切に設定することとした。 

○ ○ 

 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中   

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－３１ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（10／30）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

44 その他 H19.7.16 

柏崎刈羽 
Ⅲ．地震発生に伴い発生した不適合
事象４．教訓と課題（１）ホウ酸水
注入系配管保温材の損傷について 

（平成 19年 12月 19日関村ＷＧ報告

書）定期検査の際に使用する仮置き

物品等については，地震により，安

全重要度の高い機器等に損傷を与え

ないよう適切に固縛を行う等，対策

を行う必要がある。 

 

「本館建物内仮置き物品の地震
対策について」により，現場への
仮置き物品の地震対策を策定し，
作業安全管理部会にて協力会社
に周知した。 

○ ○ 

 

45 その他 H19.7.16 

柏崎刈羽 
Ⅳ．４．（２）運転員の訓練カリキュ
ラム作成プロセスにおける根本原因
について 

（平成 19年 12月 19日関村ＷＧ報告

書）通常使用出来るグランド蒸気俳

風機の自動化機能が使用出来なかっ

たため手動操作で対応していたが，

グランド蒸気排風機の停止操作に関

する手動操作の訓練が実施されてい

なかったため，グランド蒸気排風機

停止の認識が薄く停止操作が適切に

実施されなかった。今後，通常使用

する設備，機能が地震災害等により

使用できない状況を想定した運転員

の訓練カリキュラムが作成されるよ

うに訓練カリキュラム作成プロセス

を改善する必要がある。 

 

「原子力運転研修手順書」の研修
計画作成の項に，中越沖地震事象
の反映として行う教育訓練等に
ついて，教育計画に反映する旨追
記した。 

○ ○ 

 

46 その他 H19.7.16 

柏崎刈羽 

Ⅳ．４．（４）管理区域に隣接する非

管理区域への放射性物質を含む漏え

いのリスクを考慮しない放射線管理

プロセスの問題について 

（平成 19年 12月 19日関村ＷＧ報告

書）管理区域に隣接する非管理区域

における放射性物質を含む漏水のサ

ンプリング手法が定められていなか

ったため，漏水の分析が遅れ放射性

物質を含む水を系外に放出した。今

後，管理区域に隣接する非管理区域

の管理のプロセスを構築し，通常時

の管理および地震等災害時の管理に

ついて明確にしておく必要がある。 

 

(1)「放射線管理手順書」に，地震

等により管理区域の内外 において

漏えい水等が複数箇所で発生 した

場合は，管理区域外の漏えい水等を

優先して分析する旨追記した。 
(2)「非常時災害対策手順書（プラ
ント監視班）」に流出防止の処置チ
ェックシートを作成し管理する旨
追記した。 
(3)「放射線管理手順書」の漏えい
水の対応について，サンプリング手
法および役割分担を明確にした。 

○ ○ 

 

47 その他 H19.7.16 

柏崎刈羽－４，６，７ 

使用済み燃料貯蔵プール内の水中作

業台の外れについて 

地震後のパトロールにおいて，使用

済燃料貯蔵プール内に取り付けられ

ている水中作業台が外れ，使用済燃

料 上 に 落 下 し て い る こ と を 確 認 し

た。 

 

(1)「工事施工管理手順書」およ

び「工事管理仕様書」へ使用済燃

料プール，原子炉内で使用する機

材の落下防止について明記した。 

(2)水中作業台については作業で必

要な時のみ取り付ける運用とした。

○ ○ 

 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中   

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－３２ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（11／30）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

48 
保全 

品質 
H19.7.16 

柏崎刈羽－１～７ 
中越沖地震各サービス建屋退域モニ
タ故障について 

平成 19年７月 16日発生の新潟県中

越沖地震により，各サービス建屋退

出モニタで検出器のズレ（検出器の

飛び出し），駆動部故障が発生した。

（１，２号機サービス建屋７台中６

台で検出器ズレ等発生。３，４号機

サービス建屋８台全て検出器ズレ発

生。５号機サービス建屋６台中５台

で検出器ズレ発生。６，７号機サー

ビス建屋８台中７台で検出器ズレ発

生。） 

 

No.42と同様。 

○ ○ 

 

49 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H19.7.16 

柏崎刈羽－１～７ 

【新潟県中越沖地震】１～７号機原

子炉建屋オペレーティングフロアに

おける溢水について 

(1) 原子炉建屋３階オペフロ全域水

浸し 

(2) 原子炉建屋使用済み燃料プール

水飛散 

(3) 原子炉建屋オペフロ床への使用

済燃料プール水飛散 

(4) 原子炉建屋使用済み燃料プール

水散逸による原子炉建屋オペフロ水

浸し・ＳＦＰ混濁不可視 

(5) 原子炉建屋オペフロほぼ全域へ

の使用済燃料プール水飛散 

(6) 原子炉建屋（管理）オペフロほぼ

全域への使用済燃料プール水飛散 

(7) 原子炉建屋４階オペフロ全域水

たまり有り 

 

原子炉建屋オペフロの階段，エレ
ベータ，大物搬入用開口周囲床面
への防水堰設置およびコンクリ
ートハッチ部止水処理を行った。 

○ ○ 

 

50 

柏崎刈羽－１ 

励磁変圧器からの油漏れおよび基礎ベ

ースからのずれについて 

新潟県中越沖地震により，所内変圧器

１Ａと相分離母線のずれによる基礎ボ

ルトの切断・励磁変圧器からの油漏れ

および基礎ベースからのずれが発生し

た。また，主変圧器基礎ボルト折損お

よびクーラ母管と本体間からの油リー

ク，励磁用変圧器基礎部バスダクト横

ずれ，励磁用変圧器基礎ボルト切断，

相非分割母線沈下が発生した。 

 

51 

柏崎刈羽－２ 

励磁用変圧器基礎部バスダクト横ずれ

について 

 

52 

その他 
H19.7.16 

 

柏崎刈羽－３ 

励磁用変圧器基礎ボルト切断，相非分

割母線沈下について 

 

主変圧器，所内変圧器は遮水シー

トを敷設していないため，平成 27

年度に敷設を行う。 

また，設備更新時に変圧器ダクト

ピース（コイル間絶縁筒）の固定

お よ び 内 部 鋼 材の 一 部 変 更 を 行

う。 

△ ― 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中   

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－３３ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（12／30）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

53 
保全 

品質 
H19.7.31 

柏崎刈羽－３ 

原子炉建屋地下２階ホウ酸水注入系注

入ライン配管板金保温へこみについて 

新潟県中越沖地震後の現場確認作業

で，原子炉建屋地下２階にあるホウ酸

水注入系注入ライン配管（格納容器外

側貫通部）板金保温材に点検機材が移

動してぶつかったと思われるへこみが

確認された。 

 

No.44と同様。 

○ ○  

54 その他 H19.8.8 

ＪＡＮＴＩ 

ガス消火装置の運用管理の留意事項に

ついて 

ピーチボトム原子力発電所２，３号機

の非常用ディーゼル発電機において，

壁掛け型可搬式二酸化炭素ガス消火装

置のシール劣化により，二酸化炭素ガ

スが放出された。制御室に報告され非

常用ディーゼル発電機室内にいた作業

員は退避し，アラートが宣言された。 

(1)「安全管理手順書」にガス消

火設備設置エリア内での作業に

ついて追記するとともに，同手順

書様式の安全対策計画書に「炭酸

ガス／ハロン消火設備」を追加し

た。 

(2)「安全対策仕様書」に，ガス

消化設備設置エリア内での作業

について追加した。 

 

○ ○ 

 

55 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H19.9.3 

大飯－１ 

Ａ－封水注入フィルタ付近からの漏洩

について 

定格熱出力一定運転中，運転員が加圧

器および体積制御タンクの水位が低下

傾向にあることを確認した。 

直ちに関連パラメータを確認したとこ

ろ，補助建屋の床ドレンタンク水位の

上昇傾向が確認されたため，補助建屋

内の点検を行った結果，補助建屋 17m

のフィルタバルブ室内の天井から水漏

れを確認し，Ａ－封水注入フィルタ付

近から漏えいしていることが判明し

た。 

 

「工事管理仕様書」および「工事

施工管理手順書」に，ガスケット

の種別によってギャップ管理（締

付管理および隙間管理）またはト

ルク管理を行うため，締付管理の

方法をフランジ毎に明確にした。

なお，ポンプ（タービン）ケーシ

ング部については明確に定まっ

ていないため，フランジ組立作業

の管理方法にポンプ（タービン）

ケーシング部の記載を追記した。 

○ ○ 

 

56 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H19.9.19 

泊－１ 

非常用ディーゼル発電機起動不能に伴

う原子炉手動停止について 

泊発電所原子炉施設保安規定に基づ

き，平成 19年９月 18日，１Ｂ－非常

用ディーゼル発電機の定期試験を行っ

ていたところ，「シリンダ冷却水圧力異

常低」により自動停止し，動作不能と

なった。 

これに伴い，保安規定に基づき，残り

の１Ａ－非常用ディーゼル発電機が動

作可能であることを確認するため，同

日確認運転を実施し，異常は認められ

なかったが，９月 19日に再度確認運転

を実施したところ，１Ａ－非常用ディ

ーゼル発電機が起動不能となり，非常

用ディーゼル発電機が２基とも動作不

能となった。 

 

(1)以下 の 内 容を 調 速装 置 分 解 点

検に係る要領書に反映した。 

a.調速装置本体外面の目視検査項

目に「ネジ接続部」を追加する。

b.調速装置本体のネジ接続部には

ロックタイトを使用し，シールテ

ープは使用禁止とする。 

c.潤滑油の補給，取替えを行う際

は，フィルタを介す旨追記する。                                              

(2)「工事施工管理手順書」およ

び「工事管理仕様書」に異物混入

防止に係る事項を追記した。 

○ ○ 

 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中   

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－３４ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（13／30）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

57 
保全 

品質 
H19.9.26 

福島第一－３ 
コンクリートピット内設置のポンプ
バレルの健全性確認について 

給水加熱器ドレンポンプのコンクリー

トピットに水が溜まっていることが確

認された。その後の調査で，同ピット

内に設置されている同ポンプバレルの

３台中２台において，腐食による貫通

孔が発生していることが判明した。 

 

復水ポンプのピットバレル点検

（吊上げによる清掃・目視検査お

よび肉厚測定）を点検計画・点検

計画表に反映した。 

○ ○ 

 

58 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H19.11.10 

女川－３ 
気体廃棄物処理系における水素濃度
上昇に伴う原子炉停止について 
第４回定期検査中の原子炉起動時に
おいて，平成 19年 11月 10日に発電
再開したところ，12時 11分，気体廃
棄物処理系「排ガス除湿冷却器出口
水素濃度高」警報が発生した。確認
したところ，除湿冷却器出口の水素
濃度が 0.4％から，計器上限（５％）
に上昇しており，さらに，警報発生
後，気体廃棄物処理系流量が上昇
（7.2m3／h→27.1m3／h）した。 
原因を調査するために，運転手順書
に基づき，15時 19分，原子炉を手動
で緊急停止した。 
 

「タービン設備別運転要領書」お

よび「発電所起動停止運転要領書」

へ排ガス処理系系統流量の確保に

ついて追記した。 

○ ○ 

 

59 
保全 

品質 
H19.11.11 

柏崎刈羽－５ 
燃料集合体の燃料支持金具からの外
れについて 
平成 19年 11月３日から炉内点検の
ため原子炉内から使用済燃料プール
へ燃料移動作業を行っていたが，11
月 11日，764体中 705体目の燃料（最
外周部）を移動していたところ，燃
料交換機の荷重が大きくなったこと
を示す警報が発生し，燃料交換機の
自動運転が停止した。 
 当該燃料集合体を除いた残りの燃
料の移動作業が終了した後，11月 14
日，水中カメラを使用して当該燃料
集合体の外観を点検したところ，燃
料集合体が正しい装荷位置である燃
料支持金具から外れていることを確
認した。 
 

No.43と同様。 

○ ○ 

 

60 
保全 

品質 
H19.11.18 

福島第一－６ 
燃料交換機の不具合について 
定期検査中，原子炉内への燃料装荷
作業において，燃料を吊っていない
状態で燃料交換機の主マストを巻き
上げていたところ，主マストの不具
合を示す信号が発生し，燃料交換機
が自動停止した。 
 

スプリングの定期取替（１回／５

定期検査）を点検計画・点検計画

表に反映した。 

○ ○ 

 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中   

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－３５ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（14／30）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

61 
保全 

品質 
H19.12.15 

大飯－２ 
第２段湿分分離加熱器空気抜管から
の僅かな蒸気漏れに伴う原子炉手動
停止について 
第 21回定期検査で，平成 19年 12月
15日６時 00分に調整運転を開始し，
15時 50分に電気出力 30％に達した
後，計画的に２次系の点検を行って
いたところ，17時 45分頃，点検中の
保修課員が湿分分離加熱器の加熱蒸
気側水室に接続されている第２段湿
分分離加熱器空気抜管の保温材から
僅かに蒸気が出ているのを確認した
ところ，空気抜管直管部のドレント
ラップ出口配管合流部背側に，目視
では確認できない僅かな漏えい箇所
が確認された。 
 

第 29回定期検査において，測定実

績のない１箇所について，配管肉

厚測定を実施し，異常がないこと

を確認した。 

○ ○ 

 

62 その他 H20.1.25 

ＪＡＮＴＩ 
仮設足場設置時の留意事項について 
(1)仮設足場を設置する区域内の動
作機器（特に弁，ダンパ）の可動範
囲や監視計器の位置を踏まえて，そ
の範囲に足場を設置しない仕組み，
および仮設足場と機器等の最小隔離
距離が仮設足場の手順書・基準等の
文書（以下「手順書等」という。）に
記載されているかを確認し，必要に
応じて反映すること。 
(2)プラ ント運 転中 およ び定期 検査
時に設置される仮設足場が安全系機
器等の運転に支障をおよぼさないこ
とを評価するプロセス，および仮設
足場の完成時に安全系機器等と適切
な間隔が保たれていることを確認す
ることが手順書等に定めてあるか確
認し，必要に応じて反映すること。 
 

(1)「工事施工管理手順書」およ

び「工事管理仕様書」に，仮置物

品については，弁アクチュエータ

の行程内等，機器の作動範囲内に

置かないことについて追記した。

(2) 「工事における安全管理手順

書」および「安全対策仕様書」に，

仮設足場の設置等については，弁

アクチュエータの行程内等，機器

の作動範囲内に仮設足場等を設置

しないことを追記した。 

○ ○ 

 

63 
保全

品質 
H20.2.13 

福島第一－５ 
洗濯設備乾燥機排気ダクトの構外へ
の持ち出しについて 
定期検査中の５号機サービス建屋に
おいて，過去に撤去済みの洗濯設備
乾燥機につながっていた排気ダクト
の一部（非管理区域設置部分。以下，
「当該ダクト」という。）が撤去され，
本来発電所構内で保管されるべきと
ころ，構外に持ち出されていたこと
を確認した。当該ダクトは洗濯設備
乾燥機の排気に使用していたもので
あるため，内面に放射性物質による
汚染の可能性が考えられることか
ら，ただちに当該ダクトの残りの部
分について汚染検査を実施し，汚染
のないことを確認した。 
 

「工事施工管理手順書」に非管理

区域内に設置されている配管やダ

クト等についても，管理区域との

接続により放射性物質による汚染

がないか確認する旨追記した。 

○ ○ 

 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－３６ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（15／30）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 
予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

64 その他 H20.2.14 

ＮＩＳＡ指示文書 
「ＥＲＳＳへのデータ伝送に係る当
面の運用変更について（依頼）」 
Emergency Response Support System
（以下「ＥＲＳＳ」という。）へのデ
ータ伝送については，原子力災害対
策特別措置法（平成 11年法律第 156
号）第 10条第１項の規定に基づく通
報すべき事象を契機として開始する
運用としています。今般，旧原子力
安全・保安院は，平成 19年新潟県中
越沖地震での課題を踏まえ，原子力
発電所周辺で大規模地震が発生した
場合における情報連絡体制の整備の
一環として，緊急時に当該発電所の
運転情報や放射線モニタ測定値等を
迅速かつ確実に収集できるＥＲＳＳ
を地震時にも活用していくこととし
ました。つきましては，実用発電用
原子炉設置者および独立行政法人日
本原子力研究開発機構に対し，新規
ＥＲＳＳのシステムと接続され運用
が開始されるまでの期間，下記のと
おりＥＲＳＳへのデータ伝送の実施
を求めます。 
(1)原子力発電所が立地する市町村
において震度６弱以上の地震が発生
した場合には，当該発電所の設置者
は，直ちにＥＲＳＳへのデータ伝送
を開始する。 
(2)原子力発電所が立地する道府県
において震度６弱以上の地震が発生
し，かつ，当院から特に指示があっ
た場合には，当該発電所の設置者は，
直ちにＥＲＳＳへのデータ伝送を開
始する。 
 

以下の運用とした。 

(1)松江市において震度６弱以上

の地震が発生した場合には，直ち

にＥＲＳＳへのデータ伝送を開始

する。 

(2)島根県内において震度６弱以

上の地震が発生し，かつ旧原子力

安全・保安院から特に指示があっ

た場合には，直ちにＥＲＳＳへの

データ伝送を開始する。 

(3)Safety Parameter Display 

System（以下「ＳＰＤＳ」という。）

伝送端末を連絡責任者席に追設

し，「ＳＰＤＳ伝送マニュアル」を

作成する。 

(4)ＳＰＤＳ伝送操作は，連絡責任

者・連絡担当者が実施する。 

(5)上記について，連絡責任者・連

絡担当者へ周知する。 

 

○ ○ 

 

65 
保全 

品質 
H20.3.11 

福島第一－４ 
廃棄物地下貯蔵設備建屋の排気ダク
トの不具合について 
排気ダクトの点検調査を行っていた
協力企業作業員より，廃棄物地下貯
蔵設備建屋内の排気を主排気筒へ導
くダクトに穴が開いているとの連絡
があった。 

空調ダクトについては，巡視点検

および点検計画・点検計画表に基

づいた点検を実施しており，腐食

等がみられた場合は適宜，補修・

取替え等の対応を行っているが，

屋外ダクトおよび外気取入ダクト

に特化した点検頻度，内容等につ

いて検討中である。 

 

△ ― 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

66 
保全 

品質 
H20.4.1 

志賀－２ 
原子炉起動気体廃棄物処理系におけ
る水素濃度上昇に伴う原子炉停止に
ついて 
「排ガス除湿冷却器出口水素濃度
高」の警報が発生した。状態確認お
よび排ガス流量調整後，出力降下準
備を行い，原子炉出力降下を開始し，
警報がクリアした。以降，気体廃棄
物処理系への空気供給量を増加する
ことにより，排ガス除湿器出口水素
濃度を低下させる調査をしたが，点
検のため原子炉を停止した。 

(1)排ガス再結合器の金属触媒を
ベーマイトの割合を少なくした
対策触媒に取替え水素濃度が上
昇しないことを確認した。 
(2)タービンパッキンケースのシ
ール材を亜麻仁油に変更し，排ガ
スサンプリング分析を行いシロ
キシサン濃度が十分低いことを
確認した。 
(3)「発電所起動停止運転要領書」
へ排ガス再結合器ヒータの運用に
ついて，プラント停止中においても
通電し過熱する旨追記した。 
(4) 排ガス除湿冷却器水素濃度の
計測時間の遅れを改善するため，サ
ンプリング配管の口径を変更した。

 

○ ○ 

 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中   

再発の有無    ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外  



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－３７ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（16／30） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

67 
保全 

品質 
H20.4.25 

柏崎刈羽－４ 

【新潟県中越沖地震関連】制御盤の電

源装置の位置ずれについて 

中央制御室内にある平均出力領域モニ

タ の制 御 盤 内部 を点 検 し てい た と こ

ろ，当該モニタに関する電源装置の１

つが，正規の位置から取り出し方向に

数 cmずれていることを確認した。 

また，制御棒引抜監視装置の制御盤
内部も点検したところ，同様に２つ
の電源装置が，正規の位置から取り
出し方向に数 cmずれていることを確
認した。 
 

第 29回定期検査において平均出力
領域モニタ制御盤および制御棒引
抜監視装置の電源装置前面に抜け
止め金具を取付け，ユニット正面方
向への位置ずれを防止した。 

○ ○  

68 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H20.5.25 

福島第一－５ 

高圧注水系と原子炉隔離時冷却系不具

合による手動停止について 

高圧注水系（以下，「ＨＰＣＩ」という。）

の確認運転のため，ＨＰＣＩポンプを

起動したところ，「ＨＰＣＩタービント

リップ」等の警報が発生した。 

 また，ほぼ同時に現場において，Ｈ

ＰＣＩ蒸気加減弁付近から蒸気のよう

な白いもやが発生していることを確認

した。ＨＰＣＩポンプ起動時に蒸気が

漏えいした可能性があることから，Ｈ

ＰＣＩが動作可能な状態にないと判断

し，保安規定第 39条で定める運転上の

制限（以下，「ＬＣＯ」という。）から

の逸脱を判断した。ＬＣＯ逸脱に伴い，

保安規定第 39条で要求される措置と

して原子炉隔離時冷却系（以下，「ＲＣ

ＩＣ」という。）の動作確認を行うため，

ＲＣＩＣポンプを起動した。手順書に

基づきＲＣＩＣポンプ吐出圧力を調整

するため，ＲＣＩＣテストバイパス弁

の開度を調整したところ，ＲＣＩＣポ

ンプが自動停止した。 

 

「工事施工管理手順書」および「工
事管理仕様書」に，フランジ組立て
作業において，倍力装置を使用する
場合は，倍率等の設定値を記録する
よう追記した。 

○ ○  

69 その他 H20.6.27 

電事連 

制御盤内における写真撮影の制限につ

いて 

主給水ポンプ速度制御信号プロセッサ

近くでデジタルカメラを使用し，高周

波干渉により同ポンプ速度が低下し，

蒸気発生器水位低下，手動でプラント

トリップ。デジタルカメラのフラッシ

ュライトにより計装用空気乾燥制御盤

ＥＰＲＯＭのマイクロプロセッサに影

響をおよぼし，同乾燥機が制御不良と

なった。 

 

(1)「工事管理仕様書」に，電波

を出す機器の管理に関する記述

他を追記するとともに，社内およ

び協力会社へ周知した。 

(2) 制御盤等の入口に使用禁止表
示を貼付けた。 

○ ○  

70 
保全 

品質 
H20.6.30 

福島第一－３ 

屋外空調ダクトの点検作業状況につい

て 

各建屋の空調系ダクトの外観やつなぎ

目部など，合計 348箇所の点検を実施

した結果，３号機タービン建屋換気系

排気筒と排気ダクトのつなぎ目の一部

分から気体が漏えいしていることを確

認した。 

 

No.65と同様。 

△ ― 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中 

再発の有無    ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－３８ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（17／30）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

71 その他 H20.7.10 

ＪＢＳＩＬ 

志賀－２気体廃棄物処理系停止中の保

管方法について 

原子炉起動時に気体廃棄物処理系排ガ

ス再結合器出口の水素濃度が上昇した

ため，原子炉を手動停止した。気体廃

棄物処理系停止中においては，排ガス

復水器周りのドレン抜きおよび排ガス

再結合器電気ヒータを通電状態で保管

する。 

 

「発電所起動停止運転要領書」へ排
ガス再結合器ヒータの運用につい
て，プラント停止中においても通電
し過熱する旨追記した。 

 

○ ○  

72 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

（法律） 
H20.7.23 

敦賀－２ 
タービン動補助給水ポンプ起動入口弁
の動作不良について 
タービン動補助給水ポンプの試運転に

伴い，通常全閉状態であるタービン動

補助給水ポンプ起動入口弁および全開

状態とするため，各弁の操作スイッチ

を同時に自動から開にしたところ，数

秒後に中央制御室にて ｢直流電動弁過

負荷」警報が発報した。 

 

第 29回定期検査時に，高圧注水系

蒸気外側隔離弁（電動弁）につい

て，旧型ブレーキであるため，接

着剤およびリベット止めの併用で

ある新型ブレーキ付電動機に取替

えを行った。 ○ ○ 

 

73 
保全

品質 
H20.8.12 

福 島 第一 － ２  
高 圧 注 水 系 電 動 弁 の 動 作 不 良 に と
も な う 運 転 上 の 制 限 か ら の 逸 脱 に
つ い て  
定 格 運転 中 ，高 圧 注 水 系の 電動 弁 の
開 閉 試験 を 行 っ た が，完 全 に閉 ま っ
た 状 態 に な る べ き ミ ニ マ ム フ ロ ー
弁 が 完 全 に は 閉 ま ら な い こ と が 確
認 さ れた 。  
 

電動弁アクチュエータについて，同

年代に製作された物は，同様の不具

合が発生することが想定されるた

め，電動弁アクチュエータ点検時期

に合わせねじ部の点検等を実施す

る。 

 

△ ― 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

74 
保全 

品質 
H20.10.10 

東 海 第二  
雑 固 体 減 容 処 理 設 備 冷 却 室 内 に お
け る 溶 融 金 属 等 の 飛 散 に 伴 う 発 煙
に つ いて  
増 強 廃 棄 物 処 理 建 屋 ２ 階 の 雑 固 体
減 容 処 理 設 備 溶 融 炉 キ ャ ニ ス タ 冷
却 室（昇 降 機 エ リア ）（ 以 下 ，「 冷 却
室 」 と い う 。） に て 現 場 管 理 し て い
た 雑 固 体 減 容 処 理 設 備 委 託 運 転 員
が ，キ ャ ニ スタ 昇 降 機に 定 置さ れ た
キ ャ ニ ス タ が 通 常 に 比 べ 早 い 速 度
で 降 下し ，着座 時 のシ ョ ッ クで 溶 融
物 が 床面 に 飛 散 ，冷却 室 内 に白 煙 が
発 生 ・ 充 満 し て い る こ と を 確 認 し
た 。  

(1)電動機ファンカバーを取付け，

異物混入防止を図った。 

(2)溶融炉下部床面に断熱材を敷

き，作業性の観点からその上にＳＵ

Ｓ鋼板の敷詰めを行った。 

(3)キャニスタコンベヤ室および冷

却ボックス室の床面に断熱材の敷

詰め，断熱処理を強化した。 

(4)冷却室壁面に貼り付けてある断

熱パネル間の隙間に断熱材を充填

することにより，溶融物の外部流出

防止を図った。 

 

○ ○ 

 

75 その他 H20.10.14 

柏崎刈羽－１，３ 
排気筒モニタサンプリングラインの
損傷について 
定期検査中，主排気筒放射線モニタサ
ンプリング配管について保温材取外し
後の点検を実施していたところ，当該
配管の吸込側配管（直径約 20mm）に幅
約４mm（最大），長さ約５cmの損傷が
１箇所あり，外気を吸引している可能
性があることを確認した。 
 

(1)各点検計画・点検計画表に屋外

サンプリング配管の目視点検を追

記した。 

(2)主排気筒モニタラックから検出

点のサンプリング配管の外観点検

を行い，損傷・腐食等異常のないこ

とを確認した。 

 

○ ○ 

 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－３９ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（18／30）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

76 
保全 

品質 
H20.10.22 

福島第一－１～６ 
屋外空調ダクト点検および予防保全
作業の終了について 
(1)福島第一原子力発電所における
屋外空調ダクトの点検作業終了につ
いて 
３箇所のつなぎ目等から気体が漏え
いしていることを確認。 
(2)福島第一原子力発電所５，６号機
タービン建屋における空調ダクトの
建屋貫通部の不具合について 
空調ダクトの建屋貫通部において気
体が建屋内に流入している箇所が確
認された。 
(3)福島第一原子力発電所３，４号機
原子炉建屋排気ダクト接続部からの
空気の漏えいについて 
排気ダクト接続部のシールテープを
一部剥がして放射能を測定した結
果，放射性物質は確認されなかった。 
(4)福島第一原子力発電所における
屋外空調ダクト（本体）および屋外
空調ダクト建屋貫通部の点検作業終
了について 
最終的に８箇所で漏えいを確認。 
(5)福島第一原子力発電所における
屋外空調ダクト接続部の漏えい防止
機能強化作業の終了について 
平成 20年 10月 22日に屋外空調ダク
ト接続部の漏えい防止機能を強化す
る作業をすべて終了し，新たな空気
の漏えい箇所は確認されなかった。 
 

No.65と同様。 

△ ― 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

77 その他 H20.11.13 

ＪＢＯＧ 
トラブル情報・信頼性向上ＷＧ 白
金触媒の運用に係るサブＷＧ 
非凝縮性ガス対策として，計装系の
計器および計装配管の一部に白金触
媒を設置している。 
白金触媒の能力は，その表面積に依
存することから，常に反応に必要な
表面積を確保することが重要である
が，設置環境により，プロセス配管
流体の中に含まれる水垢，クロム等
の汚れが白金触媒の表面に付着し，
白金触媒表面の露出面積が減少する
ことにより，触媒効率が低下する恐
れがあることから，定期的な点検・
取替え等メンテナンスを行う必要が
ある。 
 

第 29回定期検査においてタービン

設備である機械式圧力調整器検出

配管内の白金触媒点検および取替

えを行った。 

また，点検方法・周期について点検

計画・点検計画表に追加した。 

 
○ ○ 

 

78 
保全 

品質 
H20.11.22 

柏崎刈羽－７ 
タービン建屋における火災について 
定期検査中，タービン建屋 1階大物
搬入口付近（管理区域）で洗浄機を
使用して低圧タービン（Ａ）ロータ
の洗浄作業を行っていたところ，洗
浄液に引火し火災が発生した。 

「工事における安全管理手順書」お

よび「安全対策仕様書」に，以下の

事項を追記した。 

(1)危険物取扱作業場所では電動洗

浄機および電動噴霧機は使用 しな

いこと。 

(2)危険物取扱作業場所およびその

周辺で使用する電動器具等は 防爆

構造のものを使用する。 

 

○ ○ 

 

79 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H20.12.11 

敦賀－１ 
中央制御室換気空調系外気取り入れ
ダクトの腐食について 
中央制御室換気空調系送風機ＨＶＡ
－１Ｂの点検後の試運転時に換気系
室の点検を行っていたところ，サー
ビス建屋３階に設置されている中央
制御室換気空調系外気取り入れダク
トに２箇所の腐食孔（長さ約 20cm，
幅約 10cmと長さ約 10cm，幅約 10cm）
があり，腐食孔から外気の吸い込み
があることが確認された。 
 

中央制御室空調換気系外気取り入

れダクトについては耐食性を 考慮

した材料，塗装を使用 するととも

に，巡視点検および点検計画・点検

計画表に基づいた点検を実施 して

おり，腐食等がみられた場合は適

宜，補修・取替等の対応を行ってい

るが，屋外ダクトおよび外気取入ダ

クトに特化した点検頻度，内容等に

ついても検討中である。 

 

△ ― 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 

 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－４０ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（19／30）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

80 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

（法律） 
H20.12.22 

浜岡－３ 
非常用ディーゼル発電機（Ａ）の動
作不能について 
定格熱出力一定運転中非常用ディー
ゼル発電機（Ａ）の確認運転（定期
試験）を行っていたところ，定格出
力到達後のガバナスイッチによる出
力降下操作中に，同スイッチによる
降下操作ができなくなった。 

作業要領書へ以下の内容を反映す

るとともに工場返送により分解点

検を行った。 

(1)異物のないことを確認した専

用のトレーを使用し，その中で点

検作業を実施する。 

(2)部品の手入れおよび組立時に

エアブローを実施する。 

(3)ブラシ取り付け時に，異物の噛

み込みがないことを確認する。 

(4)剥がれかかっている電気絶縁

ワニスを除去する。 

 

○ ○ 

 

81 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H20.12.30 

浜岡－５ 
調整運転中における原子炉の手動停
止について（気体廃棄物処理系の水
素濃度上昇） 
平成 20年 12月 27日に原子炉を起動
し，同月 29日除湿冷却器出口水素濃
度が約 0.3％から緩やかに上昇を始
めた。翌 30日午前０時過ぎより除湿
冷却器出口水素濃度の上昇率が上が
った。その後，同 27分に「排ガス除
湿冷却器出口水素濃度高」の警報が
点灯した。このことから，排ガス再
結合器の機能が低下していると考
え，気体廃棄物処理系を隔離し原子
炉を手動停止させた。 
 

No.66と同様。 

○ ○ 

 

82 
保全

品質 
H20.12.31 

敦賀－１ 
新廃棄物処理建屋換気系ダクトの腐
食について 
第 32回定期検査中に確認された中央
制御室換気空調系外気取り入れダク
トの腐食事象を踏まえ，換気系ダク
トについて点検を行っていたとこ
ろ，屋外巡視点検にて新廃棄物処理
建屋換気系の屋外ダクトの一部に腐
食が確認された。 
 

No.65と同様。 

△ ― 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

83 
保全 

品質 
H21.1.29 

敦賀－２ 
サービス建屋換気系排気ダクトの腐
食について 
敦賀発電所１号機で確認された中央
制御室換気空調系外気取り入れダク
トの腐食事象を踏まえ，敦賀発電所
２号機の換気ダクトについて点検を
行ったところ，サービス建屋内（管
理区域内）の空気を原子炉補助建屋
から排出するために設置されている
屋外ダクトの一部に腐食孔が確認さ
れたため，当て板（鋼板）による補
修を行った。 
 

No.65と同様。 

△ ― 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

84 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

（法律） 
H21.2.25 

福島第一－１ 
起動操作中の福島第一原子力発電所
１号機における原子炉の手動停止に
ついて 
起動操作中，｢原子炉圧力高」などの
警報が発生し，それまで開いていた
タービンバイパス弁が閉まっていた
ことを確認した。このため，原子炉
の状態を確認したところ，原子炉圧
力が約 7.1MPaまで上昇していたた
め，保安規定第 38条で定める「運転
上の制限」を満足していないと判断
した。 
 

タービンバイパス弁駆動機構の定

期的な分解点検（1回／10定期検

査）および分解点検時におけるロ

ックナットのトルク管理につい

て，点検計画・点検計画表へ反映

した。 
○ ○  

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－４１ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（20／30）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

85 
保全 

品質 
H21.4.11 

柏崎刈羽 
柏崎刈羽原子力発電所大湊側予備品
倉庫における火災について 
大湊側（防護区域外）予備品倉庫の
火災報知器が発報したことから当直
長より消防署へ通報を行った。 
 

各倉庫の換気扇の点検を実施し，

異常のないことを確認した。なお，

今後は倉庫の定例点検にあわせて

点検を実施する。 
○ ○ 

 

86 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H21.4.22 

浜岡－４ 
人身災害の発生について 
第 11回定期点検中のところタービン
建屋３階（放射線管理区域）組合せ
中間弁（Ａ）付近で，保温材取付け
作業に従事していた作業員が，組合
せ中間弁（Ａ）の弁駆動部に左足の
甲を挟まれ負傷した。当該弁駆動部
は，電気油圧式タービン制御装置取
替後のシミュレーション試験におい
て，タービン過速度の模擬信号によ
り閉弁したものであり，試験にあた
っては，当該エリアへの入口に「関
係者以外立入禁止」標識の設置と，
試験前の現場確認は実施したもの
の，試験中の監視員の配置は行って
いなかった。 
 

「工事施工管理手順書」に，試験

で機器が動く箇所への保温取外

し，取付作業および塗装作業は個

別作業票にて管理する旨を追記す

るとともに，協力会社に周知した。 

 

○ ○ 

 

87 その他 H21.4.24 

ＪＢＯＧ 

変圧器および変圧器防災設備他信頼

性向上対策のうち地震後の変圧器健

全性評価の精度向上 

(3-4)大規模な地震後の変圧器健全

性評価の精度向上策 
①変圧器エリアへの加速度計の設置 
 

変圧器エリアへ加速度計を設置し

た。 

 

○ ○ 

 

88 その他 H21.4.24 

ＪＢＯＧ 

変圧器防災設備の防災性向上(その

１) 

火災の検知および消火対策として以

下のいずれかの対策(同等と考える

対策でも問題なし)を実施する。 

(1)炎検知器を設置し，中央制御室等

への警報点灯。 

(2)監視カメラ設置［映像解析ソフト

によるモニタ切替もしくは手順書整

備（地震時にＩＴＶにて監視する手

順）］ 

 

「防災業務委託仕様書」に，震度

５弱以上の地震等の事態が発生し

た 場 合 は ， 臨 時 に 消 防 設 備の 点

検・構内パトロールを実施するこ

とを追記した。 

○ ○ 

 

89 その他 H21.4.24 

ＪＢＯＧ 

変圧器防災設備の防災性向上（その

３） 

絶縁油の漏えいする可能性に応じ

て，拡散防止策を実施する。 

 

No.37と同様。 

△ ― 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－４２ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（21／30）  

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

90 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H21.5.5 

浜岡－４ 

調整運転中における原子炉の手動停

止について（気体廃棄物処理系の水

素濃度上昇） 

５月５日４時 59分に発電機を並列

し，15時 59分より発電機出力約

550MWで維持していた。排ガス復水器

出口水素濃度は，0.2％程度で推移し

ていたが，17時 15分頃，運転員が水

素濃度が上昇傾向にあることを確認

した。水素濃度は 17時 28分に２％

に達し，その後も上昇を続け，同 34

分に４％を超過したことから，同 49

分に原子炉を手動停止させた。 

 

No.66と同様。 

○ ○ 

 

91 
保全

品質 
H21.5.25 

敦賀－1 

ヒータドレン系配管の肉厚測定結果

について 

第 32回定期検査の配管肉厚測定にお

いて，第１給水加熱器から復水器ま

でのヒータドレン系配管のエルボ２

箇所（オリフィス上流ライン）に，

必要最小厚さを下回る測定結果を確

認した。 

 

第 29回定期検査において類似箇

所の肉厚測定を実施し，異常のな

いことを確認した。 

○ ○ 

 

92 
保全 

品質 
H21.8.7 

敦賀－２ 

原子炉格納容器 No.１エアロック内

側扉均圧弁シートリークについて 

漏えい率検査を行うためエアロック

内側扉と外側扉間を加圧したが，圧

力に降下が認められたことから No.

２エアロックより格納容器内に立ち

入り，状況を確認したところ，閉状

態である No.１エアロック内側扉均

圧弁より僅かなシートリークが確認

された。 

 

第 29回定期検査復旧時に当該ボ

ル ト が 適 正 ト ル クで 締 め 付 け ら

れていることを確認する。 

△ ― 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

93 
保全 

品質 
H21.8.16 

伊方－１ 

２次系設備の軸受冷却水冷却器への

海水供給配管からの漏えいについて 

通常運転中，湧水ピットの水位が上

昇傾向であったため運転員が調査を

行ったところ，海水系統配管本体か

ら 鉛 筆 １ 本 程 度 の 漏 え い を 確 認 し

た。 

 

海水系配管については，機器の分

解 点 検 等 に 合 わ せて 内 面 の 目 視

点検を行い，必要に応じて補修を

実施しており，同様な不具合が発

生 す る 可 能 性 は小 さ い と 考 え る

が，本事象を踏まえた海水系配管

の 内 部 点 検 に 係る 点 検 方 針 に つ

いて検討中である。 

△ ― 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

 

94 
保全 

品質 
H21.8.19 

福島第二－２ 

福島第二原子力発電所２号機におけ

る誤警報について 

定格熱出力一定運転中，「主蒸気管放

射能高」，「主蒸気管放射能高高トリ

ップ」，「Ｂ系原子炉自動スクラム」

等の警報が発生した。 

原因は，ケーブルコネクタ部の接触

不良と推定される。 

 

第 29回定期検査の作業要領書に，

コ ネ ク タ 復 旧 前に エ ア ー パ ー ジ

を実施する旨記載した。 

○ ○ 

 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中   

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 

 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－４３ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（22／30）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

95 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H21.8.19 

泊－３ 

Ｂ-非 常用ディー ゼル発 電機の損傷

について 

定格電気出力にて試運転中，泊発電

所原子炉施設保安規定に基づき，平

成 21年８月 19日，３Ｂ－非常用デ

ィーゼル発電機（以下，「ＤＧ」とい

う。）の定期試験を行った。３Ｂ－Ｄ

Ｇを 13時 56分に起動し，14時 48

分に 100％負荷に到達し，機関運転状

態が安定したため，各運転データを

採取し，異常のないことを確認して

いたが，過給機が不調となり，発電

機負荷が 30％程度まで低下した。 

 

作業要領書に，過給機各ボルトの

適切な締付管理をするため，締付

トルク値等を追記した。 

○ ○ 

 

96 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H21.10.14 

敦賀－１ 

高圧注水系ディーゼル冷却用海水配

管の減肉について 

定期検査中において，高圧注水系デ

ィーゼル冷却用海水配管について配

管外側から超音波板厚計による肉厚

測定を実施したところ，清水冷却器

入口の海水配管の１箇所に必要最小

厚さを下回った箇所があることを確

認した。 

 

No.93と同様。 

△ ― 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

97 その他 H21.12.2 

ＮＩＳＡ指示文書 

敦賀－２安全保護系の駆動源喪失に

対する設備要求および運用管理上の

措置について 

(1)安全 保護 系を構 成する 機器 にお

いて，その駆動源の喪失時には，原

子炉非常停止信号もしくは工学的安

全施設起動(作動)信号を発信する設

備構成，または電源喪失を検知し警

報を中央制御室に発信する設備構成

とするよう計画的な対応を講じるこ

と。 

(2)上記(1)の設備構成となっていな

いものについては，当該設備構成と

するまでの間は，当該安全保護系の

電源状態を巡視点検等において適切

に確認すること。 

(3)安全保護系の設計時における要求

事項を運用面で確保させる場合には，

運用手順などに確実に反映させる業

務プロセスとなっているか，また安全

保護系の電源操作をした場合におけ

る確実な復帰操作の確認など，安全保

護系の点検作業において人的過誤防

止を考慮した業務プロセスとなって

いるかを確認すること。 

 

「設計管理手順書」に，下記の通

り安全保護系に関するチェックポ

イントを追加した。 

(1)保安規定第 27条に関係する

計器および制御回路を新設，改造

もしくは修理等を実施する場合，

フェイルセーフの設計を採用 す

るとともに，電源喪失を検知し中

央制御室に警報を発報する設 計

を基本とする。 

(2)フ ェ イル ア ズイ ズの 設計 を 採

用する必要がある場合は，システ

ムの異常を検知した際に，中央制

御室に警報を発報するよう考慮す

る。 

○ ○ 

 

98 
保全 

品質 
H22.1.7 

福島第一－１，２ 

サービス建屋における退出モニタの

測定に関する不適合について 

サービス建屋において，管理区域か

ら退出する際に放射能測定を行う退

出モニタ９台のうち，１台のモニタ

において足裏の測定部に保護カバー

が設置されていることを協力企業作

業員が発見した。 

 

工事仕様書等に，退出モニタ点検

時において，保護カバーを撤去し

たことを確認する旨追記した。 

○ ○ 

 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  
再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－４４ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（23／30）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 
実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

99 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H22.1.13 

東海第二 

残留熱除去系海水系配管の減肉につ

いて 

第 24回定期検査中，残留熱除去系海

水系ライニング配管修繕工事におい

て工場搬出中の配管外面の一部に錆

を伴った局所的な窪みがあることか

ら，超音波厚さ計を用いた肉厚測定

を実施した。その結果，技術基準に

おける必要な厚さである 7.08mmを下

回る部分が１箇所（肉厚 6.7mm）ある

ことを確認した。 

 

本事象は，配管外面の腐食による

減肉であり，当所においては「工

事施工管理手順書」に点検方法等

を定め管理しているが，当該事象

の対策に掲げられている保守管理

の改善(トレンチ内の点検等)につ

いては，具体的な記載がないこと

から，同手順書の見直しを検討中

である。 

△ ― 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置

(国内-1) 

100 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H22.3.23 

美浜－２ 

化学体積制御設備充てんライン空気

抜き配管溶接部の傷について 

定格熱出力一定運転中，中央制御室

で監視カメラにより原子炉格納容器

内を確認していた運転員が，再生熱

交換器室内に水の滴下があることを

確認した。プラント運転パラメータ，

格納容器排気筒ガスモニタ等に有意

な指示変化は認められないが，漏れ

箇所の特定や詳細な点検調査を行う

ため，平成 22年３月 23日 13時 30

分 に プ ラ ン ト 停 止 す る こ と を 判 断

し，同日 14時 00分から発電機出力

降下を開始，同 21時 00分に発電機

解列，同 21時 55分に原子炉を手動

停止した。 

 

｢設計管理手順書 ｣に小口径配管の

改造（弁ハンドル変更等の軽微な

ものを含む）を行う場合は，振動

評価を行い，共振を防止すること

を反映した。 

○ ○  

101 
保全 

品質 
H22.3.29 

伊方－１ 

使用済燃料ピットの手摺固定用ボル

ト落下防止金具の一部欠損について 

通常運転中，燃料検査装置の据付調整

作業のために取り外していた使用済

燃料ピットの手摺を元の位置に取り

付け（復旧）ようとしたところ，手摺

固定用ボルト落下防止金具の一部が

欠損していることを保修員が確認し

た。 

 

燃料プール，ウェル，ドライヤセ

パレータピットの手摺を異物混入

防止手摺に取替える。 

△ ― 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

（国内-1） 

102 
保全 

 品質 
H22.4.20 

浜岡－５ 

湿分分離加熱器（Ｂ）溶接部のひび

割れについて 

５号機の第４回定期検査において，

湿分分離加熱器（Ｂ）の点検を実施

していたところ，当該湿分分離加熱

器の内部構造材の溶接部１箇所に，

必要な板厚を下回る可能性のあるひ

び割れがあることを確認した。 

 

第４給水加熱器溶接部のＰＴ（浸

透探傷検査）を実施し，異常のな

いことを確認した。 

○ ○  

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－４５ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（24／30） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 

事故・故障等の内容 予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 
実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

103 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H22.4.27 

伊方－１ 

非常用ディーゼル発電機冷却用海水

配 管 か ら の 海 水 の に じ み に つ い て

（ライニング剥離） 

定格熱出力一定運転中，原子炉補助

建屋１階（管理区域外）において，

非常用ディーゼル発電機Ｂの冷却用

海水配管に僅かな海水のにじみがあ

ることを保修員が確認したため，当

該箇所の補修措置を実施することと

した。 

 

No.93と同様。 

△ ― 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

 

104 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H22.6.2 

福島第二－１ 

原子炉隔離時冷却系蒸気止め弁の不

具合に伴うプラント停止について 

定格熱出力一定運転中，原子炉隔離

時冷却系（以下，「ＲＣＩＣ」という）

電動弁開閉の定例試験を実施してい

たところ，原子炉格納容器内側のＲ

ＣＩＣ蒸気ライン内側隔離弁が全開

状態にならないことが確認された。 

 

第 29回定期検査の作業要領書に

以下を追記した。 

弁据 付 状 態 が 斜め 付 き 等の 弁 で

ボンネットを組込む場合は，弁棒

と弁 体 の 嵌 め 合い 部 分 の芯 が ず

れないように注意する。 
○ ○  

105 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H22.6.11 

伊方－１ 

原子炉補機冷却水冷却器入口配管か

らの海水漏れについて 

第 27回定期検査中の原子炉補助建屋

地下１階（管理区域内）において，

原子炉補機冷却水冷却器Ａの海水供

給配管から海水が漏れていることを

保修員が確認したため，当該配管を

隔離し，点検することとした。 

 

No.93と同様。 

△ ― 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

 

106 その他 H22.6.15 

敦賀－１ 

原子炉再循環ポンプケーシングの溶

接継手について 

第 33回定期検査で計画している原子

炉再循環系配管取替工事の取替範囲

の検討の中で，国内メーカによる検討

で当社が所有していない米国のポン

プ製造メーカの図面から，原子炉再循

環ポンプ（以下「ＰＬＲポンプ」とい

う。）ケーシング本体の入口ノズル部

に延長ノズルが取り付けられている

可能性があり，ＰＬＲポンプケーシン

グの耐圧部分に溶接継手が存在する

可能性があることが推定された。 

 

供用期間中検査（ＩＳＩ）対象の

うち管理されていない溶接線の存

在が判明したため，以下の対策を

実施した。 

(1)「ＩＳＩ計画管理手引書」を制

定・施工し，ＩＳＩ計画（アイソ

メ図含む）の制定・変更方法等に

ついてルール化を行った。 

(2)ＩＳ Ｉ定 期 事業 者検 査 要領 書

を改正し，検査対象機器確認チェ

ックシートの様式に，配管溶接継

手の特定方法を追加した。 

○ ○  

107 
保全 

品質 
H22.6.17 

志賀－１ 

原子炉冷却材再循環ポンプ（Ｂ）出

口弁の漏えい処理系配管溶接部のひ

びについて 

第 12回定期検査中，原子炉冷却材再

循環ポンプ（Ｂ）出口弁の漏えい処

理系を点検していたところ，配管溶

接部にひびを発見した。当該配管に

水は流れておらず，配管溶接部から

の漏えいはなかった。 

 

「設計管理手順書」および「 工事

施工管理手順書」に異種金属の接

続に関する処置（フランジ接合に

関する事項）を追加した。 

○ ○ 

 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中   

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－４６ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（25／30） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 

事故・故障等の内容 予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

108 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H22.6.25 

東海第二 

残留熱除去系海水系（Ｂ）系機器点

検のための原子炉手動停止について 

原子炉熱出力一定運転中，残留熱除

去系（Ｃ）系定期試験に合わせて実

施する残留熱除去系海水系（以下，

「ＲＨＲＳ」という。）（Ｂ）系定期

試験のために，ＲＨＲＳ－Ｂおよび

ＲＨＲＳ－Ｄの順で起動した。ＲＨ

ＲＳ－Ｂを起動したところ，流量調

整弁は設計どおり０％から 32％に開

動作して系統流量も 280 ／秒であり

異常は見られず，続いてＲＨＲＳ－

Ｄを起動した際も流量調整弁開度は

32％から 100％と設計どおり開動作

し，系統流量も一旦は 495 ／秒以上

となったが，その約 10秒後に系統流

量が 480 ／秒と定期試験基準値の

492.1 ／秒以上を満足していないこ

とを確認したため，目視により確認

可能な機器状態確認を実施したが異

常は見られなかった。 

 

No.93と同様。 

△ ― 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

109 
保全 

品質 
H22.7.19 

女川－１ 

残留熱除去系熱交換器（Ａ）出口放

出弁の閉動作不良について 

原子炉起動後の調整運転中，残留熱

除去冷却海水系（以下，「ＲＨＲＳ」

という。）の定期試験を実施していた

ところ，ＲＨＲＳ（Ｃ）ポンプの停

止操作過程において，残留熱除去系

熱交換器（Ａ）出口放出弁が 32％開

度の｢中間開｣状態で全閉とならない

事象が発生した。 

 

電動弁トルクスプリングパックの

劣化により発生した事象であるこ

とから，「島根原子力発電所１号機

電気・計装品の予防保全計画」に

電動弁トルクスプリングパック取

替についての記載を追記した。 
○ ○  

110 
保全 

品質 
H22.8.12 

福島第一－１ 

原子炉の計画停止について 

調整運転中，高圧タービンのケーシ

ング下部近傍からタービン建屋（管

理区域）１階の給水加熱器エリア付

近に放射性物質を含む水が滴下して

いることをパトロール中の当社社員

が発見した。 

 

第 29回定期検査において以下の

対策を実施した。 

(1)高圧タービンについては，車

室水平合せ面，軸封部水平合せ面

の当たり確認を実施した。  

(2)Ａ，Ｂ－低圧タービンについ

ては，軸封部水平合せ面の当たり

確認を実施した。 

 

○ ○  

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－４７ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（26／30）  

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

111 その他 H22.8.17 

ＪＡＮＴＩ 

中央制御室外停止装置（ＲＳＳ）に対

する訓練，手順書，試験の望ましいあ

り方について 

【提言】手順を明確にしたＲＳＳに関

する定期的な訓練計画を作成し，訓練

を実施する。 

【推奨】 

(1)訓練の実施頻度は１回以上／２～

３年程度 

(2)訓練は，手順書に基づき実機ＲＳＳ

盤，現場機器域はシミュレータ設備を

利用して模擬訓練することが望まし

い。 

(3)手順書は中央制御室退避事象発生

時に対応できる手順としておくことが

望ましい。 

(4)手順書には下記の項目を反映する

ことが望ましい。 

(5)試験においては，動作が確認可能な

設備については動作確認をしておくこ

とが望ましい。 

 

(1)｢定検時運転管理手順書｣へ１

号機中央制御室外停止装置キー

スイッチ付弁の動作確認を行う

旨記載した。 

(2)訓練については，定期的に実

施していたが，手順書に明文化さ

れていなかったため，訓練計画を

作成し，｢運転員教育訓練手順書｣

に反映した。 

○ ○ 

 

 

 

112 その他 H22.10.12 

ＮＩＳＡ指示文書 

株式会社首藤バルブ製作所にて製造さ

れた弁の原子力施設における設置状況

等について 

(1)株式会社首藤バルブ製作所で製造

された弁の設置状況 

(2)上記(1)の弁に設置が明らかとなっ

た場合における以下の事項 

a.当該弁に係る技術基準適合性の確認

およびその管理状況 

b.当該弁に係る調達管理の状況 

c.上記の状況を踏まえた当該弁に係る

今後の保守管理上の対応等 

 

ＮＩＳＡ指示文書に基づき，首藤

バルブ製作所にて製造された弁

の設置状況，設置されていた弁の

健全性確認および調達管理状況

について，平成 22年 11月 16日

に「株式会社首藤バルブ製作所に

て製造された弁の原子力施設に

おける設置状況等の報告につい

て」を旧原子力安全・保安院に提

出した。 

○ ○  

113 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H22.12.1 

柏崎刈羽－３ 

制御棒の動作について 

第 10回定期検査中，燃料装荷に伴う制

御棒駆動水圧系水圧制御ユニットの復

旧作業の一環として，現場運転員が制

御棒駆動水に関連する弁を操作した

際，中央制御室において「制御棒ドリ

フト」警報が発生した。 

中央制御室の運転員は直ちに制御棒の

位置表示を確認したところ，185本あ

る制御棒のうちの１本について，本来

全引抜位置「48」ポジションにあるべ

きところ，一時的に「46」ポジション

に変わり，その後全引抜位置「48」ポ

ジションとなったことを確認した。ま

た，当該制御棒ドリフト表示灯が点灯

していることを確認した。 

 

第 29回定期検査において，原子

炉保護系機能試験の定期事業者

検査要領書に機能試験前に制御

棒駆動機構のフリクションスク

ラム試験が実施されていること

を確認するためのチェック項目

を追記する。 

 

△ ― 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－４８ 

資料４．２．２－１  運転経験から得られた教訓一覧表（国内）  
（27／30）  

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

114 その他 H22.12.8 

当社火力発電所 

168kV ＧＩＳ断路器三相短絡事故に

ついて 

168kV ４－５号発電機乙母線断路器の

故障により，168kV母線保護継電装置

の短絡保護継電器が動作し，168kV乙

母線に接続するすべての遮断器を遮断

し故障除去した。同故障により，瞬時

電圧低下（0.07秒）が発生した。 

 

該当する断路器について，Ｘ線撮

影を実施し，異常のないことを確

認した。 

○ ○ 

 

115 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H23.3.11 

女川－２ 

【東日本大震災関連】原子炉補機冷

却水系熱交換器（Ｂ）室，高圧炉心

スプレイ補機冷却水系熱交換器室お

よび海水ポンプ室への浸水について 

第 11回定期検査中の平成 23年３月

11日 14時 00分に原子炉を起動し，

発電再開に向けて準備を行っていた

ところ，地震に伴い原子炉が自動停

止した。原子炉の炉水温度は起動直

後であったことから，100℃未満であ

り，原子炉自動停止後の 14時 49分

に冷温停止状態であることを確認し

た。原子炉自動停止後の 14時 47分

に非常用ディーゼル発電機（Ｄ／Ｇ）

（Ａ）（Ｂ），（Ｈ）が自動起動（無負

荷運転）したが，15時 34分に原子炉

補機冷却 水ポンプ（ ＲＣＷポ ンプ）

（Ｂ）が自動停止し，その後，バッ

ク ア ッ プ で 起 動 し た Ｒ Ｃ Ｗ ポ ン プ

（Ｄ）も即自動停止したことから，

Ｄ／Ｇ（Ｂ）は，冷却水の供給がな

くなったため，「ＲＣＷ差圧低」信号

により 15時 35分に自動停止した。 

 

浸 水の 懸念さ れる 箇所 につ いて

水密性を高めた建物扉への取替等

を実施するとともに，建物貫通部

についてもシールの再施工等を実

施した。 

 

○ ○  

116 

女川 

【東日本大震災関連】牡鹿１号線避

雷器の損傷について 

地震後の巡視点検において，牡鹿幹

線１号線避雷器より異音が発生して

いたことから，避雷器本体に封入し

てある六フッ化硫黄ガスの分析を行

ったところ，避雷器内部で部分放電

（内部異常）が発生していることを

確認した。 

 

117 

保全 

品質 

 

H23.3.11 

 女川 

【東日本大震災関連】牡鹿幹線２号

線避雷器の一部損傷について 

牡鹿幹線１号線避雷器に異常が確認

されたことから，同型の避雷器を使

用している牡鹿幹線２号線避雷器の

健全性確認のため，定期的に漏れ電

流測定を実施していたところ，漏れ

電流値が増加していることを確認し

た。  
 

当所においても同様な設備構造と

なっており，強い地震動による損

傷について評価要否を含め，検討

中である。 

なお，外部電源の信頼性確保に係

る開閉所等の耐震性評価結果によ

り，対応を検討する。 

△ ― 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中   

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－４９ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（28／30）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

118 
保全 

品質 
H23.3.11 

東海第二 

【東日本大震災】使用済み燃料プー

ル水飛散について 

地震後の巡視点検において，使用済

燃料プール廻りにプール水が溢水し

ていること，および使用済燃料プー

ル換気系ダクト部へプール水が流入

したことで下層階の空調ダクト接続

部隙間から滴下していることを確認

した。 

 

(1)原子炉建屋オペフロの階段，エ

レベータ，大物搬入用開口周囲床

面への防水堰設置およびコンクリ

ートハッチ部止水処理を行った。 

(2)中越沖地震の知見を踏まえ，排

気ダクトにドレンパンを設置し

た。 

○ ○ 

 

119 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H23.3.18 

東海第二 

【東日本大震災関連】非常用ディー

ゼル発電機２Ｃ用海水ポンプの自動

停止について 

地震の影響による停電（外部電源の

喪失）が発生したが，非常用ディー

ゼル発電機３台が自動起動した。 

地震発生から約４時間半後，取水口

の南北に配置されている海水ポンプ

槽のうち，北側のポンプ槽への津波

による海水浸入のため，非常用ディ

ーゼル発電機２Ｃ用海水ポンプ電動

機が水没し自動停止した。 

 

No.115と同様。 

○ ○  

120 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H23.3.28 

東海第二 

【東日本大震災関連】125V蓄電池２

Ｂ室における溢水について 

複合建屋電気室１階（非管理区域）

に設置されている 125V蓄電池２Ｂ室

内にあるドレンファンネルから逆流

が見られ，床面に約３cmの深さで溢

水していることを発見した。 

 

管理区域と非管理区域を接続する

配管が存在し，配管合流地点以降

の配管に詰まりが生じた場合に混

合水が非管理区域側へ逆流する可

能性があるため，非管理区域側の

排水口を外れ防止を施した閉止栓

で塞ぐ等の処置を検討中である。 

△ ― 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

121 その他 H23.9.21 

女川－1 

台風 15号によるタービン建屋内への

雨水流入事象にかかる調査結果につ

いて 

タービン 建屋地 下１ 階にお いて,大

型の台風 15号に伴う大雨の影響によ

り 雨 水 が 流 入 し て い る こ と を 確 認

し，その後タービン建屋地下２階お

よびさらに下部にある配管スペース

にも雨水が流入していることを確認

した。 

 

(1)浸水の懸念される箇所につい

て水密性を高めた建物扉への取替

等を実施するとともに，建物貫通

部についてもシールの再施工等を

実施した。 

(2)｢工事施工管理手順書｣に，屋外

ハッチ等を開放する場合の処置お

よび豪雨が予想される場合の対応

手順を追記する。 

△ ― 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

122 
保全 

品質 
H23.9.26 

東海第二 

主蒸気逃し安全弁（Ｄ）内部部品の

脱落について 

第 25回定期検査中，主蒸気逃し安全

弁分解点検において，Ｄ弁の内部部

品（セットピン）が折損，脱落して

いることを発見した。その後，外観

目視による調査の結果，セットピン

により位置決めされていたロワーリ

ングが正規の位置からずれ，弁体に

接触したと思われる痕跡があること

を確認した。 

 

主蒸気逃し安全弁分解・点検工事

において，セットピンを交換する

際には取り付け時の隙間測定を行

うよう作業要領書に反映すること

を検討中である。 

△ ― 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中   

再発の有無    ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外  



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－５０ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（29／30） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

123 
保全 

品質 
H23.10.8 

柏崎刈羽－7 

定期検査中における制御棒の水圧制

御ユニット（スクラムパイロット弁）

に関する不具合について 

定期検査中，スクラムパイロット弁

の単体作動確認を実施したところ，

スクラムパイロット弁全 103 体のう

ち１体（以下「当該弁」という。）に

動作不良が確認された。 

なお，当該座標以外の 102 体の動作

については正常であった。 

その後，動作不良が確認された当該

弁については，予備品と交換・単体

作動確認を実施し，動作が正常であ

ることを確認した。 

 

｢標準要領書｣にスクラムパイロ

ット弁の分解点検時に対象部品の

エアブローを行い異物混入防止を

図る旨記載した。 

○ ○ 

 

124 その他 H23.11.29 

福島第一 

緊急作業における放射線業務従事者

の線量限度を超える被ばくに係る改

善について 

緊急作業に従事した放射線業務従事

者の線量限度を超える事象が発生し

た。 

福島第一 原子力発 電所におけ る

緊急時作 業に 従事した 放射線 業

務従事者の線 量を超え る被 ばく

について の水 平展開計 画に 基づ

き以下の対策等を実施する。 

(1)被ばく管理を行う者の増強。

(2)協力会社との連携強化による

被ばく管理の徹底。 

(3)被ばく線量を的確に把握でき

る管理体制の構築。 

△ ― 

資料 4.2.2-2

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

125 その他 H23.12.22 

NISA指示文書 

溶接事業者検査の一部未実施につい

て 

九州電力株式会社玄海４号機におい

て取替えのための施工を実施中であ

った二次系の低温再熱蒸気管につい

て，溶接事業者検査の協力事業者で

ある財団法人発電設備技術検査協会

が検査の一部（溶接後熱処理）につ

いて法令上の検査対象項目であるに

も関わらず，検査不要と判断してい

たこと等が判明した。 

 

１号機において，発電設備技術検

査協会を協力事業者として実施し

た溶接事業者検査は 75件（総申請

件数）であり，いずれも「溶接事

業者検査計画書」に定められた検

査項目に漏れはなく，「工程管理記

録」に検査漏れにつながるような

修正はないことを確認した。 

平成 24年１月 20日に「溶接事業

者検査の実施状況に関する調査結

果について（報告）」を旧原子力安

全・保安院に提出した。 

 

○ ○  

126 
保全 

品質 
H23.12.27 

東海第二 

取水口エリア北側ポンプ槽での火災

について 

取水口エリア内北側ポンプ槽内にお

いて，協力会社員が凍結防止用ヒー

タ（以下，「トレースヒータ」という。）

ケーブルを入れたビニール養生袋が

融けていることを発見，現状におい

て発煙や異臭，火の気がないことを

確認し，協力会社の作業責任者経由

にて，当社監視所に連絡した。 

現場を確認した結果，点検のため取

り外されて雨水等から保護するため

にビニール袋で養生しコンクリート

床面に置いてあった補機冷却水系海

水ポンプ（Ｃ）出口圧力計取出し配

管用のトレースヒータが炭化しビニ

ールらしきものが融けていること，

炎や煙は見られず異臭のないことを

確認した。 

 

被 水等 通常と 異な る状 況下で の

仮設電源の取り扱いおよび設備点

検方法について，社内規定へ反映

の要否について検討中である。 

△ ― 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－５１ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（30／30） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

127 
保全 

品質 
H24.3.2 

柏崎刈羽－５ 

過去における一時的な運転上の制限

を満足していない状態の確認につい

て 

中央制御室非常用循環系（ＭＣＲ）

の通常時外気取入れダンパ（Ｂ）が

全開状態で閉動作できない状態であ

った期間において，過去に照射燃料

作業が実施されていた可能性がある

ため事実確認を行った結果，平成 24

年２月 25日の９時 48分から 15時 15

分および平成 24年２月 27日９時 17

分から 14時 28分の間，ＭＣＲ通常

時外気取入れダンパ（Ｂ）が動作で

きない状態において照射燃料作業が

行われており，当該期間において保

安規定第 57条に規定されている運転

上の制限を逸脱していたことが確認

された。 

「照射された燃料に係わる作業

時の確認記録」を含め保安規定に

基づく他の記録についても，確認

すべき対象機器を明確にする。 

△ ― 

資料 4.2.2-2 

反 映 状 況 の

考 察 お よ び

追 加 措 置

(国内-1) 

128 
保全 

品質 
H24.3.9 

柏崎刈羽ー２～４ 

長期停止中プラントの計器の点検・

校正に関する不適合について 

平成 21年８月 12日，計測制御グル

ープは ，「特別な保全計画」に基づ

く具体的な運用の考え方を定めた技

術検討書を作成した。技術検討書で

は，点検間隔を主要な計器について

は極力 27ヵ月，その他計器について

は 34ヵ月を目安として設定された

が，プラント復旧工程と点検間隔の

関係から点検不要と結論づけられ，

具体的な点検計画は作成されなかっ

た。 

しかしながら，その後，プラント停

止期間が耐震強化工事等により延伸

したため，本来であれば，「特別な保

全計画」に基づく点検が実施される

べきだったが，具体的な点検計画が

作成されることはなく，機器の点検

が適切に実施されなかった。その結

果，プラント長期停止中に行うべき

「特別な保全計画」に基づいて自ら

定めた点検間隔を超過している機器

が多数存在することとなった。 

「島根１号機長期停止に伴う健

全性確認実施計画書」を策定し，

点検の実施頻度を超過しないよ

う，健全性確認および追加点検を

実施している。また，本計画書の

考え方については，「プラント停止

時工程管理手順書」に反映済みで

あり，今後，本手順書に従って，

健全性確認および追加点検を実施

していくこととしている。なお，

追加点検機器の実績管理について

は，「追加点検実績管理プロセス詳

細手順（案）」の策定によりＥＡＭ

（統合型保全システム）にて管理

していくことで検討中である。 

△ ― 

資料 4.2.2-2 

反 映 状 況 の

考 察 お よ び

追 加 措 置

(国内-1) 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－５２ 

資料４．２．２－２ 反映状況の考察および追加措置（国内） 

（国内－１） 

 

１．管理番号：（国内－１） 

 

２．「運転経験から得られた教訓一覧表（国内）」の通し番号： 

（１）島根原子力発電所１，２号機 

No.５，44 

（２）島根原子力発電所１，２号機以外 

No.９, 37, 50, 51, 52, 65, 70, 73, 76, 79, 82, 83, 89, 92, 93, 

96, 99, 101, 103, 105, 108, 113, 116, 117, 120, 121，122, 124， 

126, 127，128 

  

 

３．教訓の出典（法律，通達等）：法律，保全品質情報 

 

４．事故・故障等の内容：「運転経験から得られた教訓一覧表（国内）」参照 

 

５．予防処置内容：「運転経験から得られた教訓一覧表（国内）」参照 

 

６．現在の予防処置の状況に対する考察： 

是正処置，予防処置の実施について，計画済みまたは検討中であることから，

更なる追加処置は必要ないと判断した。 

 

７．追加措置案：なし 

 

８．その他：なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－５３ 

資料４．２．２－２ 反映状況の考察および追加措置（国内） 

（国内－２） 

 

１．管理番号：（国内－２） 

 

２．「運転経験から得られた教訓一覧表（国内）」の通し番号： 

（１）島根原子力発電所１，２号機 

No.32 

 

３．教訓の出典（法律，通達等）：保全品質情報 

 

４．事故・故障等の内容：「運転経験から得られた教訓一覧表（国内）」参照 

 

５．予防処置内容：「運転経験から得られた教訓一覧表（国内）」参照 

 

６．現在の予防処置の状況に対する考察： 

再発事象（「運転経験から得られた教訓一覧表（国内）」（１）島根原子力

発電所１，２号機 No.34）の発生を受け是正処置対策を実施し，以降再発事象が

発生していないことから，更なる追加処置は必要ないと判断した。 

 

７．追加措置案：なし 

 

８．その他：なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－５４ 

資料４．２．２－２ 反映状況の考察および追加措置（国内） 

（国内－３） 

 

１．管理番号：（国内－３） 

 

２．「運転経験から得られた教訓一覧表（国内）」の通し番号： 

（１）島根原子力発電所１，２号機以外 

No.23, 35 

 

３．教訓の出典（法律，通達等）：保全品質情報 

 

４．事故・故障等の内容：「運転経験から得られた教訓一覧表（国内）」参照 

 

５．予防処置内容：「運転経験から得られた教訓一覧表（国内）」参照 

 

６．現在の予防処置の状況に対する考察： 

再発事象（「運転経験から得られた教訓一覧表（国内）」（１）島根原子力

発電所１，２号機 No.39）の発生を受け，新たに，屋外タンク等の飛び地管理区

域の出入り口にＡＰＤ携帯チェック装置の設置等の是正処置対策を実施し，以降

再発事象が発生していない。さらに，固体廃棄物貯蔵所等他の飛び地管理区域

についても，平成24年度にＡＰＤ携帯チェック装置を設置することから，更なる

追加処置は必要ないと判断した。 

 

７．追加措置案：なし 

 

８．その他：なし 

 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－ 
 

５５ 

 

 

資料４．２．２－３ 保安院指示事項一覧表 

（1/19） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

1 

平成 15･04･09 

原院第 3号 

平成 15年 4月 17日 

NISA-151a-03-02 

旧原子力安

全・保安院長 

炉心シュラウドおよび原子炉再循環系配管

のびび割れの補修工事について 

<内容> 

炉心シュラウドおよび原子炉再循環系配管

のひび割れに関する補修工事を実施する際

の対応を求めたもの。 

指示内容について対

応済。 
○  

2 

平成 15･04･09 

原院第 4号 

平成 15年 4月 17日 

NISA-161a-03-01 

旧原子力安

全・保安院長 

炉心シュラウドおよび原子炉再循環系配管

等のびび割れに関する点検について 

<内容> 

炉心シュラウドおよび原子炉再循環系配管

の点検計画を提出するとともに，点検結果

の報告を求めたもの。 

点検計画および点検

結果を報告済。 
○  

3 
平成 15･06･02 

原院第 1号 

平成 15年 6月 2日 

旧原子力安

全・保安院長 

異物混入防止対策の一層の充実および徹底

について 

<内容> 

福島第一３号機で制御棒駆動機構の中にワ

イヤーブラシの毛先等が混入していたこと

に鑑み異物混入対策を徹底することを求め

たもの。 

作業手順書に反映

済。 
○  

4 

平成 15･12･11 

原院第 1号 

平成 15年 12月 12日 

NISA-163b-03-1 

旧原子力安

全・保安院長 

泊発電所２号機再生熱交換器胴側出口配管

の損傷を踏まえた検査の実施について 

<内容> 

再生熱交換器内の主流（低温水）とバイパス

流（高温水）の混合により発生する温度ゆら

ぎを主要因とする高サイクル疲労割れにつ

いて，調査し報告することを求めたもの。 

平成 18･06･02原院第

6号（No.25）により

廃止となったため，

対象外。 

－  

5 

平成 15･12･04 

原院第 2号 

平成 15年 12月 17日 

NISA-161a-03-3 

旧原子力安

全・保安院長 

軽水型原子力発電所の高経年化対策に関す

る当院への報告について 

<内容> 

軽水型原子力発電所を設置するものが実施

した高経年化対策に関する技術的な評価お

よび保全計画の策定状況を評価し，同計画

の実施状況を把握するとともに，定期検査

等への反映することを求めたもの。 

指示内容について対

応済。 
○  

6 

平成 16･03･15 

原院第 6号 

平成 16年 3月 18日 

NISA-134b-04-6 

旧原子力安

全・保安院長 

中国電力株式会社島根原子力発電所１号機

の高経年化対策について 

<内容> 

原子炉圧力容器制御棒駆動水戻り用ノズル

の溶接金属としているインコネル 182合金

使用部位で一次冷却材に接液する部位につ

いて，超音波探傷検査等の実施について検

討することを求めたもの。 

指示内容について対

応済。 
○  

7 

平成 16･03･04 

原院第 3号 

平成 16年 3月 22日 

NISA-165b-04-1 

旧原子力安

全・保安院長 

原子力発電所の保安規定における品質保証

に関する事項に係る記載の充実について 

<内容> 

原子力発電所の保安活動を行うため，原子

炉設置者をトップマネジメントとしたＪＥ

ＡＣ4111-2003に基づく品質保証体系を保

安規定に反映することを求めたもの。 

「保安規定」に反映

済。 
○  

8 

平成 16･04･13 

原院第 2号 

平成 16年 4月 22日 

NISA-134b-04-6 

旧原子力安

全・保安院長 

四国電力（株）伊方発電所第３号機の充て

んポンプ主軸の損傷に係る対応について 

<内容> 

伊方３号機における充てんポンプ主軸の損

傷事象を踏まえ，主要因の低応力高サイク

ル疲労の対象となるポンプを抽出するとと

もに，主軸の損傷可能性の評価結果，応急

的対策および恒久的対策について報告する

ことを求めたもの。 

調査結果を報告済。 ○  

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－ 
 

５６ 

資料４．２．２－３ 保安院指示事項一覧表 

（2/19） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

9 

平成 16･04･26 

原院第 1号 

平成 16年 5月 17日 

NISA-134b-04-7 

旧原子力安

全・保安院長 

東京電力（株）福島第二原子力発電所４号

機における作業員の障害に係る対応につい

て 

<内容> 

福島第二４号機において発生した作業員の

酸素欠乏による障害について，同様な設備

の有無および同様な設備がある場合は発生

防止対策を検討し，検討結果の報告を求め

たもの。 

指示内容について報

告済。 
○  

10 
平成 16･06･24 

原院第 7号 

平成 16年 6月 25日 

経済産業大臣 

非常用炉心冷却系統ストレーナ閉塞事象に
関する報告徴収について 
<内容> 
非常用炉心冷却系ストレーナの閉塞事象に
係る調査および評価を行い，暫定処置の内
容および実施時期の報告を求めたもの。 

指示内容について報

告済。 
○  

11 
平成 16･08･11 

原院第 8号 

平成 16年 8月 11日 

経済産業大臣 

配管減肉事象に係る点検に関する報告徴収
について 
<内容> 
ＰＷＲの管理指針を準用し，対象範囲の肉
厚管理が未実施である部位の有無について
調査し，未実施の部位が確認された場合は
今後の対策と合わせて報告を求めたもの。 

調査結果を報告済。 ○  

12 

平成 16･12･02 

原院第 2号 

平成 16年 12月 10日 

NISA-151b-04-2 

旧原子力安

全・保安院長 

原子力発電所の建物および構築物のコンク
リートに関する健全性の確認について 
<内容> 
原子力発電所の建物および構築物のコンク
リートに関するアルカリ骨材反応に対する
健全性の確認および定期的な点検を求めた
もの。 

健全性を確認済。 ○  

13 

平成 17･02･16 

原院第 1号 

平成 17年 2月 18日 

NISA-163a-05-1 

旧原子力安

全・保安院長 

原子力発電所の配管肉厚管理に対する要求
事項等について 
<内容> 
配管肉厚管理を実施する際の検査対象箇所
の選定，検査実施時期の設定等を定め，遵
守することを求めたもの。 

「配管肉厚管理手引

書」を制定し，配管

肉厚検査計画を策定

済。 

○  

14 

平成 17･03･31 

原院第 3号 

平成 17年 4月 4日 

NISA-134b-05-3 

旧原子力安

全・保安院長 

中央制御室への蒸気侵入に係る対応について 
<内容> 
美浜３号機の二次系配管破損事故に鑑み，
中央制御室のシール部の調査・対策を実施
し，結果の報告を求めたもの。 

調査結果を報告済。 ○  

15 

平成 17･04･22 

原院第 1号 

平成 17年 4月 22日 

NISA-322b-05-1 

NISA-151b-05-1 

NISA-161b-05-1 

旧原子力安

全・保安院長 

非常用炉心冷却系統ストレーナ閉塞事象に
係る暫定対策の実施について 
<内容> 
非常用炉心冷却系統ストレーナ閉塞事象に
係る暫定対策の実施を求めたもの。 

暫定対策について実

施済。 
○  

16 
平成 17･6･29 

原院第 1号 

平成 17年 7月 1日 

旧原子力安

全・保安院長 

美浜発電所３号機二次系配管破損事故時に

発生した補助給水流量制御弁の一時的動作

不具合に係る対応について 

<内容> 

弁の背圧によって動作しない可能性のある

弁の有無について調査し，結果を速やかに

報告することを求めたもの。 

調査結果を報告済。 ○  

17 
17原審第 19号 

平成 17年 9月 5日 

旧原子力安

全・保安院 

安全審査課長 

ＮＡＳＴＲＡＮの不具合事象について 

<内容> 

旧原子力安全・保安院のクロスチェックに

おいて発見された解析コード「ＮＡＳＴＲ

ＡＮ」の不具合について周知するとともに，

使用する際には注意するよう求めたもの。 

島根原子力発電所１

号機は対象外。 －  

18 

平成 17･10･20 

原院第 2号 

平成 17年 10月 25日 

NISA-322b-05-2 

NISA-151b-05-2 

NISA-161b-05-3 

旧原子力安

全・保安院長 

非常用炉心冷却系統ストレーナ閉塞事象に

係る対応について 

<内容> 

非常用炉心冷却系統ストレーナの有効性評

価結果を踏まえた設備上の対策の実施を求

めたもの。 

ス ト レ ー ナ の 取 替

（大容量化）を実施

済。 

○  

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－ 
 

５７ 

資料４．２．２－３ 保安院指示事項一覧表 

（3/19） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

19 
平成 17･12･22 

原院第 6号 

平成 17年 12月 27日 

旧原子力安

全・保安院長 

発電用原子力設備に関する技術基準を定め

る省令の改正に伴う電気事業法の規定に基

づく定期事業者検査の実施について 

＜内容＞ 

「発電用原子力設備に関する技術基準を定

める省令の一部を改正する省令（平成 17年

経済産業省令第 68号）」の施行に伴い，電

気事業法第 55条第１項の規定に基づく事業

者検査の実施における改正省令の適用につ

いて，指示したもの。 

指示内容について報

告済。 
○  

20 
平成 18･01･19 

原院第 1号 

平成 18年 1月 19日 

旧原子力安

全・保安院長 

制御棒のひび等に関する点検について 

<内容> 

福島第一６号機でハフニウム板型制御棒の

ひびが認められたことより，同型の制御棒

を使用している他の原子力発電所において

も制御棒の機能に影響を与える事象が発生

していないか確認するため，ハフニウム板

型制御棒の使用状況および健全性確認結果

について報告を求めたもの。 

島根原子力発電所は

対象外。 
―  

21 
平成 18･02･08 

原院第 3号 

平成 18年 2月 8日 

旧原子力安

全・保安院長 

東京電力株式会社福島第二原子力発電所第

３号機の原子炉再循環系配管に係る超音波

探傷試験の判定を踏まえた対応について 

<内容> 

き裂を溶接部の形状変化部と判断していた

ことに関し，注意喚起したもの。 

注意喚起のみであり

対応不要。 
―  

22 
平成 18･02･14 

原院第 1号 

平成 18年 2月 14日 

旧原子力安

全・保安院長 

個人被ばく線量評価用ガラスバッジの感度

補正の誤りに伴う個人被ばく線量の再評価

について 

<内容> 

放射線管理等報告書の内容に誤りがある場

合には，再提出を求めるもの。 

放射線管理等報告書

に誤りのないことを

確認済。 

○   

23 
平成 18･03･27 

原院第 4号 

平成 18年 3月 27日 

旧原子力安

全・保安院長 

原子炉施設内火災発生防止のための安全確

保の徹底について 

<内容> 

大飯３，４号機の廃棄物建屋管理区域にお

ける火災を踏まえ，安全確保の徹底を求め

るもの。 

火 災 発 生 防 止 に 係

る 安 全 確 保 の 徹 底

の 依 頼 文 書 で あ り

対象外。 

―  

24 
平成 18･05･08 

原院第 11号 

平成 18年 5月 11日 

旧原子力安

全・保安院長 

炉内構造物のウォータジェットピーニング

施工周辺部位に対する点検について 

<内容> 

島根２号機においてウォータジェットピー

ニングにより不具合が発見されたため，類

似事象の調査を求めるもの。 

指示内容について報

告済。 
○  

25 
平成 18･06･02 

原院第 6号 

平成 18年 6月 6日 

旧原子力安

全・保安院長 

高サイクル熱疲労に係る検査に対する要求

事項について 

<内容> 

検査の実施部位の選定および検査方法を指

示したもの。 

平成 19・02・15原院

第 2号（No.30）によ

り 廃 止 の た め 対 象

外。 

―  

26 
18原企課第 45号 

平成 18年 6月 7日 

旧原子力安

全・保安院 

企画調整課長 

原子力発電

検査課長 

女川原子力発電所２号機原子炉手動停止に

係る配管肉厚管理の徹底について 

<内容> 

女川２号機の高圧第２給水加熱器ベント配

管減肉事象を踏まえ，配管肉厚管理の更な

る対策を求めたもの。 

「配管肉厚管理手引

書」に反映済。 
○  

27 
平成 18･09･19 

原院第 6号 

平成 18年 9月 20日 

旧原子力安

全・保安院長 

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査

指針」等の改訂に伴う既設発電用原子炉施

設の耐震安全性の評価等の実施について 

<内容> 

既設発電用原子炉施設の耐震安全性評価の

実施計画書を作成し，報告するとともに，

同計画書に基づき評価を行い，結果を報告

することを求めたもの。 

指示内容に基づき評

価を実施中。 
△ 

資料 4.2.2-5 

反映状況の

考察および

追 加 措 置

(指示-1) 

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－ 
 

５８ 

資料４．２．２－３ 保安院指示事項一覧表 

（4/19） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

28 
平成 18･11･06 

原院第 1号 

平成 18年 11月 6日 

旧原子力安

全・保安院長 

蒸気タービンの羽根に発生したひび等につ

いて 

<内容> 

蒸気タービンの羽のひびに関し，同様な損

傷の発生を防止する観点から，蒸気タービ

ンの設置，改造または修理の際に蒸気ター

ビンに発生する振動を適切に考慮すること

を求めたもの。 

注意喚起のみであり

対応不要。 
―  

29 
平成 18･11･30 

原院第 1号 

平成 18年 11月 30日 

旧原子力安

全・保安院長 

発電設備に係る点検について 

<内容> 

水力・火力・原子力発電所設備に対し，デ

ータ改ざん，必要な手続きの不備その他の

問題がないか点検を求めたもの。 

必要な手続きの不備

等 が な い か を 点 検

し，報告済。 

○  

30 
平成 19･02･15 

原院第 2号 

平成 19年 2月 16日 

旧原子力安

全・保安院長 

高サイクル熱疲労に係る評価及び検査に対

する要求事項について 

<内容> 

「高サイクル熱疲労に係る検査に対する要

求事項について（平成 18・06・02原院第６

号）」の指示に加えて，設備改造の有無を考

慮した再評価を行い，点検結果および評価結

果に変更が生じたものについての報告を求

めたもの。 

評価結果を報告済。 〇  

31 
平成 19･03･15 

原院第 1号 

平成 19年 3月 15日 

旧原子力安

全・保安院長 

原子炉停止期間中の操作について 

（注意喚起） 

<内容> 

志賀１号機の臨界事故を受けて，定期検査

期間中等の原子炉停止期間中における原子

炉関係の操作に関し，注意喚起したもの。 

注意喚起のみであり

対応不要。 
―  

32 
平成 19･03･19 

原院第 3号 

平成 19年 3月 19日 

旧原子力安

全・保安院長 

沸騰水型原子炉に係る制御棒駆動水圧系設

備の管理方法について 

<内容> 

制御棒の予期しない動作を防ぐために，作

業時の確認事項の強化など，定めた手順が

確実に実行されるような措置を講じること

を求めたもの。 

(1)運 転要 領書を 改

正済。 

(2)ＣＲ Ｄポンプ イ

ン タ ー ロ ッ ク を 改

良済。 

○  

33 
平成 19･04･18 

原第 42号 

平成 19年 4月 20日 

経済産業大臣 

発電設備に係る総点検の結果を踏まえた今

後の対応について（厳重注意および指示） 

＜内容＞ 

報告された再発防止対策について，これを

実現していくための具体的な取り組みが明

記されておらず，改めて今後のスケジュー

ルを含めた具体的な行動計画を定め，報告

することを求めたもの。 

具体的行動計画を策

定し，報告済。 
○  

34 
平成 19･05･01 

原第 4号 

平成 19年 5月 7日 

経済産業大臣 

保安規定の変更命令について 

<内容> 

発電設備の総点検の結果を踏まえ，保安規

定の変更を命じたもの。 

変 更 命 令 に 基 づ き

「保安規定」の改定

を実施済。 

○  

35 
平成 19･05･01 

原第 8号 

平成 19年 5月 7日 

経済産業大臣 

保安規程の変更命令について 

<内容> 

発電設備の総点検の結果を踏まえ，保安規

程の変更を命じたもの。 

変更命令に基づき

「保安規程」の改定

を実施済。 

○   

36 
平成 19･05･21 

原院第 5号 

平成 19年 5月 21日 

旧原子力安

全・保安院長 

原子力発電所における測定機器の校正およ

びトレーサビリティの確認について 

<内容> 

原子炉等規制法に基づく検査等について測

定機器の校正およびトレーサビリティの確

認方法の明確化を求めたもの。 

「試験・検査用測定機

器管理手順書」に反映

済。 

○  

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－ 
 

５９ 

資料４．２．２－３ 保安院指示事項一覧表 

（5/19） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

37 
平成 19･07･16 

第 2号 

平成 19年 7月 16日 

旧原子力安

全・保安院長 

平成 19年新潟県中越沖地震による東京電力

柏崎刈羽原子力発電所での火災および放射

能漏れを受けた電力会社への指示について 

<内容> 

(1)事業者による消防活動の体制について

早急に点検し，報告することを求めたもの。 

(2)放射能漏れ等の事故に係る報告体制に

ついて，再度確認し，報告することを求め

たもの。 

点検結果を報告済。 ○  

38 
平成 19･07･20 

原第 1号 

平成 19年 7月 20日 

経済産業大臣 

平成 19年新潟県中越沖地震を踏まえた対応

について（指示） 

<内容> 

(1)新潟県中越沖地震で発生した消火活動

および放射性物質を含む水の漏えいに関す

る報告の遅れへの対応を求めたもの。 

(2)耐震評価へ反映するため，実施計画の見

直しを求めたもの。 

(1)自 衛消 防体 制お

よび事故報告体制を

強化済。 

(2)耐 震安 全性 評価

実施計画を改正済。 

○  

39 
平成 19･08･03 

原院第 4号 

平成 19年 8月 13日 

旧原子力安

全・保安院長 

放射線管理等報告書等の訂正に係る再発防

止対策について 

<内容> 

放射線管理に関する報告への訂正に関する

再発防止対策について，実施状況の報告を

求めたもの。 

実施状況について報

告済。 
○  

40 
平成 19･08･16 

原院第 7号 

平成 19年 9月 28日 

旧原子力安

全・保安院長 

発電用原子炉施設における運転上の制限の

逸脱時の報告先および報告事項について

（指示） 

<内容> 

運転上の制限を逸脱したときの報告要領を

指示したもの。 

「異常事象発生時の

対応要領」に反映済。 
○  

41 
平成 19･07･30 

原院第 5号 

平成 19年 10月 30日 

旧原子力安

全・保安院長 

原子炉格納容器内の安全機能を有するケー

ブルの布設環境等の調査実施について 

＜内容＞ 

原子炉格納容器内の安全機能を有するケーブ

ルについて，布設環境の調査を求めたもの。 

調査結果を報告済。 ○  

42 
平成 19･11･29 

原院第 3号 

平成 19年 11月 30日 

旧原子力安

全・保安院長 

原子力発電所の配管肉厚管理に対する追加

要求事項について 

<内容> 

公称肉厚を確定することが困難な部位に関

する管理方法について要求したもの。 

余寿命再評価結果に

基づく検査計画につ

いて，報告済。 

○  

43 
平成 19･12･17 

原院第 1号 

平成 19年 12月 17日 

旧原子力安

全・保安院長 

東北電力（株）女川原子力発電所３号機気

体廃棄物処理系における水素濃度の上昇事

象を踏まえた調査について 

<内容> 

(1)同様な事象の発生の有無について調査

し，調査結果の報告を求めたもの。 

(2)再結合器におけるしきい値の有無を確認

し，それを踏まえた運転管理を求めたもの。 

指示内容について報

告済。 
○  

44 

平成 19･12･18 

原院第 1号 

平成 19年 12月 20日 

NISA-166ｃ-07-12 

旧原子力安

全・保安院長 

東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所に
おける新潟県中越沖地震発生時の運営管理
に係る評価結果と今後の対応について（連
絡） 
＜内容＞ 
新潟県中越沖地震時の原子炉の運営管理に
係る評価結果を連絡したもの。 

評価結果および今後

の対応についての連

絡のため，対応不要。 

―   

45 
平成 19･12･26 

原院第 6号 

平成 19年 12月 27日 

旧原子力安

全・保安院長 

新潟県中越沖地震を踏まえた原子力発電所
等の耐震安全性評価に反映すべき事項（中
間取りまとめ）について（通知） 
＜内容＞ 
新潟県中越沖地震から得られた知見につい
て，耐震安全性評価（耐震バックチェック）
における基準地震動の策定，地震応答解析
等に反映すべき事項の耐震バックチェック
中間報告への反映を求めたもの。 

中間報告を提出済。 ○  

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－ 
 

６０ 

資料４．２．２－３ 保安院指示事項一覧表 

（6/19） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

46 
平成 20･01･16 

原院第 1号 

平成 20年 1月 16日 

旧原子力安

全・保安院長 

非常用炉心冷却系統ストレーナの設計時の
不適合への対応について 
＜内容＞ 
福島第一６号機における非常用炉心冷却系
統ストレーナ設計時の不適合事象を踏ま
え，非常用炉心冷却系ストレーナの有効性
を評価し，評価結果の報告を求めたもの。 

有効性評価結果を報

告済。 
○  

47 
平成 20･02･05 

原院第 5号 

平成 20年 2月 5日 

旧原子力安

全・保安院長 

定期事業者検査における超音波探傷試験の
代替措置計画策定について 
＜内容＞ 
重要機器の溶接部のうち，構造上近接また
は検査が困難で超音波探傷試験が行われて
いない箇所への代替評価を規定した代替措
置計画を策定し，計画の報告を求めたもの。 

代替措置計画を策定

し，報告済。 
○  

48 
平成 20･01･15 

原院第 3号 

平成 20年 2月 14日 

旧原子力安

全・保安院長 

ＥＲＳＳへのデータ伝送に係る当面の運用
変更について（依頼） 
＜内容＞ 
新潟県中越沖地震の課題を踏まえ，ＥＲＳ
Ｓ（緊急時支援対策システム）への伝送開
始条件を指示したもの。 

指示内容について対

応済。 
○   

49 
平成 20･04･10 

原院第 1号 

平成 20年 4月 10日 

旧原子力安

全・保安院長 

配管設計の応力解析における不備への対応
について 
＜内容＞ 
柏崎刈羽７号機における配管の応力解析に
使用しているものと同じ計算機プログラム
を使用して応力解析を行った配管分岐部に
対して，修正した計算機プログラムを使用
した応力解析結果の報告を求めたもの。 

指示内容について報

告済。 
○  

50 
平成 20･04･21 

原院第 1号 

平成 20年 5月 27日 

旧原子力安

全・保安院長 

原子力施設における「放射性廃棄物でない
廃棄物」の取扱いについて（指示） 
＜内容＞ 
「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いに
ついて以下の事項を指示したもの。 
(1)管理区域内で生じた廃棄物のうち，「放
射性廃棄物でない廃棄物」として廃棄また
は資源として有効利用しようとするものに
ついては，「原子力施設における「放射性廃
棄物でない廃棄物」の取り扱いに関するガ
イドライン」に従い判断し，適切に取り扱
うこと。 
(2)判断を行う廃棄物の範囲，判断方法，取
扱い等について，保安規定に定めるととも
に，その内容を周知徹底すること。 
(3)協力会社に委託する場合についても，責
任を持って判断および取扱いに関する業務
内容を管理すること。 

「保安規定」に反映

済。 

 

○  

51 
平成 20･06･04 

原院第 2号 

平成 20年 6月 5日 

旧原子力安

全・保安院長 

放射線管理区域内で就労する従業者の管理
の徹底について 
＜内容＞ 
従業者の被ばく管理，身分の再確認など，
従業者管理の徹底および実態調査を求めた
もの。 

指示内容について確

認済。 
○  

52 
平成 20･06･24 

原院第 1号 

平成 20年 6月 24日 

旧原子力安

全・保安院長 

放射線管理区域内で就労する従業者の管理

の徹底について（追加指示） 

＜内容＞ 

「放射線管理区域内で就労する従業者の管

理の徹底について（平成 20･06･04原院第２

号）」の指示に基づき，原子力事業者から提

出された報告書を精査した結果，複数の原

子力事業者において，協力企業における従

業者の身分確認結果の証拠書類を事業者自

らが全く確認していないことが確認された

ため，追加的な報告等を求めたもの。 

調査結果を報告済。 ○   

53 
平成 20･08･28 

原院第 8号 

平成 20年 8月 29日 

旧原子力安

全・保安院長 

実用発電用原子炉施設における定期安全レ

ビューの実施について（指示） 

＜内容＞ 

「実用発電用原子炉施設における定期安全

レビュー実施ガイドライン」に従い定期安

全レビューを実施することを求めたもの。 

「島根原子力発電所

定期安全レビュー実

施手順書」に反映済。 

○  

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－ 
 

６１ 

資料４．２．２－３ 保安院指示事項一覧表 

（7/19） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

54 
平成 20･08･29 

原院第 10号 

平成 20年 9月 4日 

旧原子力安

全・保安院長 

新潟県中越沖地震を踏まえた原子力発電所

等の耐震安全性評価に反映すべき事項につ

いて 

＜内容＞ 

耐震設計審査指針の改訂に伴う既設原子力

発電所等の耐震安全性評価の際に，平成 19

年新潟県中越沖地震により得られた知見を

反映することを求めたもの。 

指示内容に基づき評

価を実施中。 
△ 

資料 4.2.2-5 

反映状況の

考察および

追加措置

(指示-1) 

55 
平成 20･10･17 

原院第 3号 

平成 20年 10月 22日 

旧原子力安

全・保安院長 

実用発電用原子炉施設における高経年化対

策の実施について（指示） 

＜内容＞ 

「実用発電用原子炉施設における高経年化

対策実施ガイドライン」に従い高経年化対

策等を実施することを求めたもの。 

「島根原子力発電所

高経年化対策実施手

順書」に反映済。 

○  

56 
平成 21･01･27 

原院第 1号 

平成 21年 2月 16日 

旧原子力安

全・保安院長 

原子力発電工作物に係る保安規程および定

期検査に関する運用について 

＜内容＞ 

原子力発電工作物に係る保安規程および定

期検査の以下の運用に関する事項への対応

を求める。 

(1)事業用電気工作物に係る保安規程の届

出時における届出書類（写し）の提出 

(2)定期事業者検査の実績の報告 

(3)定期検査の時期変更承認の申請 

指示内容に対応済。 〇  

57 
平成 21･02･18 

原院第 4号 

平成 21年 2月 20日 

旧原子力安

全・保安院長 

耐震設計審査指針の改訂に伴う既設原子力

施設の耐震安全性評価における弾性設計用

地震動Ｓｄによる確認等について 

＜内容＞ 

耐震設計審査指針の改訂に伴う既設原子力

施設の耐震安全性評価の際に，弾性設計用地

震動Ｓｄにより確認することを求めたもの。 

指示内容に基づき評

価を実施中。 
△ 

資料 4.2.2-5 

反映状況の

考察および

追加措置

(指示-1) 

58 
平成 21･03･30 

原院第 9号 

平成 21年 4月 1日 

旧原子力安

全・保安院長 

原子力発電所に係るＥＲＳＳへの常時デー

タ伝送について（依頼） 

＜内容＞ 

プラント運転情報や放射線モニタ測定値

等，原子力発電所の重要な情報を，常時，

ERSS（Emergency Response Support System）

へ伝送することを求めたもの。 

指示内容に対応済。 ○  

59 
NISA-316d-09-6 

平成 21年 4月 3日 

旧原子力安

全・保安院 

核燃料管理

規制課長 

低レベル放射性廃棄物輸送における保安措

置について（注意および指示） 

＜内容＞ 

低レベル放射性廃棄物の輸送に用いられて

いた輸送容器の一部に国際標準規格に適合

しておらず，また，一般の試験条件下で満

たすべき基準も満足していなかったものが

あったことから，再発防止対策を徹底し，

関係する技術基準に適合するよう適切に管

理することを求めたもの。 

指示内容に対応済。 ○  

60 
平成 21･04･13 

原院第 2号 

平成 21年 4月 13日 

旧原子力安

全・保安院長 

原子力発電所における焼鈍作業に係る記録

改ざんへの対応について（指示） 

＜内容＞ 

島根３号機の湿分分離加熱器の内部配管に

おける焼鈍作業の記録改ざんが確認された

件について，以下の対応を求めたもの。 

(1)記録の改ざんが確認された島根３号機

の湿分分離加熱器の内部配管について，溶

接事業者検査における不適合対応処置およ

び是正処置の結果について速やかに報告す

ること。 

(2)島根原子力発電所について日本工業検

査株式会社が実施した焼鈍作業に係る記録

に関し，ほかに同様の改ざんがないか，確

認した結果を速やかに報告すること。 

確認結果を報告済。 ○  

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－ 
 

６２ 

資料４．２．２－３ 保安院指示事項一覧表 

（8/19） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

61 
21原審第 6号 

平成 21年 4月 24日 

旧原子力安

全・保安院 

原子力発電 

安全審査課長 

耐震バックチェックにおいて地震動評価を

行う際の応力降下量の取扱いについて 

＜内容＞ 

地震動評価を行う際の震源モデルのパラメ

ータの不確かさの考慮における応力下降量

の取扱いについて，改めて精査することを

求めたもの。 

指示内容について報

告済。 
○  

62 
平成 21･04･28 

原院第 3号 

平成 21年 5月 1日 

旧原子力安

全・保安院長 

電気事業法第 52条に基づく溶接事業者検査

（原子力設備）について 

＜内容＞ 

電気事業法第 52条に基づく溶接事業者検査

の適切な実施のため，「電気事業法第 52条

に基づく原子力設備に関する溶接事業者検

査ガイド」に従って溶接事業者検査を実施

することを求めたもの。 

「検査および試験管

理基本要領」に反映

済。 

〇  

63 
平成 21･04･13 

原院第 3号 

平成 21年 5月 8日 

旧原子力安

全・保安院長 

原子力施設の耐震安全性に係る新たな科学

的・技術的知見の継続的な収集および評価

への反映等のための取組について 

＜内容＞ 

「原子力施設の耐震安全性に係る新たな科

学的・技術的知見の継続的な収集および評

価への反映等について（内規）」（平成 21･04･

13原院第３号）を制定し，同内規に基づき

適切に対応することを求めたもの。 

「耐震安全性に係る

知見反映処理手順書」

を制定済。 

○  

64 
平成 21･06･22 

原院第 5号 

平成 21年 6月 23日 

旧原子力安

全・保安院長 

気体廃棄物処理系の水素濃度上昇に係る対

応について(指示） 

＜内容＞ 

浜岡４号機，５号機で発生した気体廃棄物

処理系の水素濃度上昇事象に係る原因およ

び再発防止対策に関する報告を受け，更な

る安全性の向上を図るため，以下の対応を

求めたもの。 

(1)ＢＷＲ事業者において共通の方法によ

りデータを取得するなど，金属触媒の長期

的な触媒性能を把握する等の知見の拡充を

行うこと。 

(2)気体廃棄物処理系の水素濃度計につい

て，検出時間の遅れの妥当性を含めた検証

を行うこと。 

指示内容に対応済。 ○   

65 

平成 21年 6月 25日 

NISA-161c-09-3 

NISA-181c-09-1 

NISA-197c-09-1 

旧原子力安

全・保安院 

原子力発電検

査課長 

核燃料サイク

ル規制課長 

放射性廃棄物

規制課長 

「原子力施設における放射性廃棄物でない

廃棄物の取扱い」の徹底について（注意喚

起） 

＜内容＞ 

東海発電所において「放射性廃棄物でない

廃棄物」として判断した廃棄物に対して，

念のために実施した放射能の測定で有意な

値が検出されたことから，『原子力施設にお

ける「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱

について（指示）（平成 20･04･21原院第１

号）』で規定したガイドラインの一層の徹底

について注意喚起したもの。 

注意喚起のみであり

対応不要。 
―  

66 
平成 21･06･26 

原院第 4号 

平成 21年 6月 26日 

旧原子力安

全・保安院長 

島根原子力建設所における火災について

（指示） 

＜内容＞ 

島根原子力建設所で発生した火災発生の原

因および再発防止対策等について報告する

ことを求めたもの。 

島根原子力発電所１

号機は対象外。 
―  

67 
平成 21･06･25 

原院第 1号 

平成 21年 6月 30日 

旧原子力安

全・保安院長 

実用発電用原子炉施設への航空機落下確率

の再評価について 

＜内容＞ 

「実用発電用原子炉施設への航空機落下確

率の評価基準について（内規）（平成 14･07･

29原院第４号）」の一部改正に伴い航空機落

下確率の再評価を求めたもの。 

再評価結果を報告済。 ○  

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－ 
 

６３ 

資料４．２．２－３ 保安院指示事項一覧表 

（9/19） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

68 
平成 21･07･27 

原院第 1号 

平成 21年 8月 12日 

旧原子力安

全・保安院長 

原子力発電所中央制御室の居住性に係る被

ばく評価について（要請） 

＜内容＞ 

発電用原子炉施設について，「原子力発電所中

央制御室の居住性に係る被ばく評価手法につ

いて（内規）」に基づく被ばく評価を実施し， 

所要の措置を講じることを求めたもの。 

指示内容に基づく評

価を実施中。 
△ 

資料 4.2.2-5 

反映状況の

考察および

追加措置 

(指示-2) 

69 
22原企課第 6号 

平成 22年 2月 2日 

旧原子力安

全・保安院 

企画調整課長 

原子力発電

検査課長 

放射性廃棄物処理系排水管の誤接続に係る

対応について（指示） 

＜内容＞ 

福島第一，福島第二および柏崎刈羽原子力

発電所における非放射性廃棄物を処理する

配管と放射性物質を処理する配管との誤接

続に関する調査結果の報告を踏まえ，以下

の対応を求めたもの。 

(1)管理区域内において，配水管の誤接続が

ないか調査し，報告すること。 

(2)調査は各事業者のトリチウムの管理お

よび設備の管理の実態を踏まえた方法によ

り行うこと。 

調査結果を報告済。 ○   

70 
平成 22･03･30 

原院第 1号 

平成 22年 3月 30日 

旧原子力安

全・保安院長 

島根原子力発電所第１号機および第２号機

の保守管理の不備ならびに定期事業者検査

の一部未実施に係る対応について（指示） 

＜内容＞ 

島根１号機および島根２号機の保守管理な

らびに定期事業者検査の一部が適切に実施

されていなかったことから，点検が適切に

実施されていなかった箇所を早急に点検す

るとともに，健全性の評価を行い，その結

果を報告することを求めたもの。 

点検結果および健全

性 評 価 結 果 を 報 告

済。 

○  

71 
平成 22･03･30 

原第 1号 

平成 22年 3月 30日 

経済産業大臣

臨時代理 

(国務大臣) 

島根原子力発電所第１号機および第２号機

の保守管理の不備ならびに定期事業者検査

の一部未実施に係る報告徴収について 

＜内容＞ 

島根１号機および島根２号機の保守管理な

らびに定期事業者検査の一部が適切に実施

されていなかったことから，以下について

報告することを求めたもの。 

(1)島根１号機および島根２号機の保守管

理ならびに定期事業者検査の一部が適切に

実施されていなかったことについて，これ

までの保守管理および定期事業者検査の実

施に係る経緯・事実関係を調査し，その原

因を究明するとともに，それらを踏まえた

再発防止対策の検討を行い，報告すること。 

(2)島根１号機，島根２号機および島根３号

機の保守管理ならびに島根１号機および島

根２号機の定期事業者検査の実施状況につ

いて，総点検を行い，報告すること。 

再発防止対策および

総点検結果について

報告済。 

○  

72 
平成 21･11･27 

原院第 4号 

平成 22年 4月 16日 

旧原子力安

全・保安院長 

実用発電用原子炉施設における高経年化対

策の実施について（指示） 

＜内容＞ 

「実用発電用原子炉施設における高経年化

対策の実施について（平成 20･10･17原院第

３号）」の「実用発電用原子炉施設における

高経年化対策実施ガイドライン」の一部を改

正し，改正後のガイドラインに基づき高経年

化対策等を実施することを求めたもの。 

「島根原子力発電所

高経年化対策実施手

順書」に反映済。 

○  

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 
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６４ 

資料４．２．２－３ 保安院指示事項一覧表 

（10/19） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

73 
平成 22･03･31 

原院第 2号 

平成 22年 4月 16日 

旧原子力安

全・保安院長 

事故故障等に係る予防処置実施状況の報告

について（指示） 

＜内容＞ 

原子炉等規制法第 62条の３に基づき，旧原

子力安全・保安院に報告のあった他の施設

における同種の事故故障等を防止するため

の予防処置の実施状況について，予防処置

実施状況報告書を作成し，報告することを

求めたもの。 

指示内容について対

応中。 
△ 

資料 4.2.2-5 

反映状況の

考察および

追加措置 

(指示-3) 

74 
平成 22･05･20 

原院第 1号 

平成 22年 5月 21日 

旧原子力安

全・保安院長 

安全保護系の駆動源喪失時に対する設備要

求および運用管理上の措置について（指示） 

＜内容＞ 

平成 21年 12月２日に敦賀２号機で発生し

た原子炉保護系計装の機能喪失に係る保安

規定違反に対する根本原因分析の実施結果

の報告を踏まえ，安全保護系の設置，改造

工事および運用の管理にあたって，以下の

対応を求めたもの。 

(1)安全保護系を構成する機器において，そ

の駆動源喪失時には，原子炉非常停止信号

もしくは工学的安全施設起動(作動）信号を

発信する設備構成，または電源喪失を検知

し警報を中央制御室に発信する設備構成と

するよう，計画的な対応を講じること。 

(2)上記(1)の設備構成となっていないもの

については，当該設備構成とするまでの間

は，当該安全保護系の電源状態を巡視点検

等において適切に確認すること。 

(3)安全保護系の設計時における要求事項

を運用面で確保される場合には，運用手順

などに確実に反映させる業務プロセスとな

っているか，また安全保護系の電源操作を

した場合における確実な復帰操作の確認な

ど，安全保護系の点検作業において人的過

誤防止を考慮した業務プロセスとなってい

るかを確認すること。 

指示内容に対応済。 ○  

75 
平成 22･06･09 

原第 1号 

平成 22年 6月 11日 

経済産業大臣 

島根原子力発電所の保守管理の不備等につ

いて（厳重注意および指示） 

＜内容＞ 

島根原子力発電所の保守管理の不備等が生

じていたことに対し，厳重に注意するとと

もに，保安規定の変更命令に加え，以下の

対策に取り組むことを指示したもの。 

(1)再発防止対策に基づき，経営層の十分な

管理の下に，保守管理体制および品質保証

体制の改善・再構築を確実に行うこと。 

(2)再発防止対策の実施状況およびその有

効性の評価を継続的に行うこと。 

(3)点検計画表については，点検実績，技術

的評価等に基づいた見直しを継続的に行う

こと。 

(4)安全文化の意識醸成のための継続的な

活動に取り組むこと。 

(5)点検周期を超えている機器であって，点

検計画に沿った点検等が実施できていない

ものについては，早急に点検計画表に沿っ

た点検を行い，その結果について報告する

こと。 

保守管理の不備に関

する再発防止対策の

アクションプランに

基づき対応中。 

△ 

資料 4.2.2-5 

反映状況の

考察および

追加措置 

(指示-4) 

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 
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６５ 

資料４．２．２－３ 保安院指示事項一覧表 

（11/19） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

76 
平成 22･06･14 

原第 2号 

平成 22年 6月 15日 

経済産業大臣 

保安規定の変更命令について 

＜内容＞ 

「島根原子力発電所の保安管理ならびに定

期事業者検査に係る調査報告（最終）」に記

載されている再発防止対策を確実に実施し

うる保安管理体制および品質保証体制とす

るため，保安規定を変更することを命令し

たもの。 

「保安規定」を改正

済。 
○   

77 
22原企課第 54号 

平成 22年 7月 6日 

旧原子力安

全・保安院 

企画調整課長 

原子力発電

検査課長 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所第

２号機の原子炉自動停止に関する調査結果

を踏まえたリレー誤作動に係る周知につい

て（注意喚起） 

＜内容＞ 

安全機能を有する機器等に対して同様のリ

レーの誤操作による事象が発生しないか確

認するよう注意喚起したもの。 

指示内容に対応済。 ○  

78 
22原企課第 65号 

平成 22年 7月 30日 

旧原子力安

全・保安院 

企画調整課長 

原子力発電 

安全審査課長 

上関原子力発電所原子炉設置許可申請に係

る追加地質調査等について 

＜内容＞ 

上関原子力発電所原子炉設置許可申請に係

る敷地および敷地周辺の追加地質調査等の

対応を求めたもの。 

島根原子力発電所１

号機は対象外。 
―  

79 
22原企課第 100号 

平成 22年 10月 12日 

旧原子力安

全・保安院 

企画調整課長 

原子力発電

検査課長 

核燃料サイク

ル規制課長 

放射性廃棄

物規制課長 

株式会社首藤バルブ製作所にて製造された

弁の原子力施設における設置状況等につい

て（指示） 

＜内容＞ 

株式会社首藤バルブ製作所で製造された弁

の設置状況ならびに弁の設置が明らかとな

った場合における当該弁に係る技術基準適

合性の確認およびその管理状況等について

報告することを求めたもの。 

確認結果を報告済。 ○  

80 
22原企課第 100号 

平成 22年 10月 12日 

旧原子力安

全・保安院 

企画調整課長 

原子力発電

検査課長 

核燃料サイク

ル規制課長 

核燃料管理

規制課長 

放射性廃棄

物規制課長 

株式会社首藤バルブ製作所にて製造された

弁について（注意喚起） 

＜内容＞ 

株式会社首藤バルブにおいて，製造した弁

の材料試験成績書が捏造されていた事実が

確認されたため，今後このような製品が納

入されることがないよう調達管理の充実を

図ることについて注意喚起したもの。 

注意喚起のみであり

対応不要。 
―  

81 
22原企課第 110号 

平成 22年 11月 1日 

旧原子力安

全・保安院 

企画調整課長 

原子力発電

検査課長 

制御棒のひびに関する対応について（指示） 

＜内容＞ 

柏崎刈羽７号機において，使用済ハフニウ

ムフラットチューブ型制御棒においてひび

が認められたため同事象が発生していない

か確認し，報告することを求めたもの。 

島根原子力発電所は

対象外。 
―  

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 
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No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

82 
22原企課第 122号 

平成 22年 11月 15日 

旧原子力安

全・保安院 

企画調整課長 

原子力発電

検査課長 

供用期間中検査の適切な実施について 

（指示） 

＜内容＞ 

供用期間中検査の計画に反映されていない

溶接箇所があることが判明したため，以下

の事項を含めて再発防止対策を検討し，報

告するよう指示したもの。 

(1)電気事業者と調達先である製造業者と

の間で，溶接に係る設計情報を十分共有し，

供用期間中検査の計画に確実に反映できる

体制を構築すること。 

(2)供用期間中検査を規定する社団法人日

本機械学会の維持規格の改訂が行われた場

合には，改訂内容を電気事業者内の関係部

署において共有し，改訂内容は供用期間中

検査の計画に確実に反映させる体制を構築

すること。 

(3)供用期間中検査の計画にある検査対象箇

所と現場の設備における溶接箇所との不整

合が生じないよう確認体制を構築すること。 

指示内容を踏まえた

再発防止策を報告済。 
○   

83 
平成 23･03･28 

原第 7号 

平成 23年 3月 30日 

経済産業大臣 

平成 23年福島第一・第二原子力発電所事故

を踏まえた他の発電所の緊急安全対策の実

施について（指示） 

<内容> 

津波により３つの機能（全交流電源，海水

冷却機能，使用済燃料貯蔵プールの冷却機

能）を全て喪失した場合でも，燃料損傷や

多量の放射性物質の放出を抑制しつつ原子

炉施設の冷却機能回復を図るため，緊急安

全対策を講じるとともに，その実施状況に

ついて報告することを求めたもの。 

指示内容について報

告済。 
○  

84 平成 23年 4月 9日 
旧原子力安

全・保安院 

非常用発電設備の保安規定上の取扱いにつ

いて（指示） 

<内容> 

平成 23年東北地方太平洋沖地震により発生

した津波による福島第一原子力発電所の事

故を踏まえると，電源の確保が極めて重要

であることから，原子炉ごとに，冷温停止

状態および燃料交換においては，必要な非

常用交流高圧電源母線に接続する非常用発

電設備が２台動作可能（同一発電所に複数

炉ある場合には，必要な非常用交流高圧電

源母線に他号機に設置された非常用発電設

備から受給可能な場合の台数を含む。）であ

ることを要求事項とする保安規定の変更を

求めたもの。 

「保安規定」を改正

済。 
○  

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 
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資料４．２．２－３ 保安院指示事項一覧表 

（13/19） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

85 
平成 23･04･15 

原院第 3号 

平成 23年 4月 15日 

旧原子力安

全・保安院長 

原子力発電所の外部電源の信頼性確保につ

いて（指示） 

<内容> 

平成 23年４月７日の宮城県沖地震による東

通原子力発電所および六ヶ所再処理事業所

において一時的に外部電源の喪失事象が発

生したことを踏まえ，電力系統の信頼性確

保に関する以下の事項への対応および報告

を求めたもの。 

(1)地震等による供給支障等により原子力

発電所等への電力供給に影響を与え得る電

力系統の供給信頼性について，分析・評価

するとともに，供給信頼性を更に向上させ

るための対策を検討すること。 

(2)複数の電源線に施設されている全ての

送電回線を各号機に接続し，電力供給を可

能とすること。 

(3)電源線の送電鉄塔について，耐震性，地

震による基礎の安定性等に関して評価を行

い，その結果に基づき必要な補強等の対応

を行うこと。 

(4)開閉所等の電気設備について，屋内施設

としての設置，水密化など，津波による影

響を防止するための対策を講じること。 

指示内容について報

告済。 
○  

86 
平成 23･04･28 

原院第 4号 

平成 23年 4月 28日 

旧原子力安

全・保安院長 

平成 23年東北地方太平洋沖地震を踏まえた

新耐震指針に照らした既設発電用原子炉施

設等の耐震安全性の評価結果の報告に係る

原子力安全・保安院における検討に際して

の意見の追加への対応について(指示) 

<内容> 

新耐震指針に照らした既設発電用原子炉施

設等の耐震安全性評価を進めるに当たり，

旧原子力安全委員会より示された意見への

検討に資することを目的とし，平成 23年東

北地方太平洋沖地震の発生に伴って，大き

な地殻変動が観測されたことを踏まえ，既

設発電用原子炉施設等の耐震設計上考慮す

る必要がある断層に該当する可能性の検討

に必要な情報について報告することを求め

たもの。 

指示内容について報

告済。 
○   

87 
平成 23･03･11原

院第 5号 

平成 23年 5月 6日 

旧原子力安

全・保安院長 

実用発電用原子炉施設における高経年化対

策の実施についての一部改正について（指

示） 

＜内容＞ 

「実用発電用原子炉施設における高経年化

対策の実施について（平成 20・10・17原院

第 3号）」の「実用発電用原子炉施設におけ

る高経年化対策実施ガイドライン」の一部

を改正し，実用発電用原子炉設置者に対し，

改正後の「実用発電用原子炉施設における

高経年化対策実施ガイドライン」に従って

高経年化対策等を実施することを求めたも

の。 

「島根原子力発電所

高経年化対策実施手

順書」に反映済。 

○  

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 
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資料４．２．２－３ 保安院指示事項一覧表 

（14/19） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

88 

平成 23･05･16 

原院第 4号 

平成 23年 5月 17日

NISA-238b-11-6 

旧原子力安

全・保安院 

変電所等における送電線の保護装置に係る

点検等について（指示） 

<内容> 

平成 23年４月７日に宮城県沖で発生した地

震による東北電力株式会社管内の広域にわ

たる停電事象を踏まえ，同様の原因による

広域にわたる停電が発生することを未然に

防止するため，一般電気事業者等に対して，

以下の措置を講じた上，報告することを求

めたもの。 

(1)各一般電気事業者等の基幹系統を構成

する送電線ならびに原子力発電所に接続す

る送電線に接続する変電所および開閉所の

保護装置を対象として，事故電流の遮断機

能が失われているにもかかわらず，当該保

護装置の状況を示す表示が機能しないとい

う状態（以下「非表示状態」という。）が発

生する可能性の有無について調査し，非表

示状態が発生する可能性がある場合には，

当該保護装置の異常を示すための機能を正

常な状態とすること。さらに，当該保護装

置については正常な状態であることを定期

的に確認し，非表示状態の発生を未然に防

止すること。 

(2)(1)の調査において，非表示状態が発生

する可能性があると判明した保護装置につ

いて，非表示状態が発生しないよう恒久的

な措置を実施するとともに，恒久的な措置

に関する実施計画を策定すること。 

指示内容について報

告済。 
○   

89 
平成 23･05･16 

原院第 5号 

平成 23年 5月 18日 

旧原子力安

全・保安院長 

平成 23年東北地方太平洋沖地震における東

京電力株式会社福島第一原子力発電所およ

び福島第二原子力発電所の地震観測記録が

中断した原因の調査結果を踏まえた対応に

ついて 

<内容> 

平成 23年東北地方太平洋沖地震における福

島第一原子力発電所および福島第二原子力

発電所の地震計のデータを記録する装置の

不具合に係る調査結果を踏まえ，原子炉設

置者，再処理事業者および廃棄物管理事業

者所有の原子炉施設に設置されている収録

装置において同様の不具合がないか調査す

るとともに，その結果に応じて実施した改

修の結果について報告することを求めたも

の。 

指示内容について報

告済。 
○  

90 
平成 23･05･30 

原院第 2号 

平成 23年 5月 31日 

旧原子力安

全・保安院長 

原子力発電所における吊り下げ設置型の高

圧遮断器に係る火災防護上の必要な措置の

実施等について（指示） 

<内容> 

平成 23年３月 11日に女川１号機の常用高

圧電源盤における火災の発生を踏まえ，同

様の火災発生を防止するため，実用発電用

原子炉の設置者に対して，当該設置者が所

有している原子力発電所内における吊り下

げ設置型の高圧遮断器の有無を確認し，吊

り下げ設置型の高圧遮断器が存在している

場合には，耐震性の高い構造の高圧遮断器

への設備更新を実施すること，吊り下げ設

置型の高圧遮断器の下部に耐震架台を設置

すること等の火災防護上必要な措置に関す

る実施計画を策定し，報告することを求め

たもの。 

指示内容について報

告済。 
○   

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 
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資料４．２．２－３ 保安院指示事項一覧表 

（15/19） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

91 
平成 23･06･03 

原院第 1号 

平成 23年 6月 6日 

旧原子力安

全・保安院長 

平成 23年東北地方太平洋沖地震を踏まえた

新耐震指針に照らした既設発電用原子炉施

設等の耐震安全性の評価結果の報告に係る

旧原子力安全・保安院における検討に際し

ての意見の追加への対応について(追加指

示) 

<内容> 

平成 23年３月 11日以降に発生した地震に

伴って生じた地殻変動量および地震の発生

状況の調査を実施し，考慮すべき断層に該

当する可能性が否定できない場合は，地質

踏査等を行い，その結果を報告することを

求めたもの。 

指示内容について報

告済。 
○  

92 
平成 23･06･07 

原第 2号 

平成 23年 6月 7日 

経済産業大臣 

平成 23年福島第一原子力発電所事故を踏ま

えた他の発電所におけるシビアアクシデン

トへの対応に関する措置の実施について

（指示） 

<内容> 

平成 23年に発生した福島第一原子力発電所

および福島第二原子力発電所事故に関する

報告書を取りまとめ，同事故を収束するた

めの懸命な作業の中で抽出された課題から

万一シビアアクシデント（炉心の重大な損

傷等）が発生した場合でも迅速に対応する

ための措置を整理した。これらの措置のう

ち，直ちに取り組むべき措置として，各電

気事業者等に対し，福島第一原子力発電所

以外の原子力発電所において以下の事項を

実施するとともに，その状況を報告するこ

とを求めたもの。 

(1)中央制御室の作業環境の確保 

(2)緊急時における発電所構内通信手段の

確保 

(3)高線量対応防護服等の資機材の確保お

よび放射線管理のための体制の整備 

(4)水素爆発防止対策 

(5)がれき撤去用の重機の配備 

指示内容について報

告済。 
○  

93 

平成 23･06･07 

原院第 1号 

平成 23年 6月 7日 

NISA-238b-11-7 

NISA-161b-11-4 

NISA-181b-11-4 

旧原子力安

全・保安院 

原子力発電所等の外部電源の信頼性確保に

係る開閉所等の地震対策について（指示） 

<内容> 

外部電源の信頼性確保に関する指示への報

告に対する評価結果等を踏まえ，外部電源

の信頼性を確保する観点から，一般電気事

業者等に対して，以下の事項を実施するこ

とを求めたもの。 

(1)平成 23年東北地方太平洋沖地震により

福島第一原子力発電所において観測された

地震観測記録の分析結果を踏まえ，原子力

発電所等において開閉所等の電気設備が機

能不全となる倒壊，損傷等が発生する可能

性についての影響評価。 

(2)上記(1)において機能不全となる倒壊，

損傷等が発生する可能性があると評価され

た場合，当該設備に対する地震対策の策定。 

指示内容について対

応済。 
○   

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 
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資料４．２．２－３ 保安院指示事項一覧表 

（16/19） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

94 

平成 23･07･20 

原院第 1号 

平成 23年 7月 22日

NISA-326d-11-5 

旧原子力安

全・保安院長 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所に

おける事故を踏まえた既設の発電用原子炉

施設の安全性に関する総合評価の実施につ

いて（指示） 

<内容> 

「東京電力株式会社福島第一原子力発電所

における事故を踏まえた既設の発電用原子

炉施設の安全性に関する評価手法および実

施計画」に基づき，発電用原子炉施設の安

全性に関する総合的評価を行い，その結果

について，報告することを求めたもの。 

指示内容について評

価を実施中。 
△ 

 
資料 4.2.2-5

反映状況の

考察および

追加措置 

(指示-5) 

95 
平成 23･07･22 

原院第 1号 

平成 23年 7月 22日 

旧原子力安

全・保安院長 

九州電力株式会社玄海原子力発電所第３号

機の原子炉建屋および原子炉補助建屋の耐

震安全性評価における入力データの誤りを

踏まえた対応について 

<内容> 

玄海３号機の耐震安全性評価における入力

データの誤りを踏まえ，同社が解析を委託

した会社と同じ会社に解析を委託した原子

力事業者は入力データに誤りが無いことの

チェック体制について再点検を行い，その

結果を報告することを求めたもの。 

指示内容について報

告済。 
○  

96 
平成 23･08･11 

原院第 1号 

平成 23年 8月 11日 

旧原子力安

全・保安院長 

東京電力株式会社福島第二原子力発電所第

２号機の原子炉建屋の耐震安全性評価にお

ける地震応答解析モデルの設定の誤りを踏

まえた対応について（指示） 

<内容> 

東京電力株式会社による福島第二２号機の

耐震安全性評価における地震応答解析モデ

ルの設定の誤りを踏まえ，同社が解析を委

託した会社と同じ会社に解析を委託した原

子力事業者は，同様の誤りがないか調査し，

その結果を報告することを求めたもの。 

指示内容について報

告済。 
○  

97 
平成 23･08･22 

原院第 1号 

平成 23年 8月 22日 

旧原子力安

全・保安院長 

関西電力株式会社高浜発電所第３号機およ

び第４号機の原子炉建屋の耐震安全性評価

における地震応答解析モデルの入力データ

誤りを踏まえた対応について（指示） 

<内容> 

関西電力による高浜３号機および４号機の

耐震安全性評価における地震応答解析モデ

ルの入力データの誤りや他社における同様

の事象を踏まえ，「発電用原子炉施設に関す

る耐震設計審査指針」等の改訂に伴う既設

発電用原子炉施設等の耐震安全性の評価を

指示した原子力事業者に対して，安全上重

要な建物・構築物および機器・配管系の耐

震安全性評価に係る解析のために入力した

データおよび条件設定について，解析の委

託先を問わず，誤りの有無を調査し，耐震

安全性評価報告書の再点検を行い，安全性

に関する総合的評価のうち耐震裕度に係る

総合的評価を旧原子力安全・保安院に報告

する前までに，同院の確認を受けることを

求めたもの。 

指示内容について報

告済。 
○  

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 
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No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

98 
平成 23･09･14 

原院第 5号 

平成 23年 9月 15日 

旧原子力安

全・保安院長 

緊急安全対策等の報告書の誤りを踏まえた

対応について（指示） 

<内容> 

緊急安全対策等の報告書に関し，複数の事

業者において報告内容に誤りがあったこと

を踏まえ，旧原子力安全・保安院の指示に

基づく報告の内容について誤りの有無を調

査し，誤りがあった場合は，誤りが発生し

た原因の究明および再発防止策の策定を行

い，その結果について，報告することを求

めたもの。 

指示内容について報

告済。 
○  

99 

平成 23･10･14 

原院第 2号 

NISA-134d-11-11 

平成 23年 10月 14日 

旧原子力安

全・保安院長 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所第

１号機，第２号機および第３号機の事故時

運転操作手順書に係る報告を踏まえた対応

について（指示） 

<内容> 

福島第一１号機，２号機および３号機の事

故時運転操作手順書の公開に当たり，東京

電力株式会社に公開の通知を行った範囲を

除く部分について，公開により安全上の支

障等が生じることとなる情報を含む場合に

は，その情報の具体的範囲と公開により安

全上の支障等が生じると判断する具体的な

根拠について，提出することを求めたもの。 

指示内容について報

告済。 
○  

100 

平成 23･10･25 

原院第 2号 

平成 23年 10月 26日 

NISA-161d-11-4 

NISA-231d-11-5 

旧原子力安

全・保安院長 

緊急安全対策等の報告書における誤りの有

無の再調査等について（指示） 

<内容> 

平成 23年９月 15日付け「緊急安全対策等

の報告書における誤りの有無の調査等につ

いて（指示）（平成 23・09・14原院第５号）」 

に基づき報告を行った緊急安全対策等の報

告書における誤りの有無の調査等の結果に

ついて，調査結果報告書に記載された調査

体制および方法による十分な調査等が行わ

れているとは認められない部分があったた

め，改めて徹底した調査等を実施し，その

結果について報告することを求めたもの。 

指示内容について報

告済。 
○  

101 
平成23原企課第111号 

平成 23年 12月 22日 

旧原子力安

全・保安院 

企画調整課長 

原子力発電検

査課長 

溶接事象者検査の一部未実施について（注

意喚起及び指示） 

<内容> 

玄海４号機において取替えのための施工を

実施中であった二次系の低温再熱蒸気管に

ついて，溶接事業者検査の協力事業者が検

査の一部について法令上の検査対象項目で

あるにも関わらず，検査不要と判断してい

たこと等が判明したため，原子炉設置者に

対して，今後，このような検査の一部未実

施がないよう管理体制の充実を図ることに

関し，注意換気を行うとともに，これまで

実施した溶接事業者検査について，実施さ

れていない項目の有無を調査し，報告する

ことを求めたもの。 

指示内容について報

告済。 
○  

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－ 
 

７２ 

資料４．２．２－３ 保安院指示事項一覧表 

（18/19） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

102 
平成 24･01･17 

原院第 1号 

平成24年1月19日 

旧原子力安

全・保安院長 

原子力発電所等の外部電源の信頼性確保に

係る開閉所等の地震対策について（追加指

示） 

<内容> 

「福島第一原子力発電所内外の電気設備の

被害状況等に係る記録に関する報告を踏ま

えた対応（指示）(平成 23・05・16原院第

７号)」に対する東京電力株式会社からの追

加報告に示された解析結果および損傷原因

を考慮した上で，原子力発電所等の開閉所

の電気設備および変圧器において，今後発

生する可能性のある地震を入力地震動に用

いた耐震性の評価および対策の追加的な実

施を求めるとともに，その実施計画につい

て，報告することを求めたもの。 

指示内容に基づき評

価を実施中。 
△ 

 
資料 4.2.2-5

反映状況の

考察および

追加措置

(指示-6) 

103 
平成 24･01･23 

資第 1号 

平成 24年 1月 23日 

経済産業大臣 

下請事業者等による法令遵守等の徹底につ

いて 

<内容> 

大飯原子力発電所の改修工事に関連して，

同社の元請事業者従業員および下請事業者

役員が職業安定法違反の疑いで逮捕され，

逮捕者の中に暴力団関係者が含まれていた

ため，法令遵守および暴力団排除に向けて，

現行の工事請負契約を徹底的にチェック

し，必要な規程を盛り込むとともに，契約

の相手先に周知徹底を図るなど，万全の対

策を講じるよう求めたもの。 

指示内容について対

応済。 
○  

104 

平成 24･01･26 

原院第 1号 

平成24年1月27日 

NISA-151b-12-2 

NISA-161b-12-2 

NISA-181b-12-2 

NISA-191b-12-1 

NISA-314b-12-1 

 

旧原子力安

全・保安院長 

平成 23年東北地方太平洋沖地震から得られ

た地震動に関する知見を踏まえた原子力発

電所等の耐震安全性評価に反映するべき事

項（中間取りまとめ）について 

<内容> 

平成 23年３月 11日に発生した東北地方太

平洋沖地震を受け，「地震・津波に関する意

見聴取会」，関係機関等での現時点における

検討，調査等を踏まえ，原子力発電所の速

やかな耐震安全性確保の観点から，耐震安

全性評価に当たって検討すべき事項を中間

的に取りまとめるとともに，活断層の連動

性について検討を実施し，検討結果を報告

することを求めたもの。 

指示内容について報

告済。 
○  

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－ 
 

７３ 

資料４．２．２－３ 保安院指示事項一覧表 

（19/19） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

105 
平成 24･03･26 

原院第 10号 

平成24年3月30日 

旧原子力安

全・保安院長 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事

故に係るフォールアウトによる原子力施設

における資材等の安全規制上の取扱いにつ

いて 

<内容> 

原子力事業者等が工場等において用いた資

材その他の物について，福島第一原子力発

電所事故由来の放射性物質の降下物（フォ

ールアウト）を考慮した安全規制上の適切

な判断および取扱いのため，原子力事業者

等に対して，以下の対応を求めたもの。 

(1)資材その他の物のうち，資源として有効

利用しようとするもの等については，従来

の原子炉等規制法第 61条の２に基づく放射

能濃度に係る確認等に加え，「東京電力株式

会社福島第一原子力発電所事故に係るフォ

ールアウトによる原子力施設における資材

等の安全規制上の取扱いに関するガイドラ

イン」に従い，放射性廃棄物でない廃棄物

の判断および適切な取扱い等を行うこと。 

(2)上記ガイドラインに従い，フォールアウ

トに係る放射性物質の影響を考慮した放射

性廃棄物でない廃棄物の判断に係る廃棄物

の範囲，判断方法，放射性廃棄物でない廃

棄物の取扱い等について保安規定に定める

とともに，協力会社を含めた関係組織にそ

の内容を周知徹底すること。 

指示内容について対

応済。 
○  



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－ 
 

７４ 

資料４．２．２－４ 反映状況の考察および追加措置（保安院指示事項） 

（指示－１） 

 

１．管理番号：（指示－１） 

 

２．「保安院指示事項一覧表」の通し番号：No.27,54,57 

 

３．指示内容： 

「保安院指示事項一覧表」参照 

 

４．対応内容： 

指示文書に基づき，平成20年３月28日に中間報告を提出している。中間報告

については，平成20年12月には旧原子力安全・保安院が妥当であると判断し，

平成22年３月には旧原子力安全委員会が旧原子力安全・保安院の評価は基本

的に問題ないと判断している。 

 

５．現在の予防処置の状況に対する考察： 

耐震安全性評価を継続的に実施していることから，更なる追加措置は必要な

いと判断した。 

 

６．追加措置案：なし 

 

７．その他：なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－ ７５ 

資料４．２．２－４ 反映状況の考察および追加措置（保安院指示事項） 

（指示－２） 

 

１．管理番号：（指示－２） 

 

２．「保安院指示事項一覧表」の通し番号：No.68 

 

３．指示内容： 

「保安院指示事項一覧表」参照 

 

４．対応内容： 

現在，指示文書に基づき，被ばく評価を実施中である。 

 

５．現在の予防処置の状況に対する考察： 

現在，被ばく評価を実施中であることから，更なる追加措置は必要ないと判

断した。 

 

６．追加措置案：なし 

 

７．その他：なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－ ７６ 

資料４．２．２－４ 反映状況の考察および追加措置（保安院指示事項） 

（指示－３） 

 

１．管理番号：（指示－３） 

 

２．「保安院指示事項一覧表」の通し番号：No.73 

 

３．指示内容： 

「保安院指示事項一覧表」参照 

 

４．対応内容： 

現在，指示文書に基づき，原子炉等規制法第62条の３に基づき，旧原子力安

全・保安院に報告のあった他の施設における同種の事故・故障等を防止するた

めの予防処置の実施状況について，所要の手法，様式により報告を行うことと

している。 

 

５．現在の予防処置の状況に対する考察： 

現在，指示文書に基づき対応中であることから，更なる追加措置は必要ない

と判断した。 

 

６．追加措置案：なし 

 

７．その他：なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－ ７７ 

資料４．２．２－４ 反映状況の考察および追加措置（保安院指示事項） 

（指示－４） 

 

１．管理番号：（指示－４） 

 

２．「保安院指示事項一覧表」の通し番号：No.75 

 

３．指示内容： 

「保安院指示事項一覧表」参照 

 

４．対応内容： 

現在，指示文書に基づき，保守管理の不備に関する再発防止対策のアクショ

ンプランを策定し，対応中である。 

 

５．現在の予防処置の状況に対する考察： 

現在，保守管理の不備に関する再発防止対策のアクションプランに基づき，

対応中であることから，更なる追加措置は必要ないと判断した。 

 

６．追加措置案：なし 

 

７．その他：なし 

 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－ ７８ 

資料４．２．２－４ 反映状況の考察および追加措置（保安院指示事項） 

（指示－５） 

 

 

１．管理番号：（指示－５） 

 

２．「保安院指示事項一覧表」の通し番号：No.94 

 

３．指示内容： 

「保安院指示事項一覧表」参照 

 

４．対応内容： 

現在，指示文書に基づき，原子炉施設の安全性に関する総合的な評価を実施

中である。 

なお，島根原子力発電所２号機については，平成24年８月３日に旧原子力安

全・保安院へ「発電用原子炉施設の安全性に関する総合評価（一次評価）に係

る報告書」を提出した。 

 

５．現在の予防処置の状況に対する考察： 

現在，指示文書等に基づいた原子炉施設の安全性に関する総合的な評価を実

施中であることから，更なる追加措置は必要ないと判断した。 

 

６．追加措置案：なし 

 

７．その他：なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－ ７９ 

資料４．２．２－４ 反映状況の考察および追加措置（保安院指示事項） 

（指示－６） 

 

 

１．管理番号：（指示－６） 

 

２．「保安院指示事項一覧表」の通し番号：No.102 

 

３．指示内容： 

「保安院指示事項一覧表」参照 

 

４．対応内容： 

指示文書に基づき，平成24年２月17日付けで旧原子力安全・保安院に『「原

子力発電所等の外部電源の信頼性確保に係る開閉所等の地震対策について（追

加指示）」に対する報告について，別紙「島根原子力発電所の外部電源の信頼

性確保に係る開閉所等の耐震性評価実施計画書」』を提出し，開閉所設備およ

び変圧器の耐震性評価を実施中である。 

 

５．現在の予防処置の状況に対する考察： 

現在，開閉所設備および変圧器の耐震性評価を実施中であることから，更な

る追加措置は必要ないと判断した。 

 

６．追加措置案：なし 

 

７．その他：なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－ ８０ 

資料４．２．２－５ 運転経験から得られた教訓一覧表（国外） 

(1/5) 

No 
情報 

種別 

発行 No. 

発行年月 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の

理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

1 
ＮＲＣ 

Bulletin 

2003-01 

H15.6 

（加圧水型原子炉におけるデブリ閉塞が非

常用再循環サンプに与える潜在的影響） 

ＰＷＲプラントを対象に，非常用炉心冷却

系（ＥＣＣＳ）または格納容器スプレイ系

（ＣＳＳ）の再循環系の運転に要求される

デブリの閉塞に対する潜在的な影響，また

ＥＣＣＳ，ＣＳＳ再循環および格納容器ド

レン設備の流路へのデブリの閉塞による追

加的影響を検討し，規制要件を満たしてい

ることを決定する評価が完了するまで，暫

定的な対応措置を示すことを求めたもの。 

ＰＷＲ設置者に

対して出された

ものであり対象

外。 

― ― 

 

2 
ＮＲＣ 

Bulletin 

2003-02 

H15.8 

（原子炉容器底部貫通部の漏えいと一次冷

却材圧力バウンダリの健全性） 

原子炉圧力容器（ＲＰＶ）下鏡の目視検査

を行い，下鏡の炉内計装用案内管貫通部で

ほう酸析出物が発見され，同貫通部に対し

て検査を行ったところ，案内管（ノズル部）

でクラックが確認された。 

過去に行われた検査，今後予定されている

検査内容，異常発見状況および対策の概要

の提出を求めたもの。 

ＰＷＲ設置者に

対して出された

ものであり対象

外。 

― ― 

 

3 
ＮＲＣ 

Bulletin 

2003-03 

H15.8 

（六フッ化ウランシリンダ用１インチ弁 

の欠陥の可能性） 

六フッ化ウランシリンダに取付けられてい

る１インチ弁の安全性に懸念があることか

ら，六フッ化ウランの輸送，貯蔵，使用，ま

たは処理を行う事業者に対して，在庫を調査

し，所有しているか，将来受領する予定であ

れば対策について報告を求めたもの。 

六フッ化ウラン

取扱事業者に対

して出されたも

の で あ り 対 象

外。 
― ― 

 

4 
ＮＲＣ 

Bulletin 

2003-04 

H15.10 

（核物質管理およびセーフガードシステム

（ＮＭＭＳＳ）における核物質収支デー

タの再構築） 

核物 質管 理およ びセ ーフ ガー ドシ ステ ム

（ＮＭＭＳＳ）の核物質収支が矛盾してい

ることに基づき，ウラン 235，ウラン 233，

プルトニウム，天然ウラン，および劣化ウ

ラン等の所持者，または所持認可者に対し，

保有する核物質に関する情報提出を求めた

もの。 

当該システムは

米国内の管理シ

ステムであり対

象外。 

― ― 

 

5 
ＮＲＣ 

Bulletin 

2004-01 

H16.5 

（ＰＷＲプラントの加圧器貫通部および気

相部配管接続部の組立てに使用されたア

ロイ 82／182／600材についての検査） 

ＰＷＲプラントの加圧器貫通部および気相

部配管接続部の組立てに使用されたアロイ

82／182／600材についての現行の検査方

法に加え，一次冷却材応力腐食割れ（ＰＷ

ＳＣＣ）による欠陥を検出し十分に把握す

るために追加測定を実施する必要があるこ

とを通知し，加圧器貫通部と気相部配管接

続部の製作に使用されている材料に関連す

る情報を求めたもの。 

ＰＷＲ設置者に

対して出された

ものであり対象

外。 

― ― 

 

6 
ＮＲＣ 

Bulletin 

2005-01 

H17.2 

（使用済燃料貯蔵施設内の燃料管理の問題

に関する通知） 

回答の必要な許認可保持者のみに内容が提

供されており，詳細については不明。 

回答の必要な許

認可保持者では

な い た め 対 象

外。 

― ― 

 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している     －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－ ８１ 

資料４．２．２－５ 運転経験から得られた教訓一覧表（国外） 

(2/5) 

No 
情報 

種別 

発行 No. 

発行年月 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の

理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

7 
ＮＲＣ 

Bulletin 

2005-02 

H17.7 

（防護基準事象に対する緊急時対応計画

と対応行動について） 

セキュリティ関連の事象を対象に含めた

緊急時計画（事象分類，緊急時アクション

レベル，緊急時対応組織の招集）およびセ

キュリティ関連事象発生時の通報や対応

措置の迅速化方法についての情報提出を

求めたもの。 

規制当局より提

示を受けたＤＢ

Ｔ（設計基礎脅

威）に基づき防

護措置を講じて

いるため，対象

外。 

― ― 

 

8 
ＮＲＣ 

Bulletin 

2007-01 

H19.12 

（警備員の不注意） 

職務中のセキュリティ職員が注意を怠っ

ていた事例が判明し，さらにその不注意は

同僚らとの共謀によるものだったことが

わかった。認可取得者に対して，セキュリ

ティ職員の管理に関する情報提出を要求

したもの。 

核物質防護およ

び有事対策関連

の 規 定 類 を 策

定・運用済であ

り，対象外。 

― ― 

 

9 
ＮＲＣ 

Bulletin 

2011-01 

H23.5 

（Ｂ．５．ｂ緩和方策に関する情報提出 

要求） 

火災または爆発により施設の大部分が喪

失した状況下でも，炉心冷却，格納容器お

よび使用済燃料プール冷却の機能を維持

または復旧することを目的とした緩和方

策への対応状況について検証し，報告する

ことを求めたもの。 

本指示内容に関

し，事業者から

の報告を求めた

ものであり，対

象外。 

― ― 

 

10 

ＮＲＣ 

Generic 

Letter 

2003-01 

H15.6 

（制御室の居住性に関する問題） 

制御室エンベロープシステムの密閉性を

再評価し，結果を提出するよう要求したも

の。また，Ｔｅｃｈ．Ｓｐｅｃ．のサーベ

ランス要件が妥当であるか判断した結果

も提出するよう要求したもの。 

中央制御室のリ

ーク試験方法の

確立に向け対応

中。 △ ― 

資料 4.2.2-7 

反映状況の 

考察および 

追加措置 

(国外-1) 

11 

ＮＲＣ 

Generic 

Letter 

2004-01 

H16.8 

（蒸気発生器伝熱管検査についての要件） 

至近に実施した蒸気発生器細管検査に関

する情報およびＴｅｃｈ．Ｓｐｅｃ．の要

件の遵守に関する情報提出を求めたもの。 

ＰＷＲ特有の設

備 で あ り 対 象

外。 
― ― 

 

12 

ＮＲＣ 

Generic 

Letter 

2004-02 

H16.9 

（ＰＷＲプラントの設計基準事故におけ

る緊急再循環系のデブリ閉塞による影

響の可能性について） 

設計基準事故の発生時に想定される異物

による再循環サンプスクリーン閉塞に関

して，非常用炉心冷却系（ＥＣＣＳ）およ

び格納容器スプレイ系（ＣＳＳ）の機能の

健全性が確保されることに関して評価す

るとともに必要な措置をとることを要求

したもの。 

ＰＷＲ設置者に

対して出された

ものであり，対

象外であるが，

ＮＩＳＡ指示文

書に基づき，Ｅ

ＣＣＳストレー

ナを大容量化し

た。また，異物

混 入 防 止 と し

て，格納容器内

の繊維質保温か

ら金属保温への

取 替 を 実 施 し

た。 

○ ○ 

 

13 

ＮＲＣ 

Generic 

Letter 

2006-01 

H18.1 

（蒸気発生器細管健全性と関連する 

Ｔｅｃｈ．Ｓｐｅｃ．情報） 

検査終了から次の検査までの間における

蒸気発生器伝熱管の健全性を保証するプ

ログラムの内容を提出する，あるいは代替

Ｔｅｃｈ．Ｓｐｅｃ．の要件を採用するこ

とを要求したもの。 

ＰＷＲ特有の設

備 で あ り 対 象

外。 

― ― 

 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している     －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－ ８２ 

資料４．２．２－５ 運転経験から得られた教訓一覧表（国外） 

(3/5) 

No 
情報 

種別 

発行 No. 

発行年月 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の

理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

14 

ＮＲＣ 

Generic 

Letter 

2006-02 

H18.2 

（送電網の信頼性ならびにプラントリス

クおよび外部電源の確実性への影響） 

原子力プラントにおける各種電源および

関係する職員の訓練について規定してい

る規制要件が遵守されているかどうかを

判断するために，情報提出を求めたもの。 

新た に取り入 れ

る事 項がな いこ

とを 確認して お

り対象外。 
― ― 

 

15 

ＮＲＣ 

Generic 

Letter 

2006-03 

H18.4 

（耐火材であるＨＥＭＹＣ材およびＭＴ

材の性能に対する懸念） 

安全上重要な電気・計装ケーブルの保護に

使用されているＨＥＭＹＣ材，ＭＴ材の耐

火性能試験を実施したところ，両材とも所

定の性能を満たさなかったのをうけて，許

認可者に対し自らの火災防護プログラム

の，耐火材の変更やケーブルの取り回し変

更等の処置を要求したもの。 

ＨＥ ＭＹＣ材 や

ＭＴ 材を使用 し

てい ないた め，

対象外。 

― ― 

 

16 

ＮＲＣ 

Generic 

Letter 

2007-01 

H19.2 

（事故緩和系を不能にするアクセス不能

または埋設電源ケーブルの損傷） 

プラント過渡や事故緩和に関係する重要

系統の運転即応性に係わり，該当する規制

要件部分が満足されているか否かを判断

するため，ケーブル損傷に関する更なる情

報提出を要求したもの。 

新た に取り入 れ

る事 項がな いこ

とを 確認して お

り対象外。 ― ― 

 

17 

ＮＲＣ 

Generic 

Letter 

2008-01 

H20.1 

（非常用炉心冷却系，崩壊熱除去系および

格納容器スプレイ系におけるガス蓄積

管理） 

該当システムが，現状の認可，設計基準お

よび適合される規制要求に従っており，こ

れらの要件に従うために適当な設計，運転

および試験管理法が定められていることを

証明する情報提出を要求するもの。 

新た に取り入 れ

る事 項がな いこ

とを 確認して お

り対象外。 
― ― 

 

18 
ＷＡＮＯ 

ＳＯＥＲ 

2003-01 

H15.3 

（大容量変圧器の信頼性を改善するため

の勧告事項） 

（内容については非公開※） 

新た に取り入 れ

る事 項がな いこ

とを 確認して お

り対象外。 

― ―  

19 
ＷＡＮＯ 

ＳＯＥＲ 

2003-02 

Rev.1 

H18.10 

（デービスベッセ発電所における原子炉容

器上蓋の損傷事象から得られる原子力安

全に対する認識不足等への勧告事項） 

（内容については非公開※） 

新た に取り入 れ

る事 項がな いこ

とを 確認して お

り対象外。 

― ― 

 

20 
ＷＡＮＯ 

ＳＯＥＲ 

2004-01 

H16.7 

（炉心設計変更に伴うリスク評価の向上

等の管理に関する勧告事項） 

（内容については非公開※） 

新た に取り入 れ

る事 項がな いこ

とを 確認して お

り対象外。 

― ― 

 

21 
ＷＡＮＯ 

ＳＯＥＲ 

2007-01 

H19.7 

（炉心反応度の適切なモニタリングと管

理を行うための勧告事項） 

（内容については非公開※） 

新た に取り入 れ

る事 項がな いこ

とを 確認して お

り対象外。 

― ― 

 

22 
ＷＡＮＯ 

ＳＯＥＲ 

2007-02 

H19.11 

（冷却水取水口の閉塞事象に関する推奨

事項） 

（内容については非公開※） 

新た に取り入 れ

る事 項がな いこ

とを 確認して お

り対象外。 

― ― 

 

23 
ＷＡＮＯ 

ＳＯＥＲ 

2008-01 

H20.4 

（玉がけ，吊上げおよび機材取扱いに関す

る事項への勧告事項） 

（内容については非公開※） 

新た に取り入 れ

る事 項がな いこ

とを 確認して お

り対象外。 

― ― 

 

※ＷＡＮＯおよびＩＮＰＯのＳＯＥＲ情報は，事業者間における情報共有促進を目的としており，一般に公開することができな

い取り決めとなっています。 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無    ； ○：再発していない ×：再発している     －：対象外  



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－ ８３ 

資料４．２．２－５ 運転経験から得られた教訓一覧表（国外） 

(4/5) 

No 
情報 

種別 

発行 No. 

発行年月 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の

理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

24 
ＷＡＮＯ 

ＳＯＥＲ 

2010-01 

H22.5 

（停止時安全への安全余裕確保のための 

推奨事項） 

（内容については非公開※） 

新たに取り入れ

る事項がないこ

とを確認してお

り対象外。 

― ― 

 

25 
ＷＡＮＯ 

ＳＯＥＲ 

2011-01 

H23.1 

（大容量変圧器の信頼性に対する勧告事項） 

（内容については非公開※） 

新たに取り入れ

る事項がないこ

とを確認してお

り対象外。 

― ― 

 

26 
ＷＡＮＯ 

ＳＯＥＲ 

2011-02 

H23.3 

（地震と津波による福島第一原子力発電所

の燃料損傷に関する推奨事項） 

（内容については非公開※） 

新たに取り入れ

る事項がないこ

とを確認してお

り対象外。 

― ― 

 

27 
ＷＡＮＯ 

ＳＯＥＲ 

2011-03 

H23.8 

（福島第一原子力発電所 使用済燃料 

プールの冷却および給水機能喪失） 

（内容については非公開※） 

新たに取り入れ

る事項がないこ

とを確認してお

り対象外。 

― ― 

 

28 
ＷＡＮＯ 

ＳＯＥＲ 

2011-04 

H23.12 

（全交流電源長期喪失への短期的対応措置） 

（内容については非公開※） 

新たに取り入れ

る事項がないこ

とを確認してお

り対象外。 

― ― 

 

29 
ＩＮＰＯ 

ＳＯＥＲ 

2002-04 

Rev.1 

H18.1 

（原子炉容器上蓋の損傷の原因となった組

織上の問題点についての対応策勧告事項） 

（内容については非公開※） 

新たに取り入れ

る事項がないこ

とを確認してお

り対象外。 

― ― 

 

30 
ＩＮＰＯ 

ＳＯＥＲ 

2003-01 

H15.1 

（非常用電源の信頼性を高めるために必要

な対応策の勧告事項） 

（内容については非公開※） 

新たに取り入れ

る事項がないこ

とを確認してお

り対象外。 

― ― 

 

31 
ＩＮＰＯ 

ＳＯＥＲ 

2003-02 

H15.7 

（炉心設計変更に関する管理への勧告事項） 

（内容については非公開※） 

新たに取り入れ

る事項がないこ

とを確認してお

り対象外。 

― ― 

 

32 
ＩＮＰＯ 

ＳＯＥＲ 

2004-01 

H16.7 

（炉心設計変更に関する管理への勧告事項） 

（内容については非公開※） 

新たに取り入れ

る事項がないこ

とを確認してお

り対象外。 

― ― 

 

33 
ＩＮＰＯ 

ＳＯＥＲ 

2006-01 

Rev.1 

H20.5 

（重量物の吊上げ・持上げ・取扱い時の事

故対策への勧告事項） 

（内容については非公開※） 

新たに取り入れ

る事項がないこ

とを確認してお

り対象外。 

― ― 

 

34 
ＩＮＰＯ 

ＳＯＥＲ 

2007-01 

H19.8 

（炉心反応度の適切なモニタリングと管理

を行うための勧告事項） 

（内容については非公開※） 

新たに取り入れ

る事項がないこ

とを確認してお

り対象外。 

― ― 

 

35 
ＩＮＰＯ 

ＳＯＥＲ 

2007-02 

H19.12 

（冷却水取水口の閉塞事象に関する推奨事項） 

（内容については非公開※） 

新たに取り入れ

る事項がないこ

とを確認してお

り対象外。 

― ― 

 

36 
ＩＮＰＯ 

ＳＯＥＲ 

2009-01 

H21.8 

（停止時安全に関する推奨事項） 

（内容については非公開※） 

新たに取り入れ

る事項がないこ

とを確認してお

り対象外。 

― ―  

37 
ＩＮＰＯ 

ＳＯＥＲ 

2010-01 

H22.3 

（大容量変圧器の信頼性を高めるために 

必要な対応策の推奨事項） 

（内容については非公開※） 

新たに取り入れ

る事項がないこ

とを確認してお

り対象外。 

― ―  

※ＷＡＮＯおよびＩＮＰＯのＳＯＥＲ情報は，事業者間における情報共有促進を目的としており，一般に公開することができない

取り決めとなっています。 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無    ； ○：再発していない ×：再発している     －：対象外  



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－ ８４ 

資料４．２．２－５ 運転経験から得られた教訓一覧表（国外） 

(5/5) 

No 
情報 

種別 

発行 No. 

発行年月 
事故・故障等の内容 

予防処置内容／ 

予防処置要否の

理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

38 
ＩＮＰＯ 

ＳＯＥＲ 

2010-02 

H22.9 

（管理者・監督責任者・個人の各レベルで

関与する考える組織に取り組むための推

奨事項） 

（内容については非公開※） 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

― ―  

39 
ＩＮＰＯ 

ＩＥＲ 

L1-11-1 

H23.3 

（地震と津波による福島第一原子力発電所

の燃料損傷） 

（内容については非公開※） 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

― ―  

40 
ＩＮＰＯ 

ＩＥＲ 

L1-11-1 

追補 1 

H23.10 

（地震と津波による福島第一原子力発電所

の燃料損傷ー追補１） 

（内容については非公開※） 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

― ―  

41 
ＩＮＰＯ 

ＩＥＲ 

L1-11-2 

H23.4 

（福島第一原子力発電所の使用済燃料  
プールの冷却機能と水補給機能の喪失） 

（内容については非公開※） 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

― ―  

42 
ＩＮＰＯ 

ＩＥＲ 

L1-11-3 

H23.6 

（運転員の基本行動の脆弱性） 

（内容については非公開※） 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

― ―  

43 
ＩＮＰＯ 

ＩＥＲ 

L1-11-4 

H23.8 

（福島第一事象対応における長時間の全交

流電源喪失影響の短期対策） 

（内容については非公開※） 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

― ―  

※ＷＡＮＯおよびＩＮＰＯのＳＯＥＲ情報は，事業者間における情報共有促進を目的としており，一般に公開することができない

取り決めとなっています。 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無    ； ○：再発していない ×：再発している     －：対象外  

 

 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－ ８５ 

資料４．２．２－６ 反映状況の考察および追加措置（国外） 

（国外－１） 

 

１．管理番号：（国外－１） 

 

２．「運転経験から得られた教訓一覧表（国外）」の通し番号：No.10 

 

３．教訓の出典（ＮＲＣ－Ｂｕｌｌｅｔｉｎ，ＷＡＮＯ－ＳＯＥＲ等）： 

ＮＲＣ－Ｇｅｎｅｒｉｃ Ｌｅｔｔｅｒ 

 

４．事故・故障等の内容： 

制御室エンベロープシステムの密閉性を再評価し，現行の許認可・設計根拠

および関連する規制要求を満足していることを確認し，その結果を提出するこ

とを要求している。 

 

５．現在の予防処置の状況に対する考察： 

島根原子力発電所１号機においては，中央制御室のリーク試験を平成 22年

12月に実施するとともに，同試験結果に基づく被ばく評価を実施中であり，

更なる追加措置は必要ないと判断した。  
 

６．追加措置案：なし 

 

７．その他：なし 
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４．２－３ 新潟県中越沖地震への対応について 

 

  平成19年７月16日に発生した新潟県中越沖地震に対する島根原子力発電所

の対応状況を以下に示す。 

 

Ⅰ．自衛消防機能および事故報告体制の強化 

経済産業大臣からの指示文書「平成19年新潟県中越沖地震を踏まえた対応に

ついて（指示）」（平成19・07・20原第１号）に基づき，島根原子力発電所に

おける「自衛消防体制の強化」および「迅速かつ厳格な事故報告体制の構築」

について改善計画を策定し，これに基づき以下の対策を実施している。 

（資料４．２．３－１「新潟県中越沖地震を受けた島根原子力発電所の対応

状況」参照） 

 

（１）自衛消防体制の強化に向けた改善 

  ①消火体制の強化 

   震度５弱以上の地震時には，自主的に出社する非常対策要員を定めておく

ことを「異常事象発生時の対応要領」に規定するとともに，消火活動を目的

に３交替24時間体制による消防チームの運用を開始した。 

   また，消防機関との訓練を定期的に実施している。 

 

  ②化学消防車および水槽付消防車等の配備 

   化学消防車および水槽付ポンプ消防車を構内に配備した。 

   また，既存消火器のバックアップ機能としてプラント内に大型消火器を設

置した。 

 

  ③消防署への専用通信回線の強化 

   緊急時対策室および中央制御室に消防本部への専用通信回線（ＮＴＴ災害

時優先回線，専用回線，衛星回線）を設置した。 

 

（２）迅速かつ厳格な事故報告体制の構築に向けた改善 

  ①的確かつ迅速な試料採取および放射能測定の実施体制の構築 

   夜間および休祭日に迅速な対応ができるよう，消防チームへの放射能測定

に関する教育を行い，消防チームが放射能測定を実施する運用を開始した。 

 

  ②放射性物質の漏えいなどがあった場合の改善 

   通常考えられない水，油等流体の漏えいが管理区域内外で発生した場合，
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国に対する報告事象に該当するか，あるいは非該当か判断できない場合も含

め積極的に報告する運用とした。 

 

  ③緊急時対策室の強化 

   緊急時対策室において，情報・通信機器の見直しを実施した。 

 

（３）その他実施項目 

地質調査を補完し知見を拡充するため，島根原子力発電所周辺の陸域・

海域および敷地内における地質・地盤調査を実施した。 

 

Ⅱ．耐震安全性評価への反映 

平成 18年９月 20日に「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改

訂に伴い，新たな耐震指針に照らした耐震安全性評価を実施するよう旧原子力

安全・保安院からの指示文書「『発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針』

等の改訂に伴う既設発電用原子炉施設の耐震安全性の評価等の実施について」

（平成 18･09･19原院第６号）が発出され，平成 18年 10月 18日に耐震安全性

評価実施計画書を旧原子力安全・保安院に提出した。 

その後，平成19年７月20日に新潟県中越沖地震の知見を反映して評価するよ

う経済産業大臣からの指示文書「平成19年新潟県中越沖地震を踏まえた対応に

ついて（指示）」（平成19・07・20原第１号）が発出されたため，平成19年８

月20日に見直しを行った耐震安全性評価実施計画書を旧原子力安全・保安院に

提出した。 

また，平成19年12月27日に新潟県中越沖地震を踏まえた耐震安全性に反映す

べき事項について旧原子力安全・保安院からの指示文書「新潟県中越沖地震を

踏まえた原子力発電所等の耐震安全性評価に反映すべき事項（中間取りまと

め）について（通知）」（平成19･12･26原院第６号）が発出され，今までの評価

結果を含めた中間報告の提出が求められた。 

これらの指示を受けて，平成20年３月28日に耐震安全性評価の中間報告を旧

原子力安全・保安院に提出した。 

その後，平成 20年９月４日に上記中間報告に加えて，新潟県中越沖地震を

踏まえた耐震安全性に反映すべき事項を，耐震安全性評価へ反映する旨の旧原

子力安全・保安院からの指示文書「新潟県中越沖地震を踏まえた原子力発電所

等の耐震安全性評価に反映すべき事項について」（平成 20・08・29原院第 10

号）が発出された。 

また，平成21年２月20日に主要な建物および主要かつ代表的な設備について，

弾性設計用地震動による確認を行い，その結果を報告するよう旧原子力安全・
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保安院からの指示文書「耐震設計審査指針の改訂に伴う既設原子力施設の耐震

安全性評価における弾性設計用地震動Ｓｄによる確認等について」（平成21・

02・18原院第４号）が発出された。 

上記指示文書（平成20年９月４日付および平成21年２月20日付）への対応に

ついては，継続して実施中である。  

その後，平成21年４月24日に旧原子力安全・保安院原子力発電安全審査課長

からの通知文書「耐震バックチェックにおいて地震動評価を行う際の応力降下

量の取扱いについて」（21原審第６号）が発出されたため，当社は評価に用い

ていた手法を見直し，新たな基準地震動を策定し，新たな基準地震動は旧原子

力安全・保安院の会合において了承された。 
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４．２－４ 東北地方太平洋沖地震を踏まえた対応について 

 

  平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による津波に起因する

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故（以下，「福島第一原子力発電所

事故」という。）に対する島根原子力発電所の対応状況を以下に示す。 

  （資料４．２．４－１「島根原子力発電所 安全対策等の実施状況」参照） 

 

Ⅰ．福島第一原子力発電所事故を踏まえた緊急安全対策等の実施 

（１）緊急安全対策および更なる信頼性向上対策の実施 

   平成23年３月11日に発生した福島第一原子力発電所事故を受け，平成23

年３月30日に経済産業大臣より指示文書「平成23年福島第一・第二原子力発

電所事故を踏まえた他の原子力発電所の緊急安全対策の実施について（指

示）」（平成23・03・28原第７号）が発出された。 

   当社はこの指示を受けて，津波により３つの機能（交流電源を供給する全

ての設備の機能，海水を使用して原子炉施設を冷却する全ての設備の機能お

よび使用済燃料プールを冷却する全ての設備の機能）を喪失したとしても，

炉心損傷および使用済燃料の損傷を防止し，放射性物質の放出を抑制しつつ，

原子炉施設の冷却機能回復を図るため，以下の緊急安全対策を策定し，平成

23年４月21日までに実施するとともに，平成23年４月22日に実施状況を国に

報告し，平成23年５月２日に補正報告した。 

   これらの緊急安全対策については，平成23年５月６日に旧原子力安全・保

安院より適切に実施されているものと判断するとの評価をいただいた。 

   また，同報告において，緊急時対応の更なる信頼性向上を図るため，既設

設備の強化や必要な設備の設置等に係る追加対策についても合わせて策定

し，現在，対応を継続中である。 

   以下に緊急安全対策の実施状況および更なる信頼性向上対策を示す。 

 

  ①緊急安全対策の実施状況 

   ａ．緊急点検の実施 

   （ａ）緊急時対応のための機器および設備の点検 

      緊急時対応計画において定めた資機材や設備を対象に点検を実施

した。 

 

   ｂ．緊急時対応計画の点検および訓練の実施 

   （ａ）緊急時対応計画の整備 

      緊急時対応計画として，体制，役割分担，要員配置，手順，訓練，
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資機材等について「異常事象発生時の対応要領」およびその下位文書

である「原子力災害対策手順書」に規定した。 

      これらの緊急時対応計画の策定に当たっては，訓練を実施し，その

有効性を確認・評価するとともに，必要に応じて改善を図った。 

      今後も継続的に訓練を実施し，緊急時対応計画の有効性を確認・評

価するとともに，必要に応じて改善を図ることとする。 

 

   ｃ．緊急時の電源確保 

   （ａ）高圧発電機車および可搬式発電機の確保 

      全交流電源喪失時においても，原子炉への注水を継続し，プラント

監視機能等を維持するため，必要な電源容量を満足する高圧発電機車

および可搬式発電機ならびに受電盤等への接続に必要な資機材（電源

ケーブル等）を確保し，津波の影響を受けにくい場所へ保管した。 

 

   （ｂ）発電機用の燃料補給手段の確保 

      非常用ディーゼル発電機の燃料移送ポンプ電動機が津波により浸

水し，燃料貯蔵タンクからの燃料補給手段が無くなった場合の燃料補

給用および上記①の高圧発電機車等の燃料補給用として，燃料および

補給に必要な資機材（ホース等）を確保した。 

 

   ｄ．緊急時の最終的な除熱機能の確保 

   （ａ）消防ポンプ車等による代替注水手段の確保 

      全交流電源喪失時においても，代替注水設備による原子炉の除熱を

速やかに実施するため，原子炉や水源である復水貯蔵タンクに水を補

給するための消防ポンプ車等および送水に必要な資機材（消火ホース

等）を確保し，資機材については津波の影響を受けにくい場所へ保管

した。 

 

   （ｂ）原子炉格納容器ベント用資機材の確保 

      全交流電源喪失時においても，原子炉格納容器ベント操作を速やか

に実施するため，ベントラインに設置されている空気作動弁の駆動用

空気を供給する窒素ガスボンベを配備した。 

 

   （ｃ）原子炉補機冷却海水系の復旧用資機材の確保 

      原子炉補機海水ポンプ電動機が津波により浸水し，機能が喪失した

場合に備え，浸水した電動機を復旧するための資機材（洗浄機等）を
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配備した。 

 

   ｅ．緊急時の使用済燃料プールの冷却確保 

   （ａ）消防ポンプ車等による代替注水手段の確保 

      全交流電源喪失時においても，代替注水設備による使用済燃料プー

ルの除熱を実施するため，使用済燃料プールや水源である復水貯蔵タ

ンクに水を補給するための消防ポンプ車等および送水に必要な資機

材（消火ホース等）を確保し，資機材については津波の影響を受けに

くい場所へ保管した。 

 

   ｆ．発電所の構造等を踏まえた当面必要となる対応策の実施 

   （ａ）建物の浸水防止対策 

      津波発生時の想定事象への対応において，その機能を期待する原子

炉隔離時冷却系ポンプ等の安全上重要な設備が津波により浸水する

ことを防止するため，建物扉の隙間へのシール施工等により必要な箇

所の浸水防止対策を実施した。 

 

  ②更なる信頼性向上対策 

   ａ．高台への緊急用発電機の追加設置 

非常用ディーゼル発電機のバックアップとして，原子炉の除熱機能や

プラントの状態監視に必要な機器等に速やかに電力が供給できるよう

に，ガスタービン発電機を発電所敷地内の高台（40m級）に設置した。 

また，ガスタービン発電機から受電盤等への接続に必要な資機材（電

源ケーブル等）についても確保した。 

 

   ｂ．原子炉補機海水ポンプ電動機の予備品の確保 

原子炉補機海水ポンプ電動機が津波により浸水し，機能が喪失した場

合に備え，取替用の電動機予備品を確保した。 

 

   ｃ．原子炉補機海水系へ接続する可搬式ディーゼル駆動ポンプの確保 

原子炉補機海水ポンプ電動機が津波により浸水し，機能が喪失した場

合に備え，原子炉補機海水系へ接続する可搬式ディーゼル駆動ポンプお

よび原子炉補機海水系への接続に必要な資機材（ホース等）を確保した。 

 

   ｄ．可搬式エンジン駆動ポンプの確保 

原子炉および使用済燃料プールの除熱機能が喪失した場合の代替注
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水手段として，消防ポンプ車等を確保しているが，更なるバックアップ

として，海水等を移送，補給できる可搬式エンジン駆動ポンプおよび移

送に必要となる資機材（ホース等）を確保した。 

なお，当該ポンプは，海水系ポンプエリアが津波により水没した場合

の海水排出にも使用可能である。 

 

   ｅ．海水系ポンプエリアの浸水防止対策 

原子炉補機海水ポンプの浸水を防止するため，海水系ポンプエリアに

防水壁等を設置した。 

 

   ｆ．建物の浸水防止対策の強化 

水密性を高めた建物扉への取替等を行い，建物内への浸水を防止する

対策を強化した。 

 

   ｇ．防波壁の強化 

主要設備への浸水を防止するため，発電所構内全域において防波壁を

強化する。 

 

（２）シビアアクシデント対策の実施 

   平成23年６月７日に経済産業大臣より指示文書「平成23年福島第一原子力

発電所事故を踏まえた他の発電所におけるシビアアクシデントへの対応に

関する措置の実施について」（平成23・06・07原第２号）が発出された。 

   当社はこの指示を受けて，万一シビアアクシデントが発生した場合でも迅

速に対応できるようにするため，以下の措置を講じるとともに，平成23年６

月14日に実施状況を国に報告した。 

 

  ①中央制御室の作業環境の確保  
全ての交流電源が喪失した場合でも，中央制御室の換気空調系を運転でき

るよう緊急安全対策として配備した高圧発電機車（500kVA）２台に加え，新

たに高圧発電機車（500kVA）１台を配備した。  
 
  ②緊急時における発電所構内通信手段の確保  
   島根原子力発電所構内の通信手段として配備しているＰＨＳやトランシ

ーバに加え，新たに有線の簡易通話装置（乾電池式）等を配備した。  
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  ③高線量対応防護服等の資機材の確保および放射線管理のための体制の整備  
高線量対応防護服を 10着配備するとともに，緊急時に放射線管理要員以

外の要員が現場での放射線測定等を実施できる仕組みを整備した。  
 
  ④水素爆発防止対策  

炉心が損傷し発生する水素が原子炉建物へ蓄積する可能性がある場合，原

子炉建物天井の一部に穴を開けるよう必要な資機材・手順書を整備した。  
また，原子炉建物内天井付近に水素検知器を設置した。  

 
  ⑤がれき撤去用の重機の配備  

緊急時に構内のがれき撤去作業が迅速に行えるよう，発電所構内にホイー

ルローダを配備した。  
また，早期対応のために当社社員がホイールローダを運転操作できるよう

体制を整備した。  
 

（３）その他の安全対策他の実施 

  ①緊急時対応訓練の実施 

地震・津波によりすべての電源が喪失した場合等の過酷な状況を想定した

「緊急時対応訓練（昼間・夜間）」を当社および協力会社社員により実施し

た。なお，今後も，迅速・的確に対応できるよう継続的に訓練を実施してい

く。 

 

  ②免震重要棟の設置 

   大規模地震が発生しても緊急時対応に支障をきたすことがないよう，プラ

ント監視や通信機器などの重要な設備を集合させた免震重要棟を島根原子

力発電所構内の高台（40m以上）に設置する。 

 

  ③非常用発電設備の運転上の制限に係る「原子炉施設保安規定」の変更 

   平成23年４月９日に旧原子力安全・保安院より指示文書「非常用発電設備

の保安規定上の取扱いについて（指示）」が発出された。 

   当社はこの指示を受けて，福島第一原子力発電所事故を踏まえ，原子炉ご

とに，冷温停止状態および燃料交換において，必要な非常用交流高圧電源母

線に接続する非常用発電設備が２台動作可能であることを運転上の制限と

する「原子炉施設保安規定」の改正を平成23年５月20日に実施した。 
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４．２－ ９５ 

  ④福島第一原子力発電所事故由来の放射性物質の降下物（フォールアウト）

の影響を踏まえた「原子炉施設保安規定」の変更 

   平成24年３月30日に旧原子力安全・保安院より指示文書「東京電力株式会

社福島第一原子力発電所事故に係るフォールアウトによる原子力施設にお

ける資材等の安全規制上の取扱いについて」（平成24・03・26原院第10号）

が発出された。 

   当社はこの指示を受けて，福島第一原子力発電所事故由来の放射性物質の

降下物（フォールアウト）による原子炉施設の資材等への影響確認方法等を

要求事項とする「原子炉施設保安規定」の改正を平成24年９月10日に実施す

るとともに，所内および協力会社等関係者への周知を行った。 

 

（４）緊急安全対策等を踏まえた原子炉施設の安全性に関する総合評価の実施 

   平成23年７月20日に旧原子力安全・保安院より指示文書「東京電力株式会

社福島第一原子力発電所における事故を踏まえた既設の発電用原子炉施設

の安全性に関する総合評価の実施について（指示）」（平成23・07・20原院

第１号）が発出された。 

   当社はこの指示を受けて，設計上の想定事象を超える外部事象に対する頑

健性に対し，総合評価を実施中であり，島根原子力発電所２号機については，

平成23年８月３日に一次評価結果を旧原子力安全・保安院に提出した。 

 

Ⅱ．耐震安全性評価への反映 

  平成23年４月28日に旧原子力安全・保安院より指示文書「平成23年東北地方

太平洋沖地震を踏まえた新耐震指針に照らした既設発電用原子炉施設等の耐

震安全性の評価結果の報告に係る原子力安全・保安院における検討に際しての

意見の追加への対応について（指示）」（平成23・04・28原院第４号）が発出

された。 

当社はこの指示を受けて，平成23年５月31日に発電所周辺の既往調査による

耐震設計上考慮していない断層等について旧原子力安全・保安院へ報告した。 

また，平成23年６月６日に旧原子力安全・保安院より指示文書「平成23年東

北地方太平洋沖地震を踏まえた新耐震指針に照らした既設発電用原子炉施設

等の耐震安全性の評価結果の報告に係る原子力安全・保安院における検討に際

しての意見の追加への対応について(追加指示)」（平成23・06・03原院第１号）

が発出された。 

当社は平成23年８月30日に同断層等が平成23年３月11日以降に発生した地

震に伴って生じた地殻変動による影響は小さく新たに耐震設計上考慮する必

要がある断層ではない旨，報告を行った。 
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４．２－ ９６ 

  さらに，平成24年１月27日に旧原子力安全・保安院より「平成23年東北地方

太平洋沖地震から得られた地震動に関する知見を踏まえた原子力発電所等の

耐震安全性評価に反映するべき事項（中間取りまとめ）について」（平成24・

01・26原院第１号）が発出され，当社はこの指示を受けて，平成24年２月29

日に耐震安全性評価へ影響する可能性がある連動を想定すべき新たな活断層

がないことを旧原子力安全・保安院に報告した。 

 

Ⅲ．開閉所設備等の耐震安全性評価への反映 

平成23年６月７日に旧原子力安全・保安院より指示文書「原子力発電所等の

外部電源の信頼性確保に係る開閉所等の地震対策について（指示）」（平成23・

06・07原院第１号）が発出され，当社はこの指示を受けて，平成23年７月７日

に「変電所等における電気設備の耐震設計指針（ＪＥＡＧ５００３－２０１

０）」に基づく開閉所設備や変圧器の耐震性評価結果を旧原子力安全・保安院

へ報告した。 

また，平成24年１月19日に「原子力発電所等の外部電源の信頼性確保に係る

開閉所等の地震対策について（追加指示）」（平成24・01・17原院第１号）が

発出された。 

当社はこの指示を受けて平成24年２月17日に今後発生する可能性のある地

震を入力地震動に用いた開閉所設備や変圧器の耐震性評価の実施計画を旧原

子力安全・保安院に提出し，耐震性評価を実施中である。 
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４
．
２
．
４
－
１
島
根
原
子
力
発
電
所
　
安
全
対
策
等
の
実
施
状
況

平
成
２
５
年
４
月
末
現
在

イ
メ
ー
ジ
図

号
機

１
号

平
成
２
３
年
５
月
完
了
（出
入
口
扉
等
へ
の
防
水
対
策
）

平
成
２
４
年
１
月
完
了
（
防
水
性
を
高
め
た
扉
へ
の
取
替
等
）

２
号

平
成
２
３
年
４
月
完
了
（出
入
口
扉
等
へ
の
防
水
対
策
）

平
成
２
４
年
５
月
完
了
（
防
水
性
を
高
め
た
扉
へ
の
取
替
等
）

３
号

平
成
２
３
年
１
２
月
完
了

１
,２
号
平
成
２
３
年
４
月
完
了

（1
５
00
Ｋ
Ｖ
Ａ
相
当
の
容
量
を
確
保
）

３
号

平
成
２
３
年
１
２
月
完
了

（1
５
00
Ｋ
Ｖ
Ａ
相
当
の
容
量
を
確
保
）

１
,２
号
平
成
２
３
年
４
月
完
了

３
号

平
成
２
３
年
１
２
月
完
了
（燃
料
補
給
用
資
機
材
）

（
４
）緊
急
用
発
電
機
（ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
）の

 
 
 
 

 設
置

１
,２
,３
号

（
共
用
）
平
成
２
３
年
１
２
月
完
了

（
１
）消
防
ポ
ン
プ
車
の
追
加
配
備

１
,２
,３
号

（
共
用
）
平
成
２
３
年
４
月
完
了
（
１
，
２
号
機
用
の
配
備
）

平
成
２
３
年
１
２
月
完
了
（
１
，
２
，
３
号
機
共
用
の
追
加
配
備
）

１
,２
号
平
成
２
３
年
４
月
完
了

３
号

平
成
２
３
年
１
２
月
完
了

１
,２
号
平
成
２
３
年
４
月
完
了

３
号

平
成
２
３
年
１
２
月
完
了

１
号

平
成
２
３
年
７
月
完
了
（防
水
壁
の
設
置
）

２
号

平
成
２
４
年
７
月
完
了
（防
水
壁
の
設
置
）

３
号

平
成
２
３
年
１
２
月
完
了
（防
水
蓋
の
設
置
）

１
号

平
成
２
３
年
１
０
月
完
了

２
号

平
成
２
３
年
４
月
完
了

３
号

平
成
２
３
年
１
１
月
完
了

（
６
）海
水
系
ポ
ン
プ
代
替
用
の
移
動
式

　
　
デ
ィ
ー
ゼ
ル
駆
動
ポ
ン
プ
の
配
備

１
,２
,３
号

（
共
用
）
平
成
２
４
年
１
月
完
了

（
７
）移
動
式
消
防
ポ
ン
プ
の
配
備

１
,２
,３
号

（
共
用
）
平
成
２
３
年
１
１
月
完
了

実
施
状
況

対
策

緊 急 安 全 対 策 ・ 更 な る 信 頼 性 向 上 対 策 ※

１
．
電
源
を
確
保
す
る
対
策

項
目

（
２
）使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
機
能
強
化

　
　
（注
水
ラ
イ
ン
設
置
等
）

平
成
2
5年
度

第
１
Ｑ

第
２
Ｑ

第
３
Ｑ

第
４
Ｑ

平
成
26
年
度

以
降

平
成
2
3年
度

第
１
Ｑ

第
２
Ｑ

第
３
Ｑ

第
４
Ｑ

平
成
24
年
度

第
１
Ｑ

第
２
Ｑ

第
３
Ｑ

第
４
Ｑ

（
４
）海
水
系
ポ
ン
プ
エ
リ
ア
の
浸
水
防
止
対
策

　
　
（防
水
壁
等
の
設
置
）

（
２
）高
圧
発
電
機
車
等
の
配
備

（
３
）発
電
機
等
の
燃
料
補
給
手
段
確
保

　
　
（タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
確
保
等
）

（
１
）建
物
の
浸
水
防
止
対
策

２
．
原
子
炉
・使
用
済
燃
料
プ
ー

　
　
ル
を
冷
や
す
対
策

（
３
）原
子
炉
格
納
容
器
※
４
ベ
ン
ト
※
５
用
資
機
材

　
　
（窒
素
ガ
ス
ボ
ン
ベ
等
）
の
配
備

（
５
）原
子
炉
補
機
海
水
ポ
ン
プ
※
６
電
動
機
の

　
　
予
備
品
確
保

済 済

済

済

済

済済

　 ▼
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
確
保
（
1,
2
号
と
共
用
）

済

済

　
３
１
台
追
加
配
備

▼
（
合
計
３
９
台
）

▼
ﾎ
ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ本
体
納
入

済

▼
１
，
２
号
機
用
の
配
備

▼
８
台
配
備

済

済
出
入
口
扉
等
の
防
水
対
策
（シ
ー
ル
施
工
等
）

出
入
口
扉
等
の
防
水
対
策
（シ
ー
ル
施
工
等
）

防
水
性
を
高
め
た
扉
へ
の
取
替
等
(済
）

防
水
性
を
高
め
た
扉
へ
の
取
替
等
(済
)

防
水
性
を
高
め
た
扉
へ
の
取
替
等
（
済
）

済

済

済

済 済

▼
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
（２
台
）
到
着

原
子
炉
や
使
用
済
燃
料
ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
の
冷
却
に
必
要
な
機
器
の

電
源
を
確
保
し
ま
す

原
子
炉
や
燃
料
ﾌ
ﾟｰ
ﾙ
を

冷
却
す
る
こ
と
に
よ
り
，

燃
料
を
健
全
に
保
ち
，
放

射
性
物
質
の
放
出
を
防

ぎ
ま
す

▼
燃
料
補
給
用
資
機
材
確
保

済

済

凡
例

：緊
急
安
全
対
策

：更
な
る
信
頼
性
向
上
対
策

：そ
の
他
の
安
全
対
策
等

▼
試
運
転
開
始 　
▼
そ
の
他
　
資
機
材
納
入

　
１
3
台
追
加
配
備

▼
（
合
計
５
２
台
）

▼
運
用
開
始

済 済

▼
１
，
２
，
３
号
機
共
用
の
追
加
配
備

　
▼
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
追
加
配
備

▼
軽
油
タ
ン
ク
（５
６
０
ｋ
Ｌ
）
追
加
設
置

　
ポ
ン
プ
追
加
運
用
開
始

▼
（合
計
3台
）

▼
軽
油
タ
ン
ク
（
５
６
０
ｋ
Ｌ
）
運
用
開
始

１

　
▼
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
追
加
配
備
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水
ノ
ズ
ル消
火
ホ
ー
ス

燃
料
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ー

ス
キ
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ジ
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ン
ク

消
火
栓

既
設
配
管

オ
ペ
フ
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－
１
島
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原
子
力
発
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安
全
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実
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状
況

平
成
２
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年
４
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末
現
在

イ
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号
機

実
施
状
況

対
策

項
目

平
成
2
5年
度

第
１
Ｑ

第
２
Ｑ

第
３
Ｑ

第
４
Ｑ

平
成
26
年
度

以
降

平
成
2
3年
度

第
１
Ｑ

第
２
Ｑ

第
３
Ｑ

第
４
Ｑ

平
成
24
年
度

第
１
Ｑ

第
２
Ｑ

第
３
Ｑ

第
４
Ｑ

３
．
敷
地
内
へ
の
浸
水
を

　
　
防
ぐ
対
策

防
波
壁
の
強
化
（海
抜
１
５
ｍ
に
か
さ
上
げ
）

１
,２
,３
号
平
成
２
５
年
度
上
期
完
了
予
定

１
,２
号
平
成
２
３
年
４
月
完
了

（１
号
機
の
原
子
炉
起
動
後
に
実
施
す
る
点
検
を
除
く
）

３
号

平
成
２
４
年
１
月
完
了

１
,２
号
平
成
２
３
年
４
月
完
了
（
今
後
も
継
続
実
施
）

３
号

平
成
２
４
年
１
月
完
了
（今
後
も
継
続
実
施
）

１
,２
号
平
成
２
３
年
６
月
完
了
（
１
台
追
加
配
備
）

３
号

平
成
２
３
年
１
２
月
完
了

（前
記
１
．
（２
）
の
対
策
に
よ
り
対
応
可
能
）

１
,２
号
平
成
２
３
年
６
月
完
了

３
号

平
成
２
３
年
１
２
月
完
了

（
３
）高
線
量
対
応
防
護
服
等
の
資
機
材
の
確
保
，

　
　
放
射
線
管
理
の
体
制
整
備

１
,２
,３
号

（
共
用
）

平
成
２
３
年
６
月
完
了

（高
線
量
対
応
防
護
服
10
着
を
確
保
，

　
　
　
　
　
　
　
放
射
線
管
理
の
体
制
整
備
）

１
，
２
号
平
成
２
３
年
６
月
完
了
（天
井
開
口
の
資
機
材
確
保
等
）

１
，
２
号
〔水
素
放
出
設
備
の
設
置
，
水
素
検
知
器
の
設
置
〕

１
号
機
 平
成
２
４
年
９
月
完
了

２
号
機
 平
成
２
４
年
７
月
完
了

３
号

〔水
素
放
出
設
備
の
設
置
，
水
素
検
知
器
の
設
置
〕

平
成
２
４
年
１
月
完
了

（
５
）が
れ
き
撤
去
用
の
重
機
の
配
備
，

 
 
 
 

 当
社
社
員
が
運
転
操
作
可
能
と
す
る
た
め
の

 
 
 
 

 体
制
整
備

１
,２
,３
号

〔重
機
（ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
）の
配
備
〕

平
成
２
３
年
６
月
完
了
（1
，
2号
機
用
１
台
配
備
）

平
成
２
３
年
１
１
月
完
了
（
3号
機
用
１
台
追
加
配
備
）

〔重
機
（
バ
ッ
ク
ホ
ー
）の
配
備
〕

平
成
２
４
年
５
月
完
了

　
（1
，
2号
機
用
１
台
配
備
，
3号
機
用
１
台
配
備
）

〔当
社
社
員
が
運
転
操
作
可
能
と
す
る
た
め
の
体
制
整
備
〕

平
成
２
３
年
１
１
月
完
了

（
１
）送
電
回
線
の
全
号
機
接
続

１
,２
,３
号
平
成
２
５
年
１
月
完
了

２
号

平
成
２
４
年
６
月
完
了

〔1
号
機
：
海
抜
１
５
ｍ
ま
で
に
対
象
設
備
が
な
い
た
め

対
策
不
要
〕

３
号

平
成
２
３
年
１
２
月
完
了

４
．
緊
急
時
に
必
要
と
な
る
資
機

　
　
材
・設
備
の
点
検
お
よ
び
緊
急

　
　
時
の
対
応
手
順
の
確
認
，
訓

　
　
練
等

平
成
２
４
年
２
月
完
了

（
２
）緊
急
時
対
応
手
順
の
確
認
，

　
　
  
緊
急
時
対
応
訓
練
の
実
施

１
,２
,３
号

緊 急 安 全 対 策

・ 更 な る 信 頼 性 向 上 対 策 ※

原 子 炉 が 重 大 な 損 傷 を 受 け た 場 合 の 対 策 ※

（
４
）原
子
炉
建
物
水
素
爆
発
防
止
対
策

（
天
井
開
口
対
策
，
水
素
放
出
設
備
等
の
設
置
）

（
２
）緊
急
時
に
お
け
る
発
電
所
構
内

　
　
 通
信
手
段
の
確
保

 
 
 
 

 （
簡
易
通
話
装
置
（乾
電
池
式
）等
の
配
備

他
）

（
１
）緊
急
時
に
必
要
と
な
る
資
機
材
・
設
備
の
点
検

外 部 電 源 の 信 頼 性 確 保 対 策 ※

５
．
原
子
炉
が
重
大
な
損
傷
を

　
　
受
け
た
場
合
の
対
策

（
１
）中
央
制
御
室
の
作
業
環
境
の
確
保

　
　
（高
圧
発
電
機
車
の
追
加
配
備
）

（
３
）電
気
設
備
（変
圧
器
）へ
の
防
水
壁
設
置

６
．
外
部
電
源
の
信
頼
性
確
保

（
２
）送
電
線
が
い
し
※
７
の
耐
震
性
強
化
，

　
　
送
電
鉄
塔
の
基
礎
安
定
性
等
の
評
価

済

済

済

済 済 済

1
号
機
 水
素
放
出
設
備
（済
）

済 済

▼
1
,2
号
機
用
 １
台
配
備

原
子
炉
が
重
大
な
損
傷
を

受
け
た
場
合
に
お
い
て

も
，
迅
速
に
事
故
の
収
束

に
向
け
た
対
応
を
行
う
た

め
の
対
策
で
す

発
電
所
外
部
か
ら
の
電
源

供
給
の
信
頼
性
を
高
め
る

た
め
の
対
策
で
す

体
制
整
備
（
済
）

基
礎
安
定
性
等
の
評
価
（済
）

が
い
し
の

耐
震
性
強
化
（済
）

1
号
機
 水
素
検
知
器

設
置
(済
） 済

済

▼
３
号
機
用

 　
１
台
追
加
配
備

海
抜
1
5
ｍ

3
号
機

電
動
開
閉

変
圧
器

▼
水
素
放
出
設
備
設
置

▼
水
素
検
知
器
設
置

2号
機
 水
素
検
知
器
設
置

(済
）

済 済

2
号
機
 水
素
放
出
設
備
（
済
）

▼
バ
ッ
ク
ホ
ー
２
台
配
備

▼
対
策
②
 6
6k
V
系
か
ら
３
号
機
高
圧
母
線
へ
の
送
電
回
路
接
続
完
了

済 済

済済

１

３２

▲
対
策
①
 5
0
0k
V
系
か
ら
１
，
２
号
機
高
圧
母
線
へ
の
送
電
回
路
接
続
完
了

 
６
６
ｋ
Ｖ
系

 
（
１
回
線
）

 
２
２
０
ｋ
Ｖ
系

 
（
２
回
線
）

 
５
０
０
ｋ
Ｖ
系

 
（
２
回
線
）

 

１
号
機

 
高
圧
母
線

 
２
号
機

 
高
圧
母
線

 
３
号
機

 
高
圧
母
線

 

【
対
策
①
】

 

【
対
策
②
】

 

　
▼
３
号
機
エ
リ
ア
防
波
壁
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
設
完
了

　
▼
３
号
機
エ
リ
ア
防
波
壁
コ
ン
ク
リ
ー
ト
強
度
確
認
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海
抜
１
５
ｍ

水
素
検
知
器

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル

原
子
炉
建
物

水
素
放
出
設
備

［
イ
メ
ー
ジ
図
］
水
素
放
出
設
備
等

緩
衝
材
（
バ
ネ
）

揺
れ
を
吸
収

揺
れ



資
料
４
．
２
．
４
－
１
島
根
原
子
力
発
電
所
　
安
全
対
策
等
の
実
施
状
況

平
成
２
５
年
４
月
末
現
在

イ
メ
ー
ジ
図

号
機

実
施
状
況

対
策

項
目

平
成
2
5年
度

第
１
Ｑ

第
２
Ｑ

第
３
Ｑ

第
４
Ｑ

平
成
26
年
度

以
降

平
成
2
3年
度

第
１
Ｑ

第
２
Ｑ

第
３
Ｑ

第
４
Ｑ

平
成
24
年
度

第
１
Ｑ

第
２
Ｑ

第
３
Ｑ

第
４
Ｑ

（
１
）３
号
機
屋
外
タ
ン
ク
周
辺
へ
の
防
水
壁
設
置

３
号

平
成
２
４
年
１
月
完
了

〔１
，
２
号
機
：屋
外
タ
ン
ク
が
高
台
（海
抜
１
５
ｍ
以
上
）に
あ
る

こ
と
か
ら
対
策
不
要
〕

（
２
）免
震
重
要
棟
の
設
置

１
,２
,３
号

（
共
用
）
平
成
２
６
年
度
内
完
了
予
定

（
３
）非
常
用
ろ
過
水
タ
ン
ク
の
設
置

１
,２
,３
号

（
共
用
）
平
成
２
６
年
度
内
完
了
予
定

（４
）フ
ィ
ル
タ
付
ベ
ン
ト
設
備
の
設
置

２
，
３
号
平
成
２
６
年
度
中
完
了
予
定

（５
）移
動
式
代
替
熱
交
換
設
備
の
配
備

１
,２
,３
号

（
共
用
）
平
成
２
５
年
度
内
完
了
予
定

（７
）原
子
炉
補
機
海
水
ポ
ン
プ
改
造
工
事

２
号

平
成
２
５
年
度
内
完
了
予
定

〔３
号
機
は
引
き
波
に
対
し
て
取
水
可
能
な
設
計
と
な
っ
て
い
る

た
め
対
策
不
要
〕

（８
）蓄
電
池
（
バ
ッ
テ
リ
ー
）
の
強
化

２
，
３
号
平
成
２
５
年
度
内
完
了
予
定

（９
）深
部
地
震
観
測
装
置
の
設
置

１
,２
,３
号

（
共
用
）
平
成
２
５
年
度
内
完
了
予
定

（１
０
）津
波
堆
積
物
調
査

１
,２
,３
号

（
共
通
）
平
成
２
５
年
度
内
完
了
予
定

２
，
３
号
平
成
２
５
年
度
内
完
了
予
定

平
成
２
５
年
３
月
完
了
(２
号
機
)

（６
）代
替
注
水
配
管
の
敷
設

　
・原
子
炉
へ
の
代
替
注
水
ラ
イ
ン
の
設
置

　
・使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
代
替
注
水
ラ
イ
ン
の

  
  設
置

当
社
が
自
主
的
に
取
り
組
む
対
策

済

注
釈

※
１
　
緊
急
安
全
対
策
・更
な
る
信
頼
性
向
上
対
策

  
 「
福
島
第
一
･第
二
原
子
力
発
電
所
事
故
を
踏
ま
え
た
緊
急
安
全
対
策
の
実
施
に
係
る
指
示
」
(平
成
23
年
3月
3
0日
付
)に
基
づ
く
対
策

※
２
　
原
子
炉
が
重
大
な
損
傷
を
受
け
た
場
合
の
対
策

  
 「
平
成
2
3年
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
を
踏
ま
え
た
他
の
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
へ
の
対
応
に
関
す
る

　
　
措
置
の
実
施
に
つ
い
て
(指
示
)」
(平
成
2
3年
6月
7日
付
)に
基
づ
く
対
策

※
３
　
外
部
電
源
の
信
頼
性
確
保
対
策

  
  
「原
子
力
発
電
所
の
外
部
電
源
の
信
頼
性
確
保
に
つ
い
て
(指
示
)」
(平
成
23
年
4月
1
5日
付
)に
基
づ
く
対
策

※
４
　
原
子
炉
格
納
容
器

　
　
原
子
炉
圧
力
容
器
な
ど
を
包
み
込
む
容
器
で
，
万
一
の
事
故
時
に
放
射
性
物
質
を
閉
じ
込
め
る
役
割
が
あ
る
。

※
５
　
ベ
ン
ト

　
  
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
上
昇
時
に
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
，
容
器
内
圧
力
を
降
下
さ
せ
る
排
気
措
置
。

※
６
　
原
子
炉
補
機
海
水
ポ
ン
プ

　
原
子
炉
関
係
の
機
器
を
冷
や
す
冷
却
水
（
淡
水
）
の
温
度
を
下
げ
る
た
め
に
熱
交
換
器
へ
海
水
を
供
給
す
る
ポ
ン
プ
。

※
７
　
送
電
線
が
い
し

　
電
線
を
鉄
塔
等
の
支
持
物
に
取
り
付
け
る
際
の
絶
縁
体
と
し
て
使
用
さ
れ
る
部
品
。

▼
敷
地
造
成
工
事
着
手

調
査
時
期
検
討
中

工
事
時
期
検
討
中

▼
地
表
（
G
L±
0
m）

GL
±
0
m

G
L
-
1
9
m

G
L
-1
4
4m

G
L
-2
2
4m

深度1,000m超級のボーリング

新
設
地
震
計

既
設
地
震
計

既
設
地
震
計

新
設
地
震
計

▼
地
表
（
G
L±
0
m）

GL
±
0
m

G
L
-
1
9
m

G
L
-1
4
4m

G
L
-2
2
4m

深度1,000m超級のボーリング

新
設
地
震
計

既
設
地
震
計

既
設
地
震
計

新
設
地
震
計

G
L
-
1
9
m

G
L
-1
4
4m

G
L
-2
2
4m

深度1,000m超級のボーリング

新
設
地
震
計

既
設
地
震
計

既
設
地
震
計

新
設
地
震
計

対
策
前

対
策
後

蓄
電
池
設
置
イ
メ
ー
ジ

調
査
イ
メ
ー
ジ

工
事
時
期
検
討
中

▼
２
号
機
 代
替
注
水
配
管
敷
設
完
了

▼
免
震
重
要
棟
建
物
本
体
工
事
着

工
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４．３－１ 

４．３ 技術開発成果 

 

  技術開発とは，原子力施設の安全性や信頼性の向上，放射線業務従事者が受

ける線量の低減，放射性廃棄物の低減等の観点から行っている種々の新技術の

開発のことである。 

  これら新技術の開発結果を実証・検証した上で順次取り入れている。 

  この節では，まず，技術開発成果の反映の仕組みについて記載し，その後，

島根原子力発電所１号機に反映すべき技術開発成果を反映しているかについ

て評価する。 
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４．３－２ 

４．３－１ 技術開発成果反映の仕組み 

 

  技術開発成果は，技術検討書として本社所管箇所から発電所側への指示や，

共同で技術開発を行ったプラントメーカからの提案により入手し，その成果を

設備あるいは工事方法に反映している。 
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４．３－３ 

４．３－２ 技術開発成果の反映状況 

 

  技術開発成果の評価を行った結果，評価対象期間中に行われた技術開発につ

いて，島根原子力発電所１号機の設備や運用の安全性や信頼性の維持・向上が

図られていることを確認した。 

  （資料４．３．２－１「技術開発成果一覧表」参照） 

  技術開発成果の反映状況を以下に示す。 

 

Ⅰ．燃料漏えいの検知性能向上に関する技術開発 

［調査結果］ 

燃料漏えいの検知性能向上に関する技術開発が行われている。 

 

［反映状況］ 

炉水中のよう素濃度，オフガス中の放射性希ガス濃度の監視を行っている。

また，オフガス放射線モニタ指示値を連続監視する高感度オフガス放射線モニ

タを設置している。 

 

Ⅱ．地震に対する安全性評価手法に関する技術開発 

［調査結果］ 

原子力発電所の地震に対する安全性評価方法の技術開発が行われている。 

 

［反映状況］ 

耐震審査指針の改訂を踏まえた耐震安全性評価に取り入れている。 

 

Ⅲ．供用期間中検査手法に関する技術開発 

［調査結果］ 

ステンレス鋼継手ならびにステンレス鋼と炭素鋼および低合金鋼の異材継

手について，溶接金属部を透過した探傷の適用可能性に関する技術開発が行わ

れている。 

 

［反映状況］ 

技術開発により得られた確認手法を供用期間中検査の定期事業者検査要領

書に取り入れている。 

 

Ⅳ．経年劣化評価手法に関する技術開発 

［調査結果］ 

原子炉格納容器貫通部におけるケーブルの経年劣化に関する技術開発が行

われている。 
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４．３－４ 

 

［反映状況］ 

技術開発により得られた評価手法を原子炉施設の経年劣化に関する技術的

な評価に取り入れている。 

 

  以上のとおり，技術開発成果を適切に反映していることを確認しており，技

術開発成果の知見が意図する効果が得られていると判断した。 

  同様に，技術開発成果を適切に反映していることから，技術開発成果を反映

する仕組みについても機能していると判断した。 

  これらのことから，原子炉施設の安全性を確保する上で重要な設備に対し，

原子炉施設のより一層の安全性や，信頼性の維持・向上を図っていると判断し

た。 
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４．３－５ 

資料４．３．２－１ 技術開発成果一覧表 

 

No 
知見の出典 

（年月） 
成果の概要 現在の反映状況 

確認

結果 
備考 

1 

燃料漏えいの検知性能向上

に関する技術開発 

（H14.3） 

燃料漏えいの検知性能向上に

関する技術開発が行われてい

る。 

炉水中のよう素濃度，

オ フ ガ ス 中 の 放 射 性

希 ガ ス 濃 度 の 監 視 お

よ び オ フ ガ ス 放 射 線

モ ニ タ 指 示 値 を 連 続

監 視 す る 装 置 を 設 置

している。 

〇 

本技術開発

の 期 間 は

H14.3まで

であるが，

H18.12 に

知見の反映

を実施。 

2 

地震に対する安全性評価手

法に関する技術開発 

（H19.3） 

原子力発電所の地震に対する

安全性評価手法を取りまとめ

るための技術開発が行われて

いる。 

耐 震 審 査 指 針 の 改 訂

を 踏 ま え た 耐 震 安 全

性 評 価 に 取 り 入 れ て

いる。 

〇 

 

3 

供用期間中検査手法に関す

る技術開発 

（H22.6） 

ステンレス鋼継手等の溶接金

属部に関する探傷の適用可能

性に関する技術開発が行われ

ている。 

技 術 開 発 に よ り 得 ら

れ た 確 認 手 法 を 供 用

期 間 中 検 査 の 定 期 事

業 者 検 査 要 領 書 に 取

り入れている。 

〇 

本 技 術 開 発

の 期 間 は

H24.3 ま で

で あ る が，

H22.6 に 知

見 の 反 映を

実施。 

4 

経年劣化評価手法に関する

技術開発 

（H23.3） 

原子炉格納容器貫通部におけ

るケーブルの経年劣化に関す

る技術開発が行われている。 

技 術 開 発 に よ り 得 ら

れ た 評 価 手 法 を 原 子

炉 施 設 の 経 年 劣 化 に

関 す る 技 術 的 な 評 価

に取り入れている。 

○ 

 

確認結果；〇：反映済みであり，知見が意図する効果が得られている。 

▲：反映済みだが，知見が意図する効果が得られていない。 

△：現在反映中。 

－：対象外 

 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．４－１ 

４．４ 保安活動への最新の技術的知見の反映状況の評価のまとめ 

 

保安活動への最新の技術的知見の反映状況を評価した結果，原子炉施設の安

全性を確保する上で重要な設備等について，前回の定期安全レビュー以降も最

新の技術的知見を適切に反映しているもしくは反映を計画していることを確

認しており，知見が意図する効果が得られていると判断した。同様に，知見を

反映する仕組みについても機能していると判断した。 

以上のことから，原子炉施設の安全性を確保する上で重要な設備等に対し，

原子炉施設のより一層の安全性や信頼性の維持・向上を図っていると判断した。 

 

なお，平成23年３月11日に発生した福島第一原子力発電所事故については，

同じ原子力事業に携わる者として重く受け止め，今後も事故の全体像の解明が

更に進み，新たな知見として整理された段階で，安全最優先で必要な対策を適

切に実施していく。 

また，平成24年９月に設置された原子力規制委員会により平成25年７月に策

定された新規制基準については，島根原子力発電所１号機における定期安全レ

ビューの評価対象期間以降に新たに得られた知見として，今後，適切に反映検

討を行う。 

 

 


